
平成２６年度

第１１回大分県教育委員会 会議録

日 時 平成２６年９月２日（火）

開会１３時２０分 閉会１６時０８分

場 所 教育委員室



- 1 -

平成２６年度

第１１回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

について

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①平成２６年第３回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

②「芯の通った学校組織」の定着状況調査の結果について

③平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果について

④フッ化物洗口普及啓発ＤＶＤについて

⑤山香農業高校教諭によるFacebookへの不適切な書き込みについて

（３）協 議

①大分県教育功労者表彰について

②平成２７年度特別支援学校高等部・専攻科入学定員について

③平成２７年度公立高等学校入学定員について

（４）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 委員長 松 田 順 子

委員長職務代理者 林 浩 昭

委員 麻 生 益 直

委員 岩 崎 哲 朗

委員 首 藤 照 美

教育長 野 中 信 孝

欠席委員なし

事務局 理事兼教育次長 河 野 盛 次

教育次長 落 合 弘

教育次長 大 城 久 武

教育改革・企画課長 佐 野 壽 則

教育人事課長 藤 本 哲 弘

教育財務課長 岡 田 雄

福利課長 大 石 尚 志

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

高校教育課長 髙 畑 一 郎

社会教育課長 曽根﨑 靖

人権・同和教育課長 甲 斐 順 治

文化課長 山 口 博 文

体育保健課安全対策・管理監 阿 部 辰 也

教育改革・企画課主幹 勝 尾 裕 美

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 １９ 名
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開会・点呼

（松田委員長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２６年度 第１１回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（松田委員長）

本日の会議録の署名委員でございますが、林職務代理者にお願いした

いと思います。

会期の決定

（松田委員長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりであります。

会議の終了は１５時３５分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（松田委員長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第２号議案及び協議の①については、人事に関する案件でございます。

また、協議の②、③は、平成２７年度の公立学校の入学定員を協議す

るものでありますが、各学校の現時点での志望状況など、一般に公開す

ることが適当でないことも含め、率直に議論する必要があります。

こうしたことから、第２号議案及び協議の①から③は、地方教育行政
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の組織及び運営に関する法律第１３条第６項ただし書の規定により、こ

れを公開しないことについて、委員の皆さんにお諮りいたします。

公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

それでは、第２号議案及び協議の①から③については、非公開といた

します。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行います。

【議 案】

第１号議案 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について

（松田委員長）

それでは、第１号議案「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価について」提案を求めます。

（野中教育長）

第１号議案「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」

について、ご説明いたします。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、「教育委員

会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

するとともに、公表しなければならない。」とされております。

このたび、点検・評価を行い、報告書を作成しましたので提案するも

のです。

詳細については、担当課長から説明いたします。

（佐野教育改革・企画課長）

報告書の１頁をお開きください。点検・評価の趣旨につきましては、

（１）のとおり「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に

より、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、こ

れを議会に提出するとともに公表することとされており、本フォローア

ップは、これに該当するものです。
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点検評価の実施方法等につきましては、（２）の②のとおり、対象期

間を前年度としており、本年度でいえば、平成２５年度の教育に関する

事務の管理・執行状況を対象に行うものです。また③のとおり、点検・

評価の項目につきましては、「新大分県総合教育計画」の項目を基本と

して実施しています。

２頁をお開きください。⑥のとおり、審議の経過につきましては、平

成２６年７月２８日に新大分県総合教育計画フォローアップ委員会を開

催し、有識者から意見を聴取し、また、平成２６年８月２０日の教育委

員会会議において、点検･評価の議論を実施しました。

１３頁をお開きください。今後の主な課題と取組内容について、（１）

学力の向上、（２）体力の向上、（３）高校生の進学力の向上、（４）グ

ローバル人材の育成、（５）地域の力を活かした学校づくりの推進、（６）

いじめ・不登校等問題行動への対応の強化、（７）教職員の意識改革と

資質能力の向上、（８）教職員が教育活動に専念できるような支援の充

実、の８つの視点からまとめております。説明は以上でございます。

なお、前回の教育委員会における協議の際には、特段修正が必要との

意見はいただいておりません。

ご審議の程よろしくお願いします。

（松田委員長）

ただいま説明のありました議案について、審議を行います。質疑・意

見等のある方はお願いします。

（林職務代理者）

前回の教育委員会でも議論したので、内容はこれでいいと思います。

今後、これをどう活かしていくかが重要ではないでしょうか。議会でも

議論されると思いますが、色々な方向で成果が出始めている時なので、

今の改革を、この点検・評価に基づいて、できる限り継続して欲しいと

思います。

（麻生委員）

今回実施した点検・評価は、知事部局でも、県の長期計画について同

様に実施されています。私は、県の新たな長期計画を策定するための委

員として関わっていますが、今取り組んでいることを全て１００％達成

すれば、新たなものを構築しなくても、よりいいものができると考えて

います。

教育計画は完全に目標に到達しているわけではないので、できるだけ

達成率を上げることを考えながら、次の目標を設定するという意識を持

つことも大切です。目標値に到達したから達成だ、とは思わず、今後は

より高いレベルを目指すことをそれぞれの部署に課していくことが重要
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です。

（松田委員長）

課題の８項目を見ても、いい方向に進んでいると思いますが、来年度

は本計画の（目標値達成のための）最終年度となります。これで安心す

ることなく継続していくことが重要です。

（松田委員長）

他に意見はございませんか。

それでは、ただ今、提案のありました第１号議案の承認について、お

諮りいたします。第１号議案について、承認される委員は挙手をお願い

します。

（採 決）

（松田委員長）

第１号議案については、提案どおり承認します。

【報 告】

①平成２６年第３回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（松田委員長）

それでは、報告第１号「平成２６年第３回定例県議会議案に対する教

育委員会の意見について」報告をしてください。

（野中教育長）

報告第１号についてご説明します。資料の３ページをお開きください。

平成２６年第３回定例県議会に上程された議案のうち、教育委員会関

係分として、中ほどの議案名にある「平成２６年度大分県一般会計補正

予算（第２号）関係部分」及び「大分県立学校の設置に関する条例の一

部改正について」並びに「平成２５年度大分県一般会計歳入歳出決算の

認定の関係部分」につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定により、知事から教育委員会の意見を求められまし

た。

本来なら知事への回答にあたり、教育委員会で議決していただくとこ

ろですが、日程の都合上、協議できませんでしたので、大分県教育委員

会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規

則第３条第１項に基づき、教育長が臨時代理として処分しました。
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資料２ページのとおり、異議のない旨回答しましたので、同条第２項

に基づき、本委員会に報告いたします。

各議案の内容等につきましては、担当課長が説明いたしますので、よ

ろしくお願いします。

（岡田教育財務課長）

それでは、３議案一括してご説明申し上げます。

はじめに、資料４ページの第８５号議案「平成２６年度大分県一般会

計補正予算（第２号）」のうち、教育委員会関係部分について説明いた

します。資料の７ページをお開きください。第１０款「教育費」でござ

いますが、詳細につきましては、１０ページに記載しておりますので、

ご覧ください。

表の下から３段目に２重線で囲んでおりますが、補正予算計上額は、

右から２列目の「補正予算額」の欄にございますとおり、１，６００万

円の増額です。この結果、補正後の予算総額は、その右の欄にあります

ように、１，１２２億６，４４８万５千円となります。

補正要求の概要については、次の１１ページをご覧ください。「スー

パーグローバルハイスクール推進事業」でございますが、この事業は、

文部科学省よりスーパーグローバルハイスクールの指定を受けました、

大分上野丘高校において、立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）や企業と

の連携のもと、国内外での実地研修や留学生との交流、国内外の大学教

授や企業幹部の講演などを行い、語学力だけでなく、国際的に活躍する

力と意欲を持ち合わせたグローバル人材の育成を図るものです。

続いて、８ページにお戻りいただきまして、第１００号議案「大分県

立学校の設置に関する条例の一部改正について」説明いたします。１２

ページをご覧ください。

「１ 改正内容」ですが、別府地区及び玖珠地区に新設する２つの高

校の設置と、玖珠地区で廃止する２つの高校にかかる一部改正でござい

ます。１４ページに、新設２校及び廃止２校にかかる条例別表の改正を

新旧対照表で掲げておりますので、後ほどご覧願います。

次に「２ 改正理由」ですが、「高校改革推進計画」に基づき、別府

地区においては、県立別府青山高等学校と県立別府羽室台高等学校及び

別府市立別府商業高等学校を発展的に統合して、新たに県立別府翔青高

等学校を、玖珠地区においては、県立玖珠農業高等学校及び県立森高等

学校を発展的に統合して、新たに県立玖珠美山高等学校を設置するもの

です。また、玖珠地区については、地元協議会の要望により、一括統合

を実施することから、来年４月１日をもって統合する２校を廃止いたし

ます。

新設校の名称につきましては、７月２９日の教育委員会会議において

決定したところです。また、位置につきましては、県立別府翔青高等学
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校は県立別府青山高等学校及び別府市立別府商業高等学校の一部、県立

玖珠美山高等学校は県立玖珠農業高等学校の校地となっています。

その下の「３ 統合される既存高等学校の取扱い」については、別府

地区の別府青山高等学校と別府羽室台高等学校及び別府市立別府商業高

等学校につきましては、新設校の設置に伴い、３校とも平成２７年度か

ら募集停止とし、平成２６年度以前に入学した生徒が卒業する平成２８

年度末に廃止する予定です。また、１３ページの玖珠地区の玖珠農業高

等学校及び森高等学校については、現在在学する生徒は平成２７年度に

新設校へ一括して転校することから、平成２７年４月１日に廃止する予

定でございます。

次に「４ 施行期日」ですが、新設校の設置については、平成２７年

４月の開校に向けた準備作業等を行う必要があるため、平成２６年１０

月１日とし、県立玖珠農業高等学校及び県立森高等学校の廃止は平成２

７年４月１日としています。

最後に、９ページの第１０４号議案「平成２５年度大分県一般会計歳

入歳出決算の認定について｣のうち、教育委員会関係部分について、ご

説明いたします。１５ページをお開きください。

この表は、「平成２５年度大分県一般会計決算調書」の教育委員会関

係分について抜粋したものです。表の一番上、２５年度の欄をご覧くだ

さい。左から２列目の「予算現額」ですが、１，１０４億７９２万８，

６１９円に対しまして、その右の「決算額」は、１，０９６億１，４３

７万２，５８１円となっています。

なお、「予算現額」と「決算額」の差額の内訳ですが、その右にあり

ますとおり、「２６年度への繰越額」が３億１，４４２万円、「不用額」

が４億７，９１３万６，０３８円となっています。

２４年度の決算額との比較ですが、２つ下の「増減」欄、左から３列

目のとおり、６８億２，２２５万８７１円の減額となっています。

表の下に「主な増減理由」を記載していますが、「給与費」では、昨

年７月から本年３月にかけて実施した、３．７２％から９．７２％の給

与特例減額等に伴い約５９億円の減、また「教職員住宅管理費」では、

平成２４年度に教職員住宅の建設償還金の繰上償還を行いましたが、こ

れが終了したことに伴い、約８億円の減となっています。

以上で説明を終わります。

（松田委員長）

ただいまの説明について、何かご質問がありますか。

（林職務代理者）

予算に関して、スーパーグローバルハイスクールについては上野丘高

校で実施するとのことですが、全部の学校に広げるべきだと思います。
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どのように考えていますか。

（髙畑高校教育課長）

上野丘高校を中核として、成果を県内全体の高校に還元できるよう考

えています。スーパーサイエンスハイスクールの実施にあたっても、舞

鶴高校を中心としてコンソーシアムを形成していますので、同様に取組

を進めていきたいと考えております。

（林職務代理者）

よろしくお願いしたいと思います。

（松田委員長）

県内全体の意識が高まればよいと思います。

②「芯の通った学校組織」の定着状況調査の結果について

（松田委員長）

次に、報告第２号「「芯の通った学校組織」の定着状況調査の結果に

ついて」報告をしてください。

（佐野教育改革・企画課長）

「芯の通った学校組織」の定着状況調査の結果につきまして、ご報告

いたします。

まず、「芯の通った学校組織」の取組の経緯について、ご説明いたし

ます。大分県教育委員会では、平成２０年の不祥事以来、責任と権限が

明確で透明性の高い教育行政システムの確立を目指して、徹底的な改革

を進めてまいりました。他方で、学校の目標が抽象的すぎる、主任制度

が十分定着していないなど、学校マネジメントに関し課題が大きいこと

から、全ての教職員が目標達成に向けて、組織的に教育活動に取り組む

よう、学校改革を進めているところです。

求める学校像は、「芯の通った学校組織」と呼んでいますが、主要主

任等が効果的に機能する「基盤となる学校運営体制」のもと、学力・体

力向上やいじめなど今日的課題に対応するために「目標達成に向けた組

織的な取組」を行う学校組織です。

取組状況につきましては、平成２４年度から２６年度の３フェーズに

より推進しており、平成２４年１１月２６日に「芯の通った学校組織」

推進プランを策定の上、趣旨の周知を図るとともに「学校運営の適正化」

の通知や「学校評価の手引き」や「教職員評価システム実施手引き」を

改訂するなど、制度の整備を推進したところです。平成２５年度は実行

初年度として、実践・研修・指導による「芯の通った学校組織」の構築
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を図りました。その結果として「形」はある程度整った、今後は「質」

を高めることが必要と総括したところです。その上で、本年度は「芯の

通った学校組織」の定着のため、特に右側にあります５つの中心課題の

徹底を目指すとともに「芯の通った学校組織」推進プランの最終年度で

区切りの年となることから、その定着状況を確認し、必要に応じて、一

層の施策を展開することとしています。

１ページをご覧ください。「芯の通った学校組織」の定着状況調査の

結果の概要について、ご説明いたします。本調査の趣旨は、「芯の通っ

た学校組織」の構築に係る各学校、市町村教育委員会の取組や意識を把

握し、その定着状況を確認するとともに、調査により得られた課題を踏

まえ、一層の施策の展開を図ることを目的に実施いたしました。調査対

象は全公立学校の校長、教務主任、保護者及び市町村教育委員会です。

調査時期は平成２６年７月から８月にかけて実施しました。

５ページ以降が小中学校の概要です。小中学校の校長、教務主任から

の主な回答をまとめたもので、２６ページまであります。２７ページ以

降は同様に高等学校の概要です。４６ページ以降は特別支援学校の概要

です。６３ページは保護者の回答結果の概要で、小中学校、高等学校、

特別支援学校のＰＴＡ会長からの主な回答をまとめたものです。６４ペ

ージは市町村教育委員会の回答結果の概要です。

これらの回答を全て総括したものが１ページから４ページの資料で

す。

まず、定着の状況についてですが、今回の調査で分かりました「芯の

通った学校組織」の定着状況は、以下の通りです。

取組の状況ですが、学校評価を活用した取組の状況につきましては、

８割の学校が、学校評価の重点目標を３つ以下としており、小中学校

では２つ以下に絞り込んでいる学校が１割程度あります。

ほとんどの学校で、重点目標の達成状況を測る達成指標を、数値化す

るなど検証可能なものにしています。

ほとんどの学校で、ＰＤＣＡサイクルを年間３回以上のスパンで行っ

ています。

教職員評価システムの活用状況につきましては、

過半数の学校は、学校の重点目標、各分掌の目標、各教職員の自己目

標の連動は、「ある程度連動している」としています。

ほとんどの校長が、教職員の自己目標について指導・助言を行ってい

ます。

主任制度の定着状況つきましては、

ほとんどの学校で、主要主任等が、「学校の運営方針や運営委員会で

の協議事項等を教職員に周知する機会」や「教職員の考えを集約の上管

理職に伝える機会」が、「よくある」、或いは、「時々ある」としていま

す。
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運営委員会の活用状況につきましては、

運営委員会の開催頻度は、小学校は「２週間に１回程度」、中学校は

「週１回」が最も多くなっています。

運営委員会の設置により、８割の小中学校で、職員会議の開催回数・

１回の所要時間が縮減され、約５割の学校では開催回数が半分以下にな

っています。１割程度の学校では４分の１以下になっています。

ほとんどの学校で、教務主任が運営委員会に提案を行うことがありま

す。

学校と家庭・地域との協働につきましては、

８割の学校で、学校の重点目標や学力・体力の状況、生徒指導上の課

題等について、学校が保護者や地域住民と話し合う機会は、「時々ある」

としています。

保護者や地域住民が、学校で児童生徒や授業の様子を見る頻度は、小

中学校・特別支援学校では「学期に数回」、高等学校では「年に数回」

が最も多くなっています。

本調査におきましては、定着状況とともに教職員の意識についても聞

いています。「芯の通った学校組織」の取組を通じて、校長・教務主任

の意識に以下のような変化が見られ、

校長は、主要主任等の意識について、以下のように感じています。

①学校運営への参画意識が高まった。

②校長の学校運営方針を理解し、他の教職員に周知する意識が高まっ

た。

③自らの分掌等をとりまとめ、推進する意識が高まった。

また、校長は運営委員会の設置の効果を、以下のように感じています。

①迅速な意思決定を行いやすくなった。

②校長がリーダーシップを発揮しやすくなった。

③主要主任等の学校運営への参画意識が高まった。

ほとんどの教務主任は、職務にやりがいを感じており、また「芯の通

った学校組織」の取組を通じて、教務主任の重要性を認識するようにな

ったと感じています。

２ページをご覧ください。校長先生に対して「大分の教育は、より良

くなってきていると思いますか」という質問をしています。これに対し、

９割の校長が、「大分の教育は、より良くなってきていると思う」と回

答しており、その主な理由を以下のように集約をしています。

１つ目として目標達成に向けた組織的な学校運営に言及する校長先生

が多く、その意見を抜粋したものが次の３つです。

教職員の学校運営への関わりが明確化され、一人一人が学校教育の大

切な一員としての責任感と自覚が増した。

組織的な取組により、学力向上・体力向上等の学校教育課題が目に見

える形で達成されつつあるので、やりがいを感じている。
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学校が組織的に動くことでばらばらだった教員の意識を校長の経営方

針へと導くことができると心から思う。大分の教育の方向性は間違って

いないと思う。何より、全職員が自校の課題は何かに真剣に向き合うよ

うになった。

など、目標達成に向けた組織的な学校運営により、教職員の意識改革

や学校改善が図られているという趣旨の回答が小学校１４４校、中学校

５４校、高等学校２１校、特別支援学校１０校となっており、全体で２

２９校となっています。

また、学力・体力の向上を理由とする回答も多くいただいています。

具体的な授業改善の取組が広がり、学力調査結果の数値も成果として

表れてきた。

教職員の意識や学校の取組が組織的になり、学力・体力の向上が結果

として表れてきた。

など、各種学力調査の結果や体力・運動能力調査の結果が向上してい

るという趣旨の回答が小学校１０２校、中学校４７校、高等学校８校と

なっています。

保護者にも同様の質問をしています。８割の保護者が、「大分の教育

は、より良くなってきていると思う」と回答していただいており、その

主な理由は、

学力テストや体力テストの結果がだんだんよくなってきている。

以前に比べて、学校全体が協力して取り組んでいる姿がよくわかる。

学校が地域、ＰＴＡと連携を取る努力をしていると思う。

先生の頑張っている姿を多く見たり、子どもが学校に行くことを楽し

みにしている。

といった回答をいただいています。

以上の状況を踏まえ、以下のように定着の状況を総括しています。

「芯の通った学校組織」の取組は、「目標達成に向けた組織的な取組」

を「基盤となる学校運営体制」のもとで持続的・発展的に進める学校を

構築することにより、子どもたちの力の確実な向上を行うことを目的と

しています。

平成２４年度からの取組を通じて、上記のように、

目標の重点化や検証可能な指標の設定、それらに基づく短期のＰＤＣ

Ａサイクルによる検証・改善

主要主任等が各分掌の責任者としてリーダーシップを発揮するととも

に、管理職と主要主任等から構成される運営委員会によって校長のリー

ダーシップを補助する体制

が、全ての学校に定着しつつある。

また、そのような取組の積み重ねにより、目標達成に向けた組織的な

学校運営を進めることへの教職員の意識の高まりが見られるとともに、

学校の目標や取組を、家庭・地域と共有する取組も進みつつある。
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他方で定着状況に課題も見えてきています。３ページをご覧ください。

「芯の通った学校組織」の取組が全ての学校に定着しつつある一方、

今回の調査により、以下のような課題があることが分かりました。

多くの校長が学校の課題と重点目標を一層一致させる必要があると感

じているなど、目標達成に向けた学校マネジメントの継続的な改善が必

要であること

主要主任等が、他の教職員に指導・助言を行う意識についての一層の

向上が必要であること

教務主任以外の主要主任等の意識の向上も必要という意見があること

主任制度及び主任手当の趣旨についての周知・徹底は図られつつある

が、未だに、主任手当拠出の実態があること

保護者や地域住民との連携について、校長の多くが以下のことが必要

だと感じていること

保護者や地域住民との連携に対する教職員の意識を高めること

保護者や地域住民に子どもや授業の様子を見てもらい、学校への関心

を高めてもらうこと

小学校に較べ、中学校では、校内研究が教員の指導力の向上にしっか

りつながっていると感じている校長が少ないこと

小学校に較べ、中学校・高等学校では、思考力・判断力・表現力を育

成するための組織的な授業改善が行われていると感じている校長が少な

いこと

学力・体力向上は進みつつあるが、不登校をはじめとした生徒指導上

の課題や、豊かな心の育成になお課題があるという意見があること

「芯の通った学校組織」の改革のスピードが速すぎ、全ての教職員に

確実に定着するには、一層の継続的な取組が必要という意見があること

また、今回の調査においては、目標達成に向けた組織的な取組を一層

進めるに当たっての県教育委員会の施策についての意見ももらってお

り、校長や市町村教育委員会から、次のような要望が寄せられました。

管理職や教務主任のみならず、主要主任等への研修の機会を充実して

ほしい。

一層のボトムアップのため、若手教職員の研修の充実を図ってほしい。

効果的な学校の取組事例の紹介や、先進地への研修を行ってほしい。

出張が増えている。しっかりマネジメントを行うためにも会議や報告

書等を精選してほしい。

目標協働達成モデル校を拡充するなど、学校・家庭・地域が協働する

取組を充実してほしい。

主幹教諭や学力向上支援教員の配置をはじめ、教職員の配置を充実し

てほしい。

今後も、学校現場との意思疎通を図るとともに、具体的な指導を継続

してほしい。
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一貫した方針のもと、今後も芯の通った学校組織の推進を継続的に行

ってほしい。

県教育委員会と市町村教育委員会の十分な連携と役割分担の明確化を

行ってほしい。

また、教育センター研修及び教育事務所の教育指導については、以下

のような調査結果をもらっています。

教育センター等が行う学校マネジメント研修につきましては、ほとん

どの学校が役に立っていると回答、また、約８割の学校が一層の充実を

求めています。

教育事務所が行う学校訪問につきましては、ほとんどの学校が役に立

っていると回答、また、半数の学校が一層の充実を、残りの半数の学校

が現状の指導の継続を求めています。

今後の方向性ですが、上記の課題等を踏まえ、各学校の目標達成に向

けた組織的な取組が一層推進され、子どもたちの力と意欲の向上が図ら

れるよう、新しい計画を早期に策定する。その上で、市町村教育委員会

との一層の緊密な連携のもと、取組の充実を図っていくこととしていま

す。

４ページをご覧ください。定着状況に係る課題にありました主任手当

の拠出状況についてです。調査の方法は、主任手当を受給している主任

に対し、校長が口頭で拠出の状況について確認をしています。その結果、

主任手当の拠出の状況については、以下のとおりです。

まず、拠出していない主任が小学校約２５％、中学校約６４％、小中

学校計約３９％、県立学校約８０％となっています。なお、パーセント

は、主任手当を受給している主任に占める割合を示しています。

次に拠出している主任が小学校約３２％、中学校約１４％、小中学校

計約２６％、県立学校約１７％となっています。

今回の調査では、把握できない主任という分類も用意しています。拠

出について把握できなかった主任が小学校約４３％、中学校約２２％、

小中学校計約３５％、県立学校約３％となっています。

下に３つ補足をしております。まず２つの市町村教委、２９校の県立

学校では、拠出が全くありませんでした。市町村間において、拠出して

いる主任が０％～約７９％、把握できない主任が０％～約９５％と差が

大きく、校種間でも上記の表のとおり差がありました。

校長が拠出の有無を把握できなかった主な理由は、以下の通りです。

職員から聴取したが、回答がなかった。

「個人の問題であるので」との理由で、回答がなかった。

「職員団体からの指示があった」との理由で、回答がなかった。

となっています。

主任制度及び主任手当の趣旨の周知・徹底状況につきましては、

校長は、主に年度当初や面談の際に、主任手当を受給している教員へ
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の個別面談や職員会議・運営委員会を通じて周知・徹底を行っていま

す。

市町村教育委員会は、教育長による校長面談、校長・教頭・教務主任

を対象とした会議の際、周知・徹底を行っています。

最後に主任手当の趣旨の徹底のために必要と考えることについて聞い

ています。そのうち「とてもそう思う」と回答したものについて集計し

たものが以下のようになっています。

小中学校長で最も多かったのは、教育委員会から職員団体に対する一

層の要請が必要という回答で、市町村教育委員会で最も多かったのが、

主任制度自体の一層の定着が必要という回答でした。県立学校長で最も

多かったのは、県教育委員会から職員団体に対する一層の要請という回

答です。

「芯の通った学校組織」の定着状況調査の結果については以上です。

（松田委員長）

ただいまの報告につきまして、質問・意見はございませんか。

（岩崎委員）

３ページの県教育委員会の推進方策に係る課題の関係で、「管理職や

教務主任のみならず、主要主任等への研修の機会を充実してほしい」と

いう要望が挙がっていますが、現状として主要主任等への研修は、具体

的にはどの程度、どのような内容で行われているのでしょうか。

（藤本教育人事課長）

「芯の通った学校組織」の取組を進める中で、教務主任には悉皆で研

修を行っています。そのほかの主要主任等は、ミドルリーダー研修とい

う中で行っていますが、その研修について、もう少し充実してほしいと

いう意見だと理解しています。

（岩崎委員）

「出張が増えている。しっかりマネジメントを行うためにも会議や報

告書等を精選してほしい。」という要望が挙げられていますが、県教育

委員会では、目標を作って会議や報告書等を減らす方向でやってきたと

思います。これが今、どこまでいっているのかということと、さらに今

後の方向性として、新たな目標の設定をする必要があるのかどうか、そ

のあたりをどう考えているのか教えてください。

（藤本教育人事課長）

平成２２年度の状況と比較し、平成２３年度、２４年度と「人員と時

間の約３０％の減少」を目標に会議等の見直しを行ってきました。見直
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しについては、県教育委員会だけでなく、校長会等の教育関係の任意団

体への呼びかけも行ってきました。その成果として、概ね３０％の削減

が図られたところであり、現在も呼びかけを続けています。そういう中

で、もう一度見直しが必要ではないかということで、今年度、現状を把

握した上で、さらに対応していきたいと考えており、教育関係団体へは

改めて見直しの徹底が図られているか、要請をしていきたいと考えてい

ます。

（河野理事兼教育次長）

補足をさせていただきます。過去に教育センターが相当数の学校を抽

出して、出張の状況について調査を行いました。出張の中には、県教育

委員会が出張を要請するもの、市町村教育委員会が要請するもの、校長

会であったり研究団体等の教育関係団体が要請するものとあり、それぞ

れを調査しました。その中で、最も出張の要請が多かったのは教育関係

団体によるものでした。県教育委員会は教育関係団体に直接関与するも

のではありませんので、要請を行うために、数十団体の関係団体に集ま

っていただき、３０％の削減の目標設定をさせてもらいました。その後、

削減目標値と具体的な取組状況について報告をしていただき、検証した

結果として３０％の削減が達成できたという状況です。しかしながら、

ややもすると、その数がまた多くなる可能性もあり、私が教職員の負担

軽減のＰＴの事務局の責任者でもありますので、３０％削減が継続され

るよう再度取り組んでいきたいと考えているところです。

（麻生委員）

確認ですが、３０％削減をした上で、さらに３０％削減というわけで

はないですよね。

（河野理事兼教育次長）

３０％削減を維持するということです。削減をするのも、なかなか厳

しくて、例えば、校長会の日程を３日を２日にしたり、出席人員を絞る

等の努力を教育関係団体にもしていただいて、３０％削減の目標を達成

しました。この目標値を維持していこうということです。

（松田委員長）

４ページの主任手当の趣旨の徹底については、小中学校長からは「教

育委員会から職員団体に対する一層の要請が必要」という回答が多く、

県立学校長からも「県教育委員会から職員団体に対する一層の要請が必

要」という回答が多いようです。教育委員会からの要請を強め、期待に

応えていく必要があると思います。
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（麻生委員）

この定着状況調査の結果を見ると、非常に心地よいですね。こんなに

良い結果が出ていいのかとうれしく思います。しかし、本当にそうなの

だろうかと少し思ってしまうところもあります。改革を進める中で、こ

れだけきっちり定着しているならば、素晴らしいことだと思います。定

着状況の表現の中の「８割」「ほとんど」「過半数」はどう違うのかとい

う点に疑問はありますが、「ほとんど」と解釈してよいのでしょう。ま

た、運営委員会の充実が現場の課題だと感じました。そういったことを

含めて、県教育委員会の推進方策に係る課題のなかで、教育センターの

研修が各学校現場へ浸透しつつあることと、教育事務所が学校の役に立

っているという回答があることに対して、以前に比べ、ずいぶん変わっ

たという印象を持ちました。私たちの気持ちを現場に伝えてくれるのは

教育事務所ですから、今後も各市町村で有意義な活動をしてもらえると

より良いと思います。最後の主任手当の拠出については、「把握できな

い主任」については、難しい状況があるのでしょうが、これについても

公表はするのですよね。正直まだまだだと、ここだけは感じました。そ

れぞれの先生方に本来の趣旨を徹底することが大事だと思います。その

上で公表するべきだと思います。

（林職務代理者）

３ページの県教育委員会の推進方策に係る課題の２つ目ですが、「一

層のボトムアップのため、若手教職員の研修の充実を図ってほしい。」

という要望が寄せられています。前々回の教育委員会で行った新採用教

員との意見交換会でも気になっていて、もちろん新採用者の研修は行わ

れているでしょうが、あの時に話に出たのは、特に臨時講師の先生方の

研修が手薄ではないかということでした。この意見にある「若手」には、

新採用の先生方、最近採用された方、臨時で活躍されている方を含めて

いると考えていいのでしょうか。臨時講師の先生方の研修も進めてほし

いと思っています。

（藤本教育人事課長）

自由記述の回答なので「若手」の意味の詳細は分かりませんが、臨時

講師を含めた研修・育成を行う研修体系を考えています。

（河野理事兼教育次長）

近年、採用者数が増えている観点からも、若年層の方に対する研修は

大事だと考えています。教育センターが行う研修において、全ての研修

にマネジメント的要素を、教科指導に加えて取り入れています。組織的

な取組を行えるようになることを目的として、学校がどのようにして運

営されているのか、その中で１人１人がどのように動いていくべきなの
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か、という学校運営のマネジメント的要素を、新採用段階から１０年経

験者研修も含めた全ての研修に取り入れています。採用前においても、

希望者ではありますが、４月１日から学校に入って、すぐ対応できるよ

うに研修を行っています。加えて学校長から要請も多い、臨時講師に対

する実務的な研修も行っています。学校で勤務する全ての教職員にマネ

ジメントが浸透するような研修体系の見直しを始めて、今年で２年目に

なります。さらにこれを充実していく必要があると思っています。

（松田委員長）

以前に比べて非常に進んでいるようです。

（首藤委員）

４ページの主任手当の拠出について質問です。職員団体の組織率も近

年減っていると聞いていますが、「拠出していない主任」は拠出すべき

なのに、していないというわけではなくて、職員団体に加入している人

も加入していない人も含めての数字でしょうか。

（藤本教育人事課長）

「把握できない」という項目を設けたのは、本人が回答できないと言

えば「把握できない」という分類で構わない、ということで調査を行い

ました。組合に加入している、加入していないは考慮していません。

（首藤委員）

麻生委員もおっしゃいましたが、やはり、まだまだだなと私も思いま

す。学校長の権限ではなかなか難しいと思います。主任手当の一層の趣

旨の徹底を図っていただき、校長先生方が指導しやすいようにしていく

ことが県教育委員会の役目だと思います。

（岩崎委員）

「拠出している主任」、「拠出してない主任」、「把握できない主任」

と３つに分けたために曖昧になっていますが、校長が把握できなかった

理由として挙げている３つの主な理由を考慮すると、「拠出していない

主任」の数だけが拠出していない人数であって、あとは拠出していると

見るべきだと思います。「主任手当の趣旨の徹底のために必要と考える

こと」の回答で、小中学校長からは「教育委員会からの職員団体に対す

る一層の要請」となっており、市町村教育委員会からは「県教委が一層

の周知・徹底を図る必要がある」とあるのですが、小中学校長から言わ

れている「教育委員会からの一層の要請」というのは、「市町村教育委

員会が一層の周知・徹底を図る」という意味だと思いますので、市町村

教育委員会に、こういった趣旨であることをきちんと理解をしてもらい、
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指導の徹底を図るよう県教育委員会から市町村教育委員会に対しての指

導をもう少し強めていただきたいのですが、いかがでしょうか。

（野中教育長）

主任手当の拠出については、岩崎委員がおっしゃったように、「拠出

していない主任」の数が主任手当を受領し拠出をしていない人数であり、

「把握できない主任」というのは、拠出していない人数には分類できな

いと思っています。そう考えると、やはり、かなり大きな課題だと考え

ます。主任制度については芯の通った学校組織において、主要主任がま

さにミドル・アップダウン・マネジメントのキーマンとしての働きが期

待されています。今回の調査の結果を見ると、校長の考え方や方針等を

一般職員にしっかり伝えていき、さらに一般職員からの意見を吸い上げ、

校長に上げることはできているようです。しかし本来、主任は自分の分

掌に関することについて自ら考え、企画し、他の職員に指導していく役

割があります。主任制度をより機能させていく上でも、主任手当の趣旨

を理解させなければならないし、県教育委員会の働きかけも大事だと思

います。職員団体に対しては主任手当の拠出を促すことは不適当だと申

し入れをしていますが、もっと強めてほしいという現場の声もあります。

小中学校においては、市町村教育委員会との関わりが極めて大事ですの

で、一層市町村教育委員会と一緒になった取組を行っていきたいと思っ

ています。

（河野理事兼教育次長）

先日、８月２１日に宇佐市で行われた市町村教育長協議会において、

野中教育長から市町村教育長に対して直接、主任制度の趣旨と主任手当

の拠出について再度確認し、市町村教育委員会としての考え方を教職員

に示して、県教育委員会と一緒に取組を進めていきましょうというお願

いをしてきました。その状況を見ながら、今後対応していきたいと考え

ています。

（佐野教育改革・企画課長）

先ほどの麻生委員の質問についてですが、調査結果の中の「ほとんど

の学校」とは、回答が８～９割程度になっているものを表しています。

また、この調査結果が、どれくらい本当なのかというお話がありまし

たが、今回の調査では校長先生に自由記述でいろんな回答を書いていた

だき、ご自身の言葉で「こういう風にマネジメントできるようになりま

した」というような回答をいただきました。校長先生のマネジメントに

対する意識はかなり高まってきていると感じています。同時に、これま

で校長先生、教務主任に対する研修や指導を行ってきたわけですが、そ

れ以外の主要主任等に対しての研修や指導について、どのように進めて
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いくかという課題も出てきましたし、改革のスピードが速すぎて、全て

の教職員に確実に定着するには、もう少し意欲的な取組が必要というこ

とが調査結果に表れていますので、早急に次の計画の策定をして、取組

を充実していきたいと考えています。

（河野理事兼教育次長）

これまで、私は教育改革に携わってきましたが、県教育委員会が平成

２１年９月に全小中学校・高校の校長に対して、改革についての自由記

述のアンケートを行ったことがあります。その時は改革をスタートした

ばかりで、県教育委員会に対する否定的な意見が８割以上あったと理解

しています。それが今回の調査では、この数字が逆転し、県教育委員会

の改革について、随分理解していただいたと思っており、正直に受け止

めてよい数字ではないかなと思っています。現場の校長先生方のご意見

がかなり変わってきたなと実感しています。

（松田委員長）

９割の校長、８割の保護者が「大分の教育がより良くなっている」と

回答していますし、「子どもが学校へ行くことを楽しみにしている」と

いう数字がかなり高いことが、「芯の通った学校組織」の定着度が高い

ということを表しているのではないかと思います。より一層取り組んで

いただきたいと思います。

③平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果について

（松田委員長）

次に、報告第３号「平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果につ

いて」報告をしてください。

（後藤義務教育課長）

平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果について、ご報告いたし

ます。調査は、小学校第６学年と中学校第３学年を対象に、４月２２日

に実施されました。

１ページ上段資料１をご覧ください。本調査は国語Ａ、国語Ｂ、算数

・数学Ａ、算数・数学Ｂの４教科で構成されています。問題Ａは知識の

定着状況をみる問題で、問題Ｂは知識を活用する思考力・判断力・表現

力等をみる問題です。

大分県の欄で数値にアンダーラインを引いた教科は、全国の平均正答

率を超えた教科です。小学校は、平成１９年の調査開始以来、初めて全

ての教科で全国の平均正答率を超えることができ、併せて、県教育委員
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会が目標としてきました九州トップレベルの学力に到達することができ

ました。

一方、中学校は、国語の問題Ａは全国平均正答率を超えることができ

ましたが、他の３つの教科は、全国平均に届いていません。全体として

足踏み状態で、九州トップレベルの学力にはまだまだ距離があります。

今年度、全国の平均正答率を全ての教科で超えた学校は、小学校が２

７６校中８７校で、昨年度が７６校でしたので、１１校増えました。こ

れは全体の３１．５％にあたります。 中学校は１２９校中４４校で、

昨年度が３６校でしたので、８校増えています。これは全体の３４．１

％にあたります。なお、各教科の全国順位、九州順位の推移につきまし

ては、４ページに参考資料として載せてございますので、後ほどご覧く

ださい。

続きまして、今年度調査から、市町村の同意を得られた場合、公表が

可能となった市町村の平均正答率について、ご報告します。１ページ下

段資料２をご覧ください。なお、姫島村の小・中学校、九重町の中学校

につきましては、町村に学校が１校のため、市町の数値公表は、学校の

数値公表にもなることから、公表の同意が得られませんでしたので、空

欄としております。また、色を付けている部分は、平均正答率が全国を

超えている教科です。

小学校において、全ての教科で平均正答率が全国を超えた市町村は、

中津市、宇佐市、杵築市、竹田市、日田市、玖珠町の６市町です。昨年

度は４市町でしたので２市町増えました。

中学校では、豊後高田市、竹田市、玖珠町の３市町です。昨年度は２

市町でしたので１市町増えました。

なお、全国に届かない教科はあるものの、昨年度の調査に比べ、全国

との差が１０ポイント以上改善されている市町は、小学校が、別府市、

国東市、臼杵市、佐伯市、九重町の５市町、中学校は、杵築市、豊後大

野市の２市です。なお、数値公表の同意は得ておりませんが、姫島村も、

これにあたることを付け加えます。

次に２ページ資料３をご覧ください。これは、大分県と全国との平均

正答率の差について、教科ごとにその推移をグラフに表したものです。

例えば、左側の列の上から２番目にございます小学校国語Ｂをご覧く

ださい。平成１９年度調査では、全国より３ポイント低かった正答率

が平成２６年度にはプラス１．７ポイントに向上しております。このよ

うに、小学校につきましては、全ての教科が右肩あがりで、着実に改善

されています。

一方、中学校は、国語につきましては、ほぼ横ばい、数学につきまし

ては、わずかですが、差が拡大する傾向にあります。

続きまして各教科の解答状況について、具体的に申し上げます。

３ページ資料４をご覧ください。今回、飛躍的に伸びた小学校国語に
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つきましては、特に問題Ｂにおける書く力、例えば、「二つの詩を読み

比べて考えたことについて、内容や表現の仕方などの共通点や相違点を

取り上げて書く」という問題の正答率が全国平均より６．３ポイント高

いなど、「書く力」の向上が見られます。これは、日ごろの授業で、読

むことと書くことを関連付け、目的に応じて読ませ、条件に応じて書か

せる指導が多くの教室で実践されるようになった成果だと考えておりま

す。また、無解答率も全国に比べ、いずれも低く（良い状況で）、難し

い問題にも最後まで粘り強く取り組む姿勢が小学校の国語では育てられ

ております。

小学校算数につきましては、これまで課題であった「言葉や式を使っ

て説明する」等の記述を伴う問題に対応できる力が付いてきました。児

童に対する質問紙調査でも「算数で新しい公式やきまりを習うとき、そ

のわけ・根拠を理解するようにしている」と答えた児童が増えておりま

す。

このように小学校につきましては、全体的な解答状況は改善されてい

ます。しかし、国語・算数ともに問題Ｂにおいて、正答率が３割程度の

問題もあります。低学力の子どもたちにも、問題Ｂに対応できる思考力

・判断力・表現力を付けることが今後の課題です。

次に中学校の解答状況を申し上げます。国語Ａが過去最高の順位とな

ったのは、主に、漢字や文法、語句に関する事項についての解答状況が

良好であったことによるものです。対して、国語Ｂでは、「伝えたい事

柄や根拠を明確にして自分の考えを書く」力を問う問題について解答状

況が悪く、課題です。

数学は問題Ａの「数と式」の領域では、全国平均正答率を上回ってお

りますが、問題Ａ・Ｂともに図形領域に課題が見られます。特に証明に

おいて、方針を立て、証明を記述する問題では、正答率は全国より大変

低く、無解答率は高い状況です。

中学生に対して、国語・数学ともに、難しい問題に挑戦する意欲や粘

り強く取り組む態度を育成する指導の工夫も必要です。

本調査の結果を踏まえ、今後の方向性を申し上げます。

まず、小学校は、問題Ａ（知識）に比べ、低学力層の割合が大きい問

題Ｂ（活用）において、低学力層の児童を減少させることを目指し、全

ての児童の思考力・判断力・表現力の伸長を図る授業改善をさらに進め

るよう指導してまいります。

中学校につきましては、生徒の学習意欲にも働きかけ、調査対象教科

である国語・数学はもとより、学校全体で全教員が全ての教科で、思考

力・判断力・表現力を育成するための授業改善を早急に行うよう指導し

てまいります。中学校では，引き続き九州トップレベルの学力を目指し、

学校全体による学力向上の取組を推進してまいります。

なお、課題のある中学校数学の授業改善につきましては、自校の結果
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を踏まえ、２学期の開始に併せて、早急に取り組まれるよう、求めてま

いります。

４ページ資料５をご覧ください。今後の取組について申し上げます。

９月２５日に第１回学力向上検証会議をもち、具体的な改善策、全教員

が統一して取り組む行動を提起します。さらに、１０月から１１月にか

けまして、６回にわたりリレー式授業改善協議会を実施し、学校全体で

組織的に取り組む学力向上対策を提起し、県全体で推進してまいります。

また、全国学力・学習状況調査の結果の公表につきましては、本日付

け（９月２日付け）で資料１、２を県教育委員会ＨＰにアップしました。

さらに、１０月には公表基準を満たした学校の名前と学力向上の取組を

公表する予定です。各小中学校が公表された学校の取組を活用し、自校

の取組に生かすなど、学力向上の取組に役立てること、また、家庭や地

域との連携を一層進めるツールとして活用すること等を働きかけてまい

ります。

なお、別紙に本年度の調査問題の中から問題と解答例等をいくつかお

示ししています。正答率も載せていますが、全国の正答率につきまして

は国立・私立の学校も含めた数値となっています。

２つほど取り上げて紹介します。１３ページをお開きください。これ

は、中学校国語Ｂの問題です。２では「接着剤」について書かれた【本

の一部】と【インターネットの情報の一部】について、内容や伝え方を

比較したり、複数の資料を比較したり、重ねたりしながら読む学習活動

が求められています。

１４ページをご覧ください。問三の正答率は全国が２８．８％、大分

県は２６％でした。資料から必要な情報を取り出し、伝えたい事実や事

柄が明確に伝わるように書くことは、毎年課題となっているところです。

授業では、従来よく行われていた、無目的に段落ごとに要点をまとめる

学習ではなく、例えば、本から得た情報を年下の人に分かりやすく説明

する等の言語活動が求められています。

１９ページをお開きください。大分県の中学生が苦手としている図形

の証明の問題です。ここでは、二等辺三角形の性質や三角形の合同条件

と関連付けて、図形の性質を証明することが求められています。なお、

証明の方針の必要性と意味、構想を立てて証明することを問う問題は、

今回、初めて出題されました。

Ｂ４（１）の正答率は全体４０．２％に対して、本県全体は３０．

１％と１０．１ポイントも低く、また、この問題における全国公立学

校の無解答率２２．５％に対し、県公立学校の無解答率は２９．１％に

のぼり、６．６ポイントも高く、授業展開の見直しが迫られるものです。

証明問題につきましては、例えば、実際に証明を記述していく前に、

グループで等しい辺や角を指差しながら確認しあい、結論を導くために

何がわかればよいのかを明らかにしたり、与えられた条件を整理したり、
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着目すべき性質や関係を見出したりすることで、証明の方針を立てる活

動を取り入れることが考えられます。数学の苦手な生徒にも取り組みや

すくなるように、今、申し上げた数学的活動を工夫することが求められ

ます。

このように、全国学力調査は、単に結果の活用だけでなく、問題その

ものに、今まさに、求められている学力や授業の在り方を示すメッセー

ジを読み取ることができます。そのことも併せて、各学校に伝えて参り

ます。

以上で報告を終わります。

（松田委員長）

ただいまの報告について、質疑・意見等はございませんか。

（岩崎委員）

昨年度も、あるいは、それ以前も、このように学力向上の取組の検証

・改善を行ってきたのですか。

（後藤義務教育課長）

昨年度から本格的に学力向上の取組について、改善・検証を１年間を

通じて行うようになりました。今年度は２年目ですが、今回は学力調査

結果の公表も計画に盛り込みまして、より総合的に、情報を共有しなが

ら学力向上の取組を進めるというサイクルにしています。

（岩崎委員）

それ以前は、同じような検証・改善は行われてこなかったのですか。

（後藤義務教育課長）

平成１９年度、初めて学力調査を行った折は、同じようなことがござ

いました。言い訳がましいのですけれども、２０年の事件等で、そのよ

うなところに手が回らなくなった状況がございまして、少し後退してお

りました。ただ、市町村学力向上戦略事業など、具体的なことをとりあ

えずやって、成果と課題を見直しながら、次につなげていかないといけ

ないという共通認識を図りまして、学力向上支援班で再構築いたしまし

て、昨年度から、もう一度立ち上げました。

（岩崎委員）

昨年度１年間は、そういう検証改善計画の中で、成果が上がったかも

しれませんが、特に中学校数学のＡ・Ｂについては、下の方に向かって

いて、中々改善の成果は上がっていません。中学校国語Ａについては、

少し良くなっているようですが、昨年と同じように検証・改善をやるの
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であれば、成果が上がっていない部分について、どうして成果が出ない

のかを明らかにし、そこを踏まえてしっかり対応してほしいと思います。

問題があるところについては、集中的に、きちんと対応していかなけれ

ばなりません。

（後藤義務教育課長）

実は、昨年度やっと、国から学校の情報をいただけて、これまで、市

町村の状況までは分かっていたのですが、個々の学校の状況、どこの学

校がどのような取組をしているのかということは、残念ながら把握でき

ていませんでした。学校の情報もいただきまして、それが分かるように

なりましたので、良い取組をしている学校、特に数学Ｂの良い取り組み

を広く共有していきたいと考えています。

（松田委員長）

沖縄県は、トップクラスの秋田県と連携して学力向上の取組を進めて

いるということが大きく報じられていましたが、本県も秋田県へ研修に

行くということはやっていますね。リレー式授業改善協議会の中に、県

による取組は出ているのですが、秋田県への研修などは考えていないの

でしょうか。

（後藤義務教育課長）

リレー式授業改善協議会では、昨年度は、秋田県のスーパーティーチ

ャーを講師に呼んで、語ってもらいました。今回は、第６回に、秋田で

特に学力の高い大仙市の教育長をお招きして、地域総ぐるみで行う学力

向上について語ってもらいます。また、秋田県だけではなく、今年は岐

阜県にも行っております。岐阜県は、小学校はあまり高くないのですが、

中学校は飛躍的に伸びていく県です。そのようなトップレベルの県の優

れた取組を学んでまいりましたので、実は、第１回には岐阜県の校長も

お招きし、中学校のマネジメントをどのようにしているか講演をしても

らう予定です。他県の優れた取り組みを模範にして、良い取組を大分県

に根付かせたいと考えています。

（岩崎委員）

学力調査は、個々の地域や個々の学校ごとの問題点を洗い出さないと

対応できないと思います。それを、ある程度オープンにしていくことで、

地域が抱えている問題、あるいは学校が抱えている問題を解決していた

だこうというのが、大事です。公開はしていなかったけれど、今まで県

レベルでも、学校ごとの点は報告としてはあったのでしょうか。そうす

ると、個別の対応は、今までもやれてきたのではないですか。それを公

表するということだけで、個々の学校、あるいは地域のもっている問題
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点というものの把握の仕方が変わってくるということになるのでしょう

か。そこのところを今回の公表の制度で、どこまで我々が、あるいは県

教育委員会が情報を知りえるのか、今までとの差がどうあるのかという

ことについて、考えを聞かせてください。

（後藤義務教育課長）

県教育委員会としましては、平成１５年から、独自調査である基礎基

本の定着状況調査で、県内小中学校の学力の把握をしてきましたが、今、

求められている活用する力につきましては、平成１９年に全国学力・学

習状況調査が始まった以降も、個々の学校の情報については、平成２４

年度までは手に入れることができませんでしたので、求められている授

業ができているのかということについては、把握できていませんでした。

平成２５年度から、学校の結果もいただけるようになって、県教育委

員会も地域や各学校の個々の課題が分かるようになったので、これをも

とに取組を進めてまいります。

（岩崎委員）

平成２４年までは、学校ごとの情報は、県には届いていなかったとい

うことで理解していいのですね。市町村教育委員会は、状況を把握して

いたけれど、それを生かすことができなかったというのが実態だったと

いうことですか。

（後藤義務教育課長）

県教育委員会と市町村教育委員会の情報共有がうまくできる仕組みが

なかったのですが、今回、それが整いましたので、より一層進めてまい

ります。

（松田委員長）

絞って言いますと、数学のＢ問題、思考力・判断力・表現力が大分の

子どもたちの苦手なところですね。これを育てるには、授業力がポイン

トとなります。授業力の向上を目指しながら、指導を進めていってほし

いと思います。

（林職務代理者）

大分県の子どもたちの正答数の分布については、教えていただけるの

ですか。今まで、分布図の形がフタコブラクダになると言われてきまし

たが、それは解消されてきているのですか。

（後藤義務教育課長）

平成１９年度の調査開始当時は、低学力層が厚かったのです。それが
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だんだん高い点に移ってきたという状況です。実は、全国調査において

は、フタコブラクダという分布状況はございません。低い方にこぶがあ

ったのが、だんだん右の方、高い方に移ってきています。正答数の分布

状況は、国が公表をしています。

（松田委員長）

小学校が九州１位ということで、非常によかったということもあるの

ですが、次は、中学校の方に力を入れようということではなくて、ます

ます両方、バランスよくやっていってほしいと思います。よろしくお願

いします。

（首藤委員）

９月４日の某週刊誌では、秋田県は全国トップを維持するために、こ

れまで思考力・判断力・表現力を問うような授業改善を行ってきたが、

それではなかなか成果が上がらないということで、テスト対策というよ

うな形で授業改善をシフトしているところが多くなってきているという

ような記事が出ていました。そういう授業改善ではなく、今やっている

ような、本当に考えさせ表現させる授業をするように、周知徹底するこ

とをぜひお願いしたいと思います。

（後藤義務教育課長）

小学校が毎年着実に上げてきたのは、正しい授業改善によるもので、

テスト対策に終わらずに、今、求められている授業を確実に行ってきた

成果だと思っています。中学校でも、そのような小学校の先生方のご努

力や子どもたちの力が付いてきたことをご理解いただきまして、本当に

思考・判断を伴う、考えさせる授業が着実に定着するよう、強く求めて

まいります。

（松田委員長）

市町村教育委員会と県教育委員会が連携をとりながら進めることをお

願いします。

④フッ化物洗口普及啓発ＤＶＤについて

（松田委員長）

次に、報告第４号「フッ化物洗口普及啓発ＤＶＤについて」報告をし

てください。

（阿部体育保健課安全対策・管理監）
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フッ化物洗口の普及啓発について、ご報告いたします。

ＤＶＤを作成いたしましたので、ご覧いただきますが、その前に本県

のむし歯の現状等について、簡単にご説明いたします。資料２ページの

グラフをご覧ください。

これは、昨年度の各都道府県の１２歳児一人平均むし歯本数ですが、

本県は上から三番目で１．７本と、全国平均１．０３本を大きく上回り

ワースト３位です。グラフの右に数字があるのは、九州の各県です。九

州で一番少ないのは、１０年前からフッ化物洗口を始めた佐賀県で０．

８本という状況です。

次のページは、県内市町村ごとの平成２１年度から２５年度までの状

況です。上から、昨年度のむし歯の少ない順に市町村を並べています。

全国平均を上回っているのは、県内で唯一フッ化物洗口を実施している

姫島村と、国東市です。全体として減少傾向にはあるものの、地域によ

って下げ止まりの傾向や、増加に転じているところなど、かなりの格差

が生じており、早急な対策が必要ということがわかります。そのため、

昨年３月にむし歯予防対策として、これまでの歯みがき指導、食に関す

る指導に加え、フッ化物の活用の３本柱からなる「学校におけるむし歯

予防の手引き」を作成し推進しています。これまでの歯みがき指導、食

に関する指導だけでは、十分な成果が上がらないという現実があるため、

安全性・有効性が実証されているフッ化物の活用を加え推進しようとす

るものです。

昨年度、すべての市町の首長、教育長を訪問し、フッ化物の活用につ

いてご意見を伺ったところ、学校関係者、保護者にフッ化物の有効性や

安全性について正確な情報提供、普及啓発をすることが重要とのご意見

をいただきました。

また、昨年１２月に制定された「歯と口腔の健康づくり推進条例」の

中で、基本施策として「学齢期におけるフッ化物洗口によるむし歯予防

対策」が位置付けられたことも受け、今年度、新規事業を立ち上げ、普

及啓発や研修会に力を入れていくこととしました。

その一環として、普及啓発用ＤＶＤを作成しました。ＤＶＤは県内小

中学校、特別支援学校へ配布し、学校、ＰＴＡ、地域で今後開催される

健康に関する各種研修会において、活用していただくよう依頼しており

ます。それでは、ＤＶＤをご覧ください。

（フッ化物洗口普及啓発ＤＶＤ鑑賞）

（松田委員長）

何か質問・ご意見等はありませんか。

（松田委員長）
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「早ね 早起き 朝ご飯」に代表されるように、子どもたちが、その

よさを本当にわかった上で取り組まないと、子どもにとっては、やらさ

れ感があると思います。

数値が下がったなどと喜ぶのは大人だけであり、子どもには、むし歯

がなければ体力も学力も上がるなど、むし歯がないことのよさをわから

せた上で、実施したほうが効果が上がると思います。

⑤山香農業高校教諭によるFacebookへの不適切な書き込みについて

（松田委員長）

次に、報告第５号「山香農業高校教諭によるFacebookへの不適切な書

き込みについて」報告をしてください。

（藤本教育人事課長）

山香農業高校教諭によるFacebookへの不適切な書き込みについて、ご

説明します。

当該職員は山香農業高校４０代の男性教諭です。その男性教諭が、当

該職員のFacebookに、①在日韓国人女性フリージャーナリストが、イン

ターネット上の記載で精神的な苦痛を受けたとして「在日特権を許さな

い市民の会」などに損害賠償を求める訴訟を起こしたニュースに対し、

「極左・極右と取り巻き連中が殺し合って、双方消えてしまえば日本か

らゴミが排除されて大変美しい国になると思うのですが。」といった書

き込み、それから、②ある国会議員の行動に関し、「慰安婦捏造の件で

さっさと国会で証人喚問して外患誘致罪で死刑にして下さい」と書き込

みをしたというものです。

８月１８日に、この教諭が書き込みをしたものが、８月２０日の苦情、

メール等で発覚いたしました。この苦情等を受けて、本人に事実確認を

して、事実であるということを受けて、学校から県教育委員会へ速報が

あがってきました。そして、本人がFacebookに謝罪文を掲載したところ

です。８月２１日に職員へ説明するとともに、ＰＴＡ会長、役員会等を

開催して報告しております。８月２２日に生徒への説明及び謝罪と保護

者へお詫びの文書を送付する対応をしております。今後は、事実関係を

精査の上、適正に対応して参りたいと考えております。

（松田委員長）

何か質問・ご意見等はありませんか。

（林職務代理者）

最近の子供たちのＬＩＮＥの問題等もあり、子供たちへのいろいろな

研修が行われていますが、例えば、新人の先生方が学生から先生になっ
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て、公務員へなるにあたり、ＳＮＳについての研修はあるのでしょうか。

（藤本教育人事課長）

情報のセキュリティポリシーといったガイドラインを県教育委員会で

定めており、その中でFacebookの利用の注意として、誹謗中傷やプライ

バシーを侵害するようなことをあげてはいけない、ということが書かれ

ています。それを用いた校内での研修や教育センター、教育財務課等で

の研修を含めて、そういった内容で実施しております。

（岩崎委員）

表現の自由と誹謗中傷、あるいは先生の立場として、どこまで認めら

れるのか、認められないかという問題だと思います。そのあたりを、こ

れは行き過ぎといって、どのあたりで考えるべきか、考え方や指導はど

のようになっているのでしょうか。

（藤本教育人事課長）

こういった内容で、具体的に処分というのは、なかなか事例もないよ

うですので、そこも踏まえた上で精査して対応していきたいと思います。

（岩崎委員）

教師としても政治的な活動の自由はありますし、それを全部否定する

ことはできません。しかし、教師という立場があるから、生徒児童を指

導する上で、あまり特定の立場に立つことも不適切である、と思われる

ことはやむを得ないので、その線引きが非常に難しいと思いますが、他

の事例等で、具体的に、そこは行き過ぎとわかるように考えてほしいと

思います。

（松田委員長）

公務員であり、教師であるという、道徳性を育成する立場や、言論の

自由の問題もありますので、検討の余地があると思います。

（松田委員長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

（松田委員長）

ないようですので、先に非公開と決定しました案件の議事を行います。

関係課室長のみ在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してくださ

い。
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（関係課以外及び傍聴人退出）

【議 案】

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（松田委員長）

それでは、第２号議案「教職員の懲戒処分について」提案を求めます。

（説 明）

（松田委員長）

ただいま説明のありました議案について、審議を行います。質疑・意

見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（松田委員長）

他に意見はございませんか。

（松田委員長）

それでは、ただ今、提案のありました第２号議案の承認について、お

諮りいたします。第２号議案について、承認される委員は挙手をお願い

します。

（採 決）

（松田委員長）

第２号議案については、提案どおり承認します。

【協 議】

①大分県教育功労者表彰について

（松田委員長）

それでは、協議の①「大分県教育功労者表彰について」協議を行いま

す。
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（説 明）

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はございませんか。

（質疑・意見等）

（松田委員長）

今回の協議の結果を踏まえて、次回、議案の提出をお願いします。

②平成２７年度特別支援学校高等部・専攻科入学定員について

※非公開であったが意思決定がなされたため要旨を公開するもの

（教育委員会事務局）

〈説明概要〉

・定員策定の考え方

・進学希望調査の結果

・入学定員（案）

（教育委員からの意見）

・２ページの表にある「他県在住者、その他」の項目に、１名希望が

挙がっているが、これはどうやって把握したのか。

（教育委員会事務局）

・進学を希望する学校が教育相談を受けており、その該当校が情報を

把握して、希望者を挙げている。

③平成２７年度公立高等学校入学定員について

※非公開であったが意思決定がなされたため要旨を公開するもの

（教育委員会事務局）

〈説明概要〉

・入学定員（案）

・学級数を増減する学校・学科を旧通学区ごとに説明
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（教育委員からの意見）

・学級の定員４０名を変えることはできないのか。

・地域の学力向上を考えると、進学指導重点校の学級数を維持した方

がよいのではないか。

・「進学指導重点校に進学したが、定員減となった」と落ち込む生徒

が出てこないか心配である。

（教育委員会事務局）

・法律で定められているため、難しい。

・卒業予定者数の減少を考慮すると、非常に苦しい選択だが、進学指

導重点校の学級数を削減しなければならない状況になっている。

・生徒が心配にならないよう、学校を支援していきたい。

・現状として、専門高校は１学科１学級のため、定員を減らしにくい

状況にある。

（松田委員長）

最後にこの際、何かありましたら、お願いします。

ないようですので、これで平成２６年度第１１回教育委員会会議を閉

会します。

お疲れ様でした。



平成26年度第11回大分県教育委員会会議次第

日時 平成２６年９月２日（火）

１３：２０～１５：３５

場所 教育委員室

１ 開 会

２ 署名委員の指名

３ 議 題

（１）議 案

第１号議案 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

について

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①平成２６年第３回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

②「芯の通った学校組織」の定着状況調査の結果について

③平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果について

④フッ化物洗口普及啓発ＤＶＤについて

⑤山香農業高校教諭によるFacebookへの不適切な書き込みについて

（３）協 議

①大分県教育功労者表彰について

②平成２７年度特別支援学校高等部・専攻科入学定員について

③平成２７年度公立高等学校入学定員について

（４）その他

４ 閉 会
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平成２６年度

教育に関する事務の管理及び執行の状況の
点検及び評価報告書（平成２５年度対象）

(案)

平成２６年９月

大分県教育委員会

［第１号議案］
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目 次

１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（フォローアップ）

の枠組 ・・・・・・Ｐ１

２ 平成２５年度における目標指標の達成状況 ・・・・・・Ｐ７

３ 今後の主な課題と取組内容 ・・・・・Ｐ１３

４ 政策評価調書（平成２５年度実績）

Ⅰ 教育の再生と県民の期待に応える教育行政の推進 ・・・・・Ｐ１５

Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進 ・・・・・Ｐ１７

Ⅲ 子どもの安全・安心の確保 ・・・・・Ｐ１９

Ⅳ 生涯学習と文化・スポーツの振興 ・・・・・Ｐ２１

Ⅴ 教育基盤の整備 ・・・・・Ｐ２３

５ 進行管理表 ・・・・・Ｐ２５

［第１号議案］
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１　教育に関する事務の管理及び執行の状
況の点検及び評価（フォローアップ）の枠組

［第１号議案］



１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検
及び評価（フォローアップ）の枠組

趣 旨（１）

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （以下「法」という ）の規定」 。
により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況に
ついて点検及び評価（以下「点検・評価」という ）を行い、その結果に関す。
る報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することとされてい
ます （法第２７条第１項 。。 ）

また、教育委員会は、点検・評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験
を有する者の知見の活用を図るものとされています （法第２７条第２項）。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （昭和31年法律第１６２号）」

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育

長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務
局職員等に委任された事務を含む ）を含む ）の管理及び執行の状況について点検及。 。
び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、
公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有
する者の知見の活用を図るものとする。

（２） 点検・評価の実施方法等

①実施方針について
点検・評価は、教育委員会において定める「教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価の実施方針」に従って進めます。

②対象期間について
点検・評価は、前年度の教育に関する事務の管理・執行状況を対象に行

います。

③点検・評価項目について
点検・評価は 「新大分県総合教育計画 （計画期間：平成１８～２７、 」

年度、平成２３年度改訂）の項目を基本として実施しています。

④学識経験を有する者の知見の活用について
「新大分県総合教育計画フォローアップ委員会」における委員からの意

見の聴取をもって、法第２７条第２項に規定する学識経験を有する者の知
見の活用としています。

新大分県総合教育計画（改訂版）フォローアップ委員会委員名簿

（法第２７条第２項に規定する学識経験を有する者の知見の活用）
氏 名 所 属 ・ 役 職 備 考
江良 愛子 元別府大学短期大学部 教授 副委員長
大山 直美 大分エコセンター（株）代表取締役
木戸 浩久 大分県高等学校ＰＴＡ連合会 会長
冨永 大輔 大分県ＰＴＡ連合会 会長
荷宮 英二 企業組合百笑一喜 代表
丸山 順道 ＮＰＯ法人９２３みんなんクラブ 理事
村上 和子 社会福祉法人シンフォニー 理事長
山崎 清男 大分大学教育福祉科学部 教授 委 員 長
吉武ロドラ 大分県フィリピン友好協会 会長
渡辺 恭英 ＮＰＯ法人大分県芸術文化振興会議 理事長

（※５０音順 敬称略）

［第１号議案］
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⑤報告・公表方法について
点検・評価結果に関する報告書は、県議会に提出するとともに、大分県

教育委員会のホームページに掲載し、公表します。

⑥審議の経過
・平成２６年７月２８日（月）

新大分県総合教育計画フォローアップ委員会を開催し、有識者から意見
を聴取しました。

・平成２６年８月２０日（水）
教育委員会８月第２回会議において、教育委員が点検･評価の議論を実

施しました。
・平成２６年９月２日（火）

教育委員会９月第１回会議において、「平成２６年度教育に関する事務
の管理及び執行の状況の点検及び評価について」を決定しました。

（３） 報告書の構成

１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
（フォローアップ）の枠組

２ 平成２５年度における目標指標の達成状況

（１）グラフ表示
（２）重点項目に係る達成率
（３）全体項目に係る達成率
（４）平成２４年度と比べて達成率が１０％以上向上した項目
（５）平成２５年度に達成率８０％未満であった項目のうち、平成２４

年度より実績値自体が低下している項目

３ 今後の主な課題と取組内容

４ 政策評価調書（平成２５年度実績）
（１）施策の主な概要
（２）目標指標の達成状況割合
（３）重点指標の達成状況
（４）現状認識及び今後の課題・取組
（５）フォローアップ委員会の意見等

５ 進行管理表

・県教育長計フォローアップの各項目の基礎的な調書
・県教育長計の「施策の個別項目」に掲げている２３項目について、

①目標指標の達成度
②昨年度のフォローアップの際の課題
③平成２５年度及び平成２６年度の取組
④現状認識及び今後の課題・取組

を記載

［第１号議案］
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（参考１）

教育に関する事務の管理及び執行の状況の
点検及び評価の実施方針

平成２２年７月２７日

教育委員会決定

（目的）

第１条 この方針は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号。以下「法」という ）第２７条の規定に基づいて、大分県教育委員会（以下「教。

育委員会」という ）が行う教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価等の実施。

に関して必要な事項を定める。

（点検・評価の実施時期等）

第２条 法第２７条第１項に規定する点検及び評価（以下「点検・評価」という ）は、。

前年度の管理及び執行状況を対象に、４月から９月までの間において行う。

（点検・評価の項目及び指標）

第３条 点検・評価の項目及び指標は、新大分県総合教育計画フォローアップ事業の項目

及び指標とする。ただし、別に点検・評価が必要と認められる項目及び指標がある場合

は、これを加える。

（点検・評価結果の方式）

第４条 法第２７条第２項に規定する知見の活用については、新大分県総合教育計画フォ

ローアップ委員会の委員の知見の活用とする。

２ 点検・評価を行うに当たっては、各課・室が調書を作成し、教育改革・企画課がとり

まとめる。

３ 教育委員会は点検・評価の調書を踏まえ、点検・評価の総括を行い、その結果に関す

る報告書（以下「点検・評価結果報告書」という ）を決定する。。

（議会への報告書の提出）

第５条 点検・評価結果報告書は、県議会に提出する。

（報告書の公表）

第６条 点検・評価結果報告書は、県議会に提出した後、教育委員会のホームページで公

表する。

（点検・評価結果の反映）

第７条 点検・評価の結果については、教育行政に適切に反映させ、教育行政の運営の効

率化及び質の向上を図る。

（その他）

第８条 この方針に定めるもののほか、点検・評価の実施に関し必要な事項は、教育長が

定める。

附 則

この方針は、平成２２年７月２７日から施行する。

［第１号議案］
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（７月上旬～７月下旬）

（参考２）

（９月中旬）

（８月～９月上旬）

（７月下旬）

（業務、事務の流れ等）

平成２６年度　教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価のフロー図

（実施主体等）

（～６月中）

教育庁

（教育委員会事務局）

（各課・局・室）

（教育改革・企画課）

新大分県総合教育計画

フォローアップ委員会

教育長計の２３項目の施策ごとに、進捗状況や課題等の

整理

教育委員会 点検及び評価の総括の審議

進行管理表から課題等を抽出し、全般の状況をまとめる

有識者による教育長計フォローアップ（進行管理等）等の

審議

「点検及び評価報告書」を決定及び点検・評価報告書を県議

会に報告

［第１号議案］
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（参考３）

「新 大 分 県 総 合 教 育 計 画」
（平成１８年６月策定、平成２４年３月改訂）

１ 策定の趣旨

教育をめぐるさまざまな問題が指摘されるなか、新しい時代にふさわしい教育施策を推進

し、明日の大分を築く「知 「徳 「体」の調和のとれた心豊かな子どもたちを育成するとと」 」

もに、すべての県民が教育に関わることを通じて活力あふれる大分を創造することをめざし

て策定した。

２ 計画の特徴

①大分県長期総合計画「安心・活力・発展プラン２００５」の教育部門の実施計画

②教育委員会が進めている教育改革を具体化するための指針

③策定懇話会の開催、パブリックコメントや２６校におけるスクールミーティングの実施

など県民・現場の声を反映

④学校、家庭、地域及び行政の行動主体別の目標指標（当初１００項目、改訂後５８

項目)に基づいた進行管理

３ 計画の期間

平成１８年度から平成２７年度までの１０年間（改訂後の計画の適用期間は平成２４年度

から平成２７年度までの４年間）

４ 計画の目標

平成１７年３月制定した 「おおいた教育の日条例」の趣旨の実現をめざし、、

としている。目標を『ふれあい、学びあい、高めあう｢大分の教育」の創造』

【おおいた教育の日条例 （趣旨）第１条】

県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が相互に協力することにより、

明日の大分を担う心豊かでたくましい子どもたちを育成するとともに、生涯にわたって自ら学び、

郷土を愛し、地域社会の振興に主体的に参加する人づくりを進めるため、おおいたの教育の日を設

ける。

［第１号議案］
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５ 計画の体系

Ⅰ 教育の再生と県民の期待に応える教育行政の推進
１ 県民の期待に応える教育行政の推進

２ 県民総ぐるみによる教育の推進

３ 人権教育の充実

Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進
１ 生きる力をはぐくむ学校教育の推進

１）義務教育における基礎的・基本的な学力の定着（

（２）子どもの体力の向上

（３）子どもの健康づくり

（４）時代の変化を見据えた教育の展開

（５）豊かな心の育成

（６）幼児教育の充実

（７）高校生の進学力・就職力の向上

（８）一人一人の障がいに応じた指導の充実

２ 地域の力を活かした学校づくりの推進

Ⅲ 子どもたちの安全・安心の確保
１ 安全・安心な学校づくりの推進

２ いじめ・不登校等問題行動への対応の強化

Ⅳ 生涯学習と文化・スポーツの振興
１ 生涯学習社会の形成と社会教育の推進

（１）県民の生涯学習を支えるための基盤の整備

（２）社会教育の推進

２ 芸術文化の振興と文化財の保存・活用・継承
（１）文化芸術活動の推進

（２）文化財・伝統文化の保存・活用・継承

３ 県民スポーツの振興
（１）県民スポーツの推進基盤の整備

（２）競技スポーツの振興

Ⅴ 教育基盤の整備
１ 教職員の意識改革と資質能力の向上

２ 教育環境の整備

３ 教職員が教育活動に専念できるような支援の充実

［第１号議案］
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２　平成２５年度における
　　　　　　　　目標指標の達成状況

［第１号議案］



（１）グラフ表示

全体指標総数 達成 概ね達成 不十分 著しく不十分

81 24 25 15 17

重点指標総数 達成 概ね達成 不十分 著しく不十分

28 10 6 6 6

２　平成２５年度における目標指標の達成状況

１００％以上
９０％以上１００％未満
８０％以上　９０％未満

80未満

【達成率に対する評価基準】
　◎：達成
　○：概ね達成
　△：不十分
　×：著しく不十分

達成

29.6%

概ね達成
30.9%

不十分
18.5%

著しく不十分
21.0%

【全体】

達成

35.7%

概ね達成

21.4%

不十分
21.4%

著しく不十分

21.4%

【重点】

［第１号議案］
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◎

○

○

△

◎

△

×

×

×

△

○

×

◎

◎

○

◎

△

△

◎

×

○

◎

◎

△

×

◎

○

◎

80

154 189

4.5

【重点】全国高等学校総合文化祭のコンクー
ル形式部門における入賞者（団体）数

人
（団体）

H２３ 8

【重点】不登校児童生徒の復帰率（中学校）
（※）

％ Ｈ２２ 31.8 39.1

【重点】全国大会における上位入賞種目数 種目 Ｈ２２ 118

9 6 66.7 11

122.7 154

80.1

【重点】ストレス診断実施率 ％ Ｈ２２ 43.9 80 99.1 123.9 100

Ⅴ　教育基盤の整備

【重点】コンピュータを使って指導できる教員の
割合

％ Ｈ２２ 58 71 64.8 91.3

108.1

Ⅳ　生涯学習と文化・
　スポーツの振興

【重点】公立図書館における県民１人あたりの
図書貸出冊数

冊 Ｈ２２ 3.7 4.2 3.7 88.1

【重点】いじめの解消率（中学校）（※） ％ Ｈ２２ 66.4 71.8 77.6

Ⅲ　子どもの安全・
　安心の確保

Ｈ２１ 29.2 82.9

91.4

35.4 90.5 50

【重点】いじめの解消率（小学校）（※） ％ Ｈ２２ 73.4 76 79 103.9 80

27.1

102.1 100

86.3 100

【重点】不登校児童生徒の復帰率（小学校）
（※）

％ Ｈ２２ 34.9 40.9

68.5 82.6 100

％ Ｈ２２ 74.1 89.5

【重点】ホームページなどで地域住
民に学校評価を公表している学校
の割合

【重点】公立小・中学校施設の耐震化率

32.1 78.5 50

中学校 ％

99 100.4 100

95

小学校 ％ Ｈ２１

【重点】大学志望達成率 ％ Ｈ２２ 92.4 94 87.7 93.3

【重点】新規高卒者就職内定率 ％ Ｈ２２ 98.1 98.6

【重点】知的障がい特別支援学校高等部生徒
の一般就労率

％ Ｈ２２ 13.1 20.8

【重点】幼稚園・保育所との交流及び連絡会を
実施している小学校の割合

％ Ｈ２３ 75.7 90 100 111.1 100

【重点】読書活動を週１回以上実施
している学校の割合

100 98.2 98.2 100

中学校 ％ Ｈ２２ 63.2 85.2 60.2

小学校 ％ Ｈ２２ 96.8

70.7

【重点】留学生等との国際交流活動を実施した
小学校の割合

％ Ｈ２２ 26.2 75 63 84 100

【重点】体力・運動能力調査で県平均が全国
平均以上の種目の割合

％ H22 30.7 41 29.7

【重点】「全国学力・学習状況調査」
の全国平均を超えた教科の割合

小６ ％ Ｈ２２ 0 75 25 33.3

中２ ％ Ｈ２２ 9.7 7 8.5

【重点】基礎・基本の定着状況調査
における低学力層の割合

小５ ％ Ｈ２２ 9.5 7 7 100

中３ ％

Ⅰ　教育の再生と
  県民の期待に応
  える教育行政の
  推進

【重点】「協育」ネットワークの小学校カバー率 ％ Ｈ２３ 83 91

6

82.4 6

59.7 94 70

中２ ％ Ｈ２２ 53 63.5 54.8 86.3 70

75.9

政策 目標指標の内容等 単位
基準値 平成２５年度

100

Ⅱ　子どもの挑戦や
　自己実現を支える
　学校教育の推進

【重点】基礎・基本の定着状況調査
における学力が全国平均以上の児
童生徒の割合

小５ ％ Ｈ２２ 53 63.5

91 100 100

【重点】体験的参加型人権学習を受講した児
童生徒の割合

％ Ｈ２２ 80.8 92.2 85.8 93.1

（※）・・・目標値・実績値は平成２４年度の数値
　　　　　（Ｈ２５の実績値は９月中判明予定）

（２）重点項目に係る達成率一覧

達成
評価

平成２７年度

年度 基準値 目標値ａ 実績値ｂ                                     達成率ｂ／ａ 目標値

100

Ｈ２２ 0 75 0 0 100

100

72.4 50

130.3 26

19.2 88.0

90  100

［第１号議案］
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１　県民の期待に応え
　る教育行政の推進

　県民の期待に応える
　教育行政の推進

◎

◎

△

○

◎

○

△

◎

△

×

×

○

○

×

○

○

×

×

○

○

○

◎

◎

△

△

△

×

○

○

×

×

×

×

×

△

×

◎

◎

◎

○

△

◎

◎

○

○

×

達成
評価

政策 施策 施策個別項目（23項目）

【重点】読書活動を週１回以上実施している
学校の割合

Ⅱ　子どもの挑戦や自
　己実現を支える学校
　教育の推進

7037.3 75.4

（８）一人一人の障がい
　　に応じた指導の充実

H２２ 24.7 49.5

特別支援学校教諭免許状の保有率

小・中学部
％ H２２ 91.0 95.8 92.4 96.5 100

高等部
％ H２２ 80.9 91.6 83.3 90.9 100

特別支援学
級担当教員

％

90.5 109.6 90

【重点】知的障がい特別支援学校高等部生徒の
一般就労率

％ H２２ 13.1 20.8 27.1 130.3

特別支援学校在籍生徒の現場実習の受入事業所数
（１校あたり）

事業所 H２２ 71.8 82.6

26

99 100.4 100

授業がわかると感じている生徒の割合（高１） ％ Ｈ２２ 48.9 55 49.3 89.6 60

（７）高校生の進学力
　　・就職力の向上

【重点】大学志望達成率 ％ Ｈ２２ 92.4 94

250

【重点】幼稚園・保育所との交流及び連絡会を実施して
いる小学校の割合

％ Ｈ２３ 75.7 90 100 111.1 100

（６）幼児教育の充実

87.7 93.3 95

【重点】新規高卒者就職内定率 ％ Ｈ２２ 98.1 98.6

体験活動を年間３５時間以上実施している
学校の割合

64.5 100
道徳の時間に地域人材を活用している
学校の割合

135 79.4 190

幼保小連携研修会参加者数 人 Ｈ２２ 216 237 318 134.2

教育要領に関する研修参加者数 人 Ｈ２２ 140 170

冊 Ｈ２２ 10.4 12.9 11.6

80

89.9 14.6

100

中学校 ％ Ｈ２２ 40.1 80 28.2 35.3 100

小学校 ％ Ｈ２２ 43.1 75 49.1 65.5 100

58.8 73.5

Ｈ２２ 48.9 75 48.4

中学校 ％ Ｈ２２ 63.2 85.2

99.4 98.4 99 100

（５）豊かな心の育成

小学校 ％ Ｈ２２ 96.8

（４）時代の変化を見据
　　　えた教育の展開

職場体験を実施した中学校の割合 ％ Ｈ２２ 98.5

100 98.2 98.2 100

公立図書館における中学生以下の子ども１人あたりの
児童書貸出冊数

60.2 70.7 100

小学校 ％

89.9 90

中学校 ％ Ｈ２２ 62.4 75.2 59.2 78.7 90

理科が好きな子どもの
割合

小学校 ％ Ｈ２２ 84.7 87 78.2

【重点】留学生等との国際交流活動を実施した
小学校の割合

％ Ｈ２２ 26.2 75

97.5 112.6 100

78.4 87.1 100

63 84 100

96.1 110.1

「学校給食１日まるごと大分県」などの取組における学校
給食での地場産物の利用率

％ Ｈ２２ 75.1 90

100

98 95 96.9 100

朝食を毎日食べるようにしている児童生徒の割合（中２） ％ Ｈ２２ 94.2 97.3 94.1 96.7 100

57.7 95.2 68.4

学校保健委員会を設置している小学校の割合（小５） ％ Ｈ２２

60.6

朝食を毎日食べるようにしている児童生徒の割合（小５） ％ Ｈ２２ 95.5

学校保健委員会を設置している中学校の割合（中２） ％ Ｈ２２ 68.2 87.3

66.4 86.6

薬物乱用防止教室を実施している小・中・高校の割合 ％ Ｈ２２ 48.9

7.9

女子 ％ H２３ 30.3 22.7 29 78.3 15.2

男子 ％ H２３ 15.8 11.8 14.9 79.2

50

運動部活動への加入率

中学生 ％ H２２ 67.7 69.1 68.6 99.3 70

99.8 45高校生 ％ H２２ 42.3 43.0 42.9

41 29.7 72.4

8.5 82.4 6

9.5

90.2 80

75 25 33.3 100

0 75 0 0 100

69.4 75.7 68.3

87.3 88.8 86.3 97.2 90

191

63.5 59.7 94 70

7 7 100 6

％ Ｈ２２ 53

中学校 ％ Ｈ２２ 51.1

（３）子どもの健康づくり

63.5

中２ ％ Ｈ２２ 9.7 7

中３ ％ Ｈ２２

中２ ％ Ｈ２２

小５ ％ Ｈ２２

授業がわかると感じている児童生徒の割合

件 Ｈ２２ 年６２ 年100 年88 88 年100

80.8

１　「生きる力」をはぐく
　む学校教育の推進

（１）義務教育における
　　　基礎的・基本的な
　　　学力の定着

【重点】基礎・基本の定着状況調査における
学力が全国平均以上の児童生徒の割合

小５ ％ Ｈ２２ 53

人権教育推進のファシリテーター養成数 人 H２２ 126

【重点】基礎・基本の定着状況調査における
低学力層の割合

小５ ％ Ｈ２２

中２

目標指標の内容等 単位
基準値 平成２５年度

Ⅰ　教育の再生と県民
　の期待に応える教育
　行政の推進

３　人権教育の充実 　人権教育の充実

【重点】体験的参加型人権学習を受講した児童生徒
の割合

％ H２２ 92.2 85.8 93.1

【重点】「協育」ネットワークの小学校カバー率 ％ Ｈ２３ 83 91

【重点】「全国学力・学習状況調査」の全国平
均を超えた教科の割合

小６ ％ Ｈ２２ 0

（２）子どもの体力の
　　　向上

（３）全体項目に係る達成率

【重点】体力・運動能力調査で県平均が全国平均以上の
種目の割合

％

運動・スポーツをほとんど
しない小学生の割合
（学校の体育授業を除く）

２　県民総ぐるみに
　よる教育の推進

　県民総ぐるみによる
　教育の推進

県民への学校現場の動画配信
（教育庁チャンネルによる動画数）

｢おおいた教育の日｣普及事業における行事への
総参加者数

人 Ｈ２２ 303,000 330,000 349,973 350,000106.1

100

平成２７年度

年度 基準値 目標値ａ 実績値ｂ 達成率 目標値

H２２ 30.7

91 100 100

54.8 86.3 70

110.4 191173

10090 

［第１号議案］

9



達成
評価

政策 施策 施策個別項目（23項目） 目標指標の内容等 単位
基準値 平成２５年度 平成２７年度

年度 基準値 目標値ａ 実績値ｂ 達成率 目標値

○

○

△

△

◎

○

○

△

○

◎

◎

◎

○

○

△

○

×

○

◎

◎

△

◎

△

（２）社会教育の推進 ◎

◎

◎

×

◎

○

×

×

（２）競技スポーツの
　　　振興

◎

１　教職員の意識改革
と資質能力の向上

　教職員の意識改革と
　資質能力の向上

△

○

３　教職員が教育活動
に専念できるような支
援の充実

教職員が教育活動に専
念できるような支援の
充実

◎

　◎：達成

　○：概ね達成

　△：不十分

　×：著しく不十分

Ⅱ　子どもの挑戦や自
　己実現を支える学校
　教育の推進

100

100.7

197,404 344,000 305,449 88.8

3.7 4.2 3.7

154

4.34.9

Ⅴ　教育基盤の整備

3.9

【重点】コンピュータを使って指導できる教員の割合 ％ Ｈ２２ 58 71 64.8

82.7

１００％以上

９０％以上１００％未満

８０％以上　９０％未満

（１）文化芸術活動
　　　の促進

5.2

運動部活動に地域人材を活用している中学校の割合 ％ Ｈ２３ 86.6

122.7

人 H２２ 97,497 99,000 95,742 96.7

【達成率に対する評価基準】

２　教育環境の整備 　教育環境の整備

コンピュータ１台当たりの児童生徒数 人 Ｈ２２

80未満

重点項目

２　文化芸術の振興と
　文化財の保存・活用
　・継承

55

（２）文化財・伝統文化
の保存・活用・継承

国・県指定文化財数 件

Ｈ２２ 118 154

9

【重点】ストレス診断実施率 ％ Ｈ２２ 43.9

66.7

H２２ 867 888 889 100.1

80

43

189

91.3

900

80 99.1

75

県民すこやかスポーツ祭の参加者数 人 H２２ 11,585 12,709 8,717 68.6 14,081

78.236

123.9

県立歴史博物館等の入場者数及び訪問講座等受講者数 100,000

15

高校生 ％ H２２ 25.1 27.0 27.2 27

11

文化部活動への加入率

中学生 ％ H２２ 12 13.8

【重点】全国高等学校総合文化祭のコンクール形式部門
における入賞者（団体）数

人
（団体） H２３ 8

14.1 102.2

6

443,000

県・市町村教育委員会が実施する社会教育関連講座受講
者数の人口に対する割合

％ H２２ 18.9 25.5 25.6 100.4 30

88.1 4.5

公立図書館におけるレファレンス受付件数 件 H２２ 54,000 59,000 69,000 116.9 62,000

Ⅳ　生涯学習と文化・
　スポーツの振興

１　生涯学習社会の
　形成と社会教育の
　推進

（１）県民の生涯学習を
支えるための基盤の整
備

【重点】公立図書館における県民１人あたりの
図書貸出冊数

冊 H２２

　いじめ・不登校等問題
　行動への対応の強化

【重点】いじめの解消率（中学校）（※） ％ H２２

Ⅲ　子どもの安全・
　安心の確保

１　安全・安心な学校
　づくりの推進

　安全・安心な学校
　づくりの推進

２　いじめ・不登校等
　問題行動への対応
　の強化

生涯学習情報提供システム（「まなびの広場おおいた」）へ
のアクセス件数

件 H２２

３　県民スポーツの
　振興

（１）県民スポーツの
　　　推盤の整備

総合型地域スポーツクラブの創設数 クラブ H２２

【重点】全国大会における上位入賞種目数 種目

【重点】いじめの解消率（小学校）（※） ％ H２２ 73.4 76 79 103.9 80

71.8 77.6 108.1 8066.4

32.1 78.5 50

【重点】不登校児童生徒の復帰率（中学校）（※） ％ H２２ 31.8 39.1 35.4 90.5

【重点】不登校児童生徒の復帰率（小学校）（※） ％ H２２ 34.9 40.9

50

100

安全教育、安全管理、組織活動を盛り込んだ学校安全
計画の策定率

％ H２２ 75.0 90 82.4 91.6 100

88.3 95.5 92.5 96.9 100

地域のボランティアによる学校内外の巡回が
行われた小・中学校の割合

小学校 ％ H２１ 93.5

安全マップを作成している小学校の割合 ％ H２１

97.9 92.9 94.9 100

中学校 ％ H２１ 87.3 94.8 84.6 89.2

100

高校・特別
支援学校
(県立）

％ H２２ 90.9 100 100 100 100

82.3 93 90.9 97.7 100

【重点】公立学校施設の耐震化率

幼稚園 ％ H２２ 67.8

地域と連携した防災訓練を実施した学校の割合 ％ H２３

86.2 90.9 105.5 100

小・中学校 ％ H２２ 74.1 89.5 91.4 102.1

地域人材を活用した放課後子ども教室が実施された
小学校の割合

％ Ｈ２３ 72.8 86.4 77.7 89.9 100

授業に地域人材を活用している学校の割合

100

93.3 86.8 93 100

中学校 ％ Ｈ２２ 89.5 95.8 93.9

小学校 ％ Ｈ２２ 97.0

98 100

中学校 ％ Ｈ２１ 29.2 82.9 68.5 82.6 100

93.7 93.7 100

99 99 100

２　地域の力を活かし
　た学校づくりの推進

　地域の力を活かした
　学校づくりの推進

地域住民を対象とした授業公開を実施してい
る学校の割合

小学校 ％ Ｈ２１ 91.7 100

【重点】ホームページなどで地域住民に学校
評価を公表している学校の割合

小学校 ％ Ｈ２１ 19.2 88.0

中学校 ％ Ｈ２１ 86.6 100

98.8

75.9 86.3 100

99.6 100.8

（※）・・・目標値・実績値は平成２４年度の数値
　　　　　（Ｈ２５の実績値は９月中判明予定）

［第１号議案］
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○

○

○

○

○

○

　　　（達成率　Ｈ２４　８７．９％　→　Ｈ２５　１１１．１％）

　　　（達成率　Ｈ２４　１０９．１％　→　Ｈ２５　１３４．２％）

　　　（達成率　小学校：Ｈ２４　８８．５％　→　Ｈ２５　１００．８％）

　　　（達成率　中学校：Ｈ２４　８２．５％　→　Ｈ２５　９８％）

　　　（実績値　小学校：Ｈ２４　８６．４％　→　Ｈ２５　９９．６％）

公立図書館におけるレファレンス受付件数

　　　（達成率　Ｈ２４　８５．２％　→　Ｈ２５　１１６．９％）

　　　（実績値　中学校：Ｈ２４　７５．６％　→　Ｈ２５　９３．９％）

　　　（実績値　Ｈ２４　４９，０００件　→　Ｈ２５　６９，０００件）

　　（４）平成２４年度と比べて達成率が１０％以上向上した項目

【重点】基礎・基本の定着状況調査における低学力層の割合（小５）

　　　（実績値　Ｈ２４　９．１％　→　Ｈ２５　７％）

【重点】体力・運動能力調査で県平均が全国平均以上の種目の割合

　　　（実績値　Ｈ２４　２１．３％　→　Ｈ２５　２９．７％）

　　　（達成率　Ｈ２４　８２．４％　→　Ｈ２５　１００％）

幼保小連携研修会参加者数

　　　（実績値　Ｈ２４　２５１人　→　Ｈ２５　３１８人）

【重点】幼稚園・保育所との交流及び連絡会を実施している小学校の割合

　　　（実績値　Ｈ２４　７４．７％　→　Ｈ２５　１００％）

授業に地域人材を活用している小・中学校の割合

　　　（達成率　Ｈ２４　５８．４％　→　Ｈ２５　７２．４％）

［第１号議案］
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○

○

○

○

○

○

○

○

　　（５）平成２５年度に達成率８０％未満であった項目のうち、平成２４年度より実績値
         自体が低下している項目

【重点】「全国学力・学習状況調査」の全国平均を超えた教科の割合（中３）

　　　（Ｈ２４　１０，４０２人　→　Ｈ２５　８，７１７人）

　　　（Ｈ２４　８人（団体）　→　Ｈ２５　６人（団体））

県民すこやかスポーツ祭の参加者数

【重点】不登校児童生徒の復帰率（小学校）

　　　（Ｈ２４　４５．４％　→　Ｈ２５　３２．１％）

【重点】全国高等学校総合文化祭のコンクール形式部門における入賞者（団体）数

特別支援学校教諭免許状の保有率（特別支援学級担当教員）

　　　（Ｈ２４　３７．４％　→　Ｈ２５　３７．３％）

　　　（Ｈ２４　６３．９％　→　Ｈ２５　５９．２％）

道徳の時間に地域人材を活用している小学校の割合

　　　（Ｈ２４　８６．４％　→　Ｈ２５　４８．４％）

体験活動を年間３５時間以上実施している中学校の割合

　　　（Ｈ２４　３０．５％　→　Ｈ２５　２８．２％）

※Ｈ２４年度は、中３は国語Ｂと理科が全国平均を超えていたが、Ｈ２５年度は一つも超えなかった。

※Ｈ２６年度は、中３は国語Aが全国平均を超えた。

　　　（Ｈ２４　４０％　→　Ｈ２５　０％）

理科が好きな子どもの割合（中学校）

［第１号議案］
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３　今後の主な課題と取組内容

［第１号議案］



３ 今後の主な課題と取組内容

今後、目標達成に向け重点的に取り組む必要のある主な課題と取組内容については、下
記のとおりである。

（１） 学力の向上

【課題】

○小学校では、各種学力調査の結果は年々向上している。今後は各学校における学力向上
に向けた取組の質の向上を図る必要がある。

○中学校は、授業改善が教科担任個人に任されている現状があり、各種学力調査の結果を
経年で見ても安定していない。今後は低学力層の更なる減少を目指し、個に応じたきめ
細かな指導の好事例を共有するための取組が必要である。

【取組内容】

→ リレー式授業改善協議会等を活用し、指導力の向上と児童・生徒の学習状況等の改善
を図るとともに、各学校の学力向上に向けたＰＤＣＡの充実を図る。

→ 中学校教科指導力向上協議会を活用し、実践事例集等を作成するとともに、授業モデ
ルを示すなど、工夫点や効果的な取組を共有する。

（２） 体力の向上

【課題】

○校種が上がるほど、運動・スポーツをしない割合が増加するなど、運動の習慣化・日常
化が図られていない。

○体力・運動能力調査の結果を見ても、体力は向上してきているものの、全国平均との比
較では中・高校生に課題が残っている。

【取組内容】

→ 体育・保健体育の授業を通して、子どもたちが運動・スポーツの楽しさを体感できる
よう指導方法、指導内容の改善に主眼をおいた研修機会等を充実させる。

→ 中・高の一校一実践が充実するよう、研修会等で趣旨の説明や好事例の紹介を行う。

（３） 高校生の進学力の向上

【課題】

○国公立大学進学率は進学指導重点校において向上しているが、難関大学合格者数の減少
に対する一層の取組が必要である。

【取組内容】

→ より高い志を持たせるための仕掛けとして、生徒間や教員間の学校の枠を超えた学び
あいの場を、より一層充実させる。

（４） グローバル人材の育成

【課題】

○ グローバル社会の急速な進展の中、世界に通用する人材を育成するための取組の一層
の充実が必要である。

【取組内容】

→ 市町村教育委員会が子どもの国際交流活動を主体的に取り組めるよう支援を行う。

→ 高校において生徒の海外留学への支援を行うとともに、スーパーグローバルハイスク
ール校の成果を県内に普及させる。

→ 大分県グローバル人材推進会議での検討を踏まえ、大分県グローバル人材育成推進プ
ランを策定する。

［第１号議案］
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（５） 地域の力を活かした学校づくりの推進

【課題】

○「放課後子ども教室」等の家庭・地域と協働した学習支援の取組への参加児童数は着実
に増加しているものの、支援者の確保に課題がある。

【取組内容】

→ ネットワークの核となる人材の確保や地域人材の養成のためのコーディネーター研修
会を開催するなど、市町村の地域人材を活用した体制づくりを支援する。

（６） いじめ・不登校等問題行動への対応の強化

【課題】

○いじめの認知件数が増加するとともに解消率も向上したが、解消困難事案への対応に課
題がある。

○不登校の出現率減少及び学校復帰率の向上が必要である。

【取組内容】

→ スクールサポーターや福祉機関と連携した取組や、「大分県いじめ解決支援チーム」
を効果的に活用する取組を推進する。

→ 「不登校対策コーディネーター」を配置し適応感を高める魅力ある学校づくりを促進
するとともに、不登校早期対応システムを構築するなど、不登校の未然防止対策を強化
する。

（７） 教職員の意識改革と資質能力の向上

【課題】

○運営委員会が、企画立案の場として十分機能していない学校や、主任等を十分活用でき
ていない学校があるなど、「芯の通った学校組織」が完全に定着していない。

【取組内容】

→ 管理主事、指導主事等の学校訪問等を通じて、「芯の通った学校組織」定着のための
指導・支援を行う。

→ 研修等を通じて組織における役割と使命を自覚させ、その責務を果たすための目標管
理能力の向上やスキルアップを図るなど、「芯の通った学校組織」定着に向けた人材育
成を推進する。

（８） 教職員が教育活動に専念できるような支援の充実

【課題】

○教職員が心身の健康とゆとりを持って、安心して教育活動に専念できるよう、メンタル
ヘルス対策の一層の充実が必要である。

【取組内容】

→ 全教職員がストレス診断を実施するよう、管理職の意識向上に向け引き続き研修会等
で指導するとともに、全教職員に年2回以上の実施を呼びかけ、セルフケアとしての意識
づけを図る。

［第１号議案］
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  Ⅰ　教育の再生と県民の期待に応える教育行政の推進

  Ⅱ　子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進

  Ⅲ　子どもの安全・安心の確保

  Ⅳ　生涯学習と文化・スポーツの振興

  Ⅴ　教育基盤の整備

４  政策評価調書（平成２５年度実績）

［第１号議案］
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、
全

県
的

な
視

野
で

連
携

が
図

ら
れ

る
よ

う
一

層
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。

教
育

事
務

所
の

ミ
ッ

シ
ョ

ン
が

明
確

化
（
「
芯

の
通

っ
た

学
校

組
織

」
の

構
築

に
重

点
的

に
取

り
組

む
等

）
し

指
導

体
制

の
充

実
も

図
れ

た
が

、
学

校
に

対
す

る
効

果
的

な
指

導
が

行
え

る
よ

う
、

指
導

の
質

の
向

上
が

必
要

で
あ

る
。

先
進

地
へ

の
視

察
等

を
通

し
て

、
管

理
主

事
や

学
校

改
革

担
当

指
導

主
事

の
力

量
の

向
上

を
図

る
必

要
が

あ
る

。

　
２

　
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

教
育

の
推

進

「お
お

い
た

教
育

の
日

」に
つ

い
て

、
県

民
の

関
心

・参
加

が
高

ま
っ

て
き

た
。

　
11

年
目

以
降

に
向

け
て

は
、

こ
れ

ま
で

の
取

組
を

見
直

し
、

再
構

築
し

た
い

。

「
宇

佐
市

教
育

の
日

」
「
杵

築
市

教
育

の
日

」
等

、
地

域
に

根
ざ

し
た

取
組

が
見

ら
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

各
市

町
村

に
お

け
る

「
教

育
の

日
」
の

取
組

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
等

、
県

民
総

ぐ
る

み
の

運
動

と
し

て
の

さ
ら

な
る

定
着

を
目

指
す

。

地
域

「
協

育
力

」
向

上
支

援
事

業
の

実
施

等
に

よ
る

「
協

育
」
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

小
学

校
カ

バ
ー

率
は

拡
大

し
た

が
、

小
規

模
校

へ
の

対
応

や
事

業
拡

大
に

向
け

た
支

援
者

の
確

保
な

ど
の

体
制

づ
く
り

に
課

題
が

あ
る

。

「
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

教
育

の
推

進
」
を

推
進

す
る

た
め

に
も

、
「
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
」
と

「
放

課
後

子
ど

も
教

室
」
の

連
携

を
地

域
・
家

庭
の

協
力

を
得

な
が

ら
一

層
推

進
す

べ
き

で
あ

る
。

小
規

模
校

を
抱

え
る

地
域

や
地

域
人

材
の

確
保

が
困

難
な

地
域

に
対

し
、

取
組

の
モ

デ
ル

事
例

等
を

提
示

し
積

極
的

な
働

き
か

け
を

行
う

と
と

も
に

、
支

援
者

を
対

象
と

し
た

研
修

を
充

実
さ

せ
、

地
域

人
材

の
育

成
を

継
続

し
て

行
う

。

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

タ
ー

の
養

成
数

は
目

標
を

達
成

し
、

そ
の

利
用

件
数

は
全

体
と

し
て

増
加

し
て

い
る

も
の

の
、

今
後

は
高

齢
化

や
異

動
等

に
よ

る
実

働
数

の
減

少
が

想
定

さ
れ

る
。

社
会

教
育

に
お

け
る

人
権

学
習

を
支

援
す

る
た

め
、

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

タ
ー

の
増

員
に

向
け

た
研

修
を

継
続

す
る

と
と

も
に

、
市

町
村

社
会

人
権

・
同

和
教

育
に

お
け

る
県

全
体

の
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ
を

図
る

た
め

、
新

た
な

全
県

的
推

進
体

制
の

整
備

を
検

討
す

る
。

教
育

庁
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
動

画
再

生
数

が
１

日
６

０
０

回
を

超
え

（
平

成
２

３
年

度
１

日
平

均
２

９
５

回
）
、

総
再

生
回

数
が

５
０

万
回

を
超

え
る

な
ど

、
視

聴
者

が
着

実
に

増
加

し
て

い
る

。

引
き

続
き

多
く
の

方
に

視
聴

し
て

も
ら

い
、

良
い

取
組

が
県

内
外

に
広

が
る

よ
う

、
内

容
の

工
夫

・
充

実
と

動
画

の
安

定
的

な
制

作
・
配

信
に

努
め

る
。

　
３

　
人

権
教

育
の

充
実

体
験

的
参

加
型

人
権

学
習

を
受

講
し

た
児

童
生

徒
の

割
合

は
９

３
．

１
％

で
概

ね
目

標
を

達
成

し
、

人
権

に
関

す
る

知
識

的
側

面
や

価
値

的
側

面
の

理
解

は
進

ん
で

い
る

も
の

の
、

日
常

的
な

人
権

尊
重

の
姿

勢
及

び
行

動
に

つ
な

が
る

技
能

的
側

面
に

関
す

る
内

容
が

不
十

分
と

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
誹

謗
中

傷
な

ど
の

新
た

な
人

権
課

題
へ

の
対

応
が

必
要

で
あ

る
。

体
験

的
参

加
型

人
権

学
習

の
指

定
研

究
・
活

用
研

修
、

教
材

（
［
第

三
次

と
り

ま
と

め
］
の

「
簡

易
版

」
、

「
実

践
モ

デ
ル

」
）
の

活
用

及
び

教
職

員
へ

の
各

種
人

権
教

育
研

修
を

引
き

続
き

実
施

す
る

と
と

も
に

、
各

学
校

に
お

け
る

全
て

の
教

育
活

動
（
各

教
科

、
特

別
活

動
、

道
徳

、
総

合
的

な
学

習
の

時
間

等
）
に

人
権

教
育

を
位

置
づ

け
た

全
体

計
画

及
び

年
間

指
導

計
画

を
整

備
す

る
。

ま
た

、
人

権
に

関
す

る
知

識
や

価
値

観
を

日
常

生
活

で
用

い
る

諸
技

能
を

実
践

さ
せ

る
学

習
サ

イ
ク

ル
の

定
着

を
進

め
る

と
と

も
に

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
介

し
た

人
権

侵
害

、
性

同
一

性
障

害
等

の
新

た
な

人
権

課
題

に
関

す
る

研
修

や
学

校
に

対
す

る
指

導
・
助

言
に

取
り

組
む

。
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【
１

．
施

策
の

主
な

概
要

】
【
２

．
本

項
目

に
お

け
る

目
標

指
標

の
達

成
状

況
】

達
成

概
ね

達
成

不
十

分
著

し
く
不

十
分

指
標

合
計

9
1
7

1
0

1
3

4
9

【
３

．
本

項
目

に
お

け
る

重
点

指
標

の
達

成
状

況
】

2
7
年

度

評
価

目
標

値

○
7
0

△
7
0

◎
6

△
6

×
1
0
0

×
1
0
0

4
×

5
0

5
△

1
0
0

○
1
0
0

×
1
0
0

7
◎

1
0
0

8
◎

1
0
0

9
○

9
5

1
0

◎
2
6

△
1
0
0

△
1
0
0

小
学

校

中
学

校
8
2
.6

%
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
な

ど
で

地
域

住
民

に
学

校
評

価
を

公
表

し
て

い
る

学
校

の
割

合
％

H
２

１
2
9
.2

8
2
.9

6
8
.5

％
H

２
１

1
9
.2

8
8
.0

7
5
.9

8
6
.3

%

1 2 3 6 1
1

小
学

校

中
学

校

小
学

校

中
学

校

小
学

校

中
学

校

小
学

校

中
学

校

留
学

生
等

と
の

国
際

交
流

活
動

を
実

施
し

た
小

学
校

の
割

合

体
力

・
運

動
能

力
調

査
で

県
平

均
が

全
国

平
均

以
上

の
種

目
の

割
合

読
書

活
動

を
週

１
回

以
上

実
施

し
て

い
る

学
校

の
割

合

％
H

２
２

1
3
.1

2
0
.8

2
7
.1

1
1
1
.1

%
幼

稚
園

・
保

育
所

と
の

交
流

及
び

連
絡

会
を

実
施

し
て

い
る

小
学

校
の

割
合

知
的

障
が

い
特

別
支

援
学

校
高

等
部

生
徒

の
一

般
就

労
率

％
H

２
２

9
2
.4

9
4

8
7
.7

9
3
.3

%

％
H

２
３

7
5
.7

9
0

1
0
0

1
3
0
.3

%

大
学

志
望

達
成

率

新
規

高
卒

者
就

職
内

定
率

％
H

２
２

9
8
.1

9
8
.6

9
9

1
0
0
.4

%

9
8
.2

%
％

H
２

２
6
3
.2

8
5
.2

6
0
.2

7
0
.7

%

％
H

２
２

9
6
.8

1
0
0

9
8
.2

基
準

値

Ｈ
２

２
0

7
5

8
2
.4

%

％
Ｈ

２
２

％
H

２
２

2
6
.2

7
5

6
3

8
4
.0

%

％
H

２
２

3
0
.7

4
1

2
9
.7

％

政
策

評
価

調
書

（
２

５
年

度
実

績
）

関
係

課
（
局

・
室

）
名

教
育

改
革

・
企

画
課

、
義

務
教

育
課

、
生

徒
指

導
推

進
室

、
特

別
支

援
教

育
課

、
高

校
教

育
課

、
社

会
教

育
課

、
文

化
課

、
体

育
保

健
課

１
　

「
生

き
る

力
」
を

は
ぐ

く
む

学
校

教
育

の
推

進
　

・
「
低

学
力

層
の

底
上

げ
」
及

び
「
上

位
層

へ
の

更
な

る
引

き
上

げ
」
を

図
り

、
子

ど
も

達
が

夢
に

挑
戦

し
、

自
己

実
現

で
き

る
た

め
  
  
 の

確
か

な
学

力
を

育
成

す
る

。
　

・
生

涯
に

わ
た

っ
て

運
動

や
ス

ポ
ー

ツ
に

親
し

む
資

質
や

能
力

の
育

成
と

体
力

・
運

動
能

力
の

向
上

を
図

る
た

め
の

学
校

体
育

の
  
  
充

実
を

図
る

。
　

・
グ

ロ
ー

バ
ル

化
が

急
速

に
進

む
今

日
に

お
い

て
、

大
分

か
ら

世
界

に
挑

戦
で

き
る

人
材

を
育

成
す

る
た

め
の

取
組

を
推

進
す

る
。

　
・
高

い
目

標
に

挑
む

意
欲

の
醸

成
と

進
路

実
現

に
向

け
、

進
学

指
導

重
点

校
を

中
心

に
難

関
大

学
及

び
難

関
大

学
入

試
に

対
　

　
応

で
き

る
学

力
及

び
教

科
指

導
力

の
強

化
を

図
る

。
　

・
高

校
生

の
職

業
意

識
の

啓
発

や
就

職
の

資
質

的
向

上
を

図
り

、
希

望
す

る
職

種
へ

の
就

職
を

実
現

さ
せ

る
た

め
、

キ
ャ

リ
ア

コ
ー

　
　

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
配

置
し

、
就

職
率

の
向

上
と

早
期

離
職

の
防

止
に

取
り

組
む

。
　

・
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

一
人

一
人

の
教

育
的

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
教

育
的

支
援

の
充

実
を

図
る

た
め

、
特

別
支

援
教

育
を

担
う

　
　

教
員

の
専

門
性

の
向

上
、

知
的

障
が

い
特

別
支

援
学

校
高

等
部

生
徒

に
対

す
る

就
労

支
援

体
制

の
強

化
等

に
取

り
組

む
。

　 ２
　

地
域

の
力

を
活

か
し

た
学

校
づ

く
り

の
推

進
　

・
地

域
の

教
育

力
を

学
校

教
育

に
活

用
す

る
な

ど
、

地
域

の
特

色
を

生
か

し
た

学
校

運
営

を
行

う
。

　
・
学

校
の

情
報

を
公

開
す

る
と

と
も

に
、

学
校

評
価

を
推

進
し

、
学

校
・
家

庭
・
地

域
の

相
互

理
解

と
家

庭
・
地

域
の

意
向

を
反

映
し

  
  
た

学
校

運
営

を
進

め
る

。
　

・
地

域
住

民
や

保
護

者
に

よ
る

学
習

支
援

や
登

下
校

の
見

守
り

な
ど

、
学

校
に

お
け

る
地

域
人

材
の

活
用

を
進

め
る

こ
と

に
よ

り
、

  
  
学

校
へ

の
関

心
と

理
解

を
深

め
、

学
校

と
家

庭
、

地
域

の
教

育
の

協
働

の
気

運
の

醸
成

を
目

指
す

。

Ⅱ
　

子
ど

も
の

挑
戦

や
自

己
実

現
を

支
え

る
学

校
教

育
の

推
進

基
礎

・
基

本
の

定
着

状
況

調
査

に
お

け
る

学
力

が
全

国
平

均
以

上
の

児
童

生
徒

の
割

合

基
礎

・
基

本
の

定
着

状
況

調
査

に
お

け
る

低
学

力
層

の
割

合

2
5
年

度

7
7

8
6
.3

%

％
Ｈ

２
２

5
3

6
3
.5

5
9
.7

年
度

基
準

値
目

標
値

a
実

績
値

b
達

成
率

b／
a

目
標

指
標

名
単

位

9
4
.0

%
％

Ｈ
２

２
5
3

6
3
.5

「
全

国
学

力
・
学

習
状

況
調

査
」
の

全
国

平
均

を
超

え
た

教
科

の
割

合

7
2
.4

%

3
3
.3

%

5
4
.8

％
Ｈ

２
２

9
.7

7
8
.5

9
.5

0
0
.0

%

％
Ｈ

２
２

0
7
5

2
5

1
0
0
.0

%

達
成

18
.4
%

概
ね

達
成

34
.7
%

不
十

分

20
.4
%

著
し

く
不

十
分

26
.5
%
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【
４

．
現

状
認

識
及

び
今

後
の

課
題

・
取

組
】

① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ① →

【
５

．
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

委
員

会
の

意
見

等
】

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
難

関
大

学
合

格
者

数
が

減
少

し
て

い
る

が
、

全
県

一
区

制
に

な
っ

て
か

ら
学

力
の

高
い

子
ど

も
が

特
定

の
高

校
に

集
中

す
る

よ
う

に
な

り
、

そ
こ

に
入

れ
な

か
っ

た
子

ど
も

が
難

関
大

学
進

学
に

力
を

入
れ

る
私

立
高

校
に

流
れ

て
い

っ
て

し
ま

っ
た

こ
と

に
要

因
が

あ
る

の
で

は
な

い
か

。
進

学
指

導
重

点
校

の
進

学
力

の
底

上
げ

が
必

要
で

あ
る

。

子
ど

も
の

学
力

の
向

上
は

重
要

な
こ

と
で

あ
る

が
、

体
力

と
豊

か
な

心
の

育
成

が
相

ま
っ

て
バ

ラ
ン

ス
良

く
育

成
さ

れ
て

こ
そ

、
社

会
を

生
き

抜
い

て
い

く
力

に
な

る
。

学
力

や
体

力
な

ど
数

字
で

把
握

し
や

す
い

も
の

だ
け

を
目

標
指

標
と

し
て

設
定

す
る

の
で

は
な

く
、

子
ど

も
の

学
習

意
欲

や
学

習
の

継
続

力
な

ど
も

目
標

指
標

と
し

て
も

っ
と

多
く
設

定
す

べ
き

で
あ

る
。

授
業

で
新

聞
や

報
道

番
組

等
を

活
用

す
る

な
ど

、
時

事
問

題
や

社
会

問
題

な
ど

の
リ

ア
リ

テ
ィ

の
あ

る
問

題
に

つ
い

て
、

子
ど

も
た

ち
が

関
心

を
持

っ
て

触
れ

ら
れ

る
機

会
を

充
実

す
べ

き
で

あ
る

。

道
徳

性
や

勉
強

、
運

動
に

対
す

る
好

奇
心

な
ど

は
、

幼
児

期
に

芽
生

え
る

。
子

ど
も

た
ち

の
生

き
る

力
の

基
礎

を
養

う
に

は
幼

児
教

育
の

充
実

が
重

要
で

あ
る

。

「
放

課
後

チ
ャ

レ
ン

ジ
教

室
」
及

び
「
土

曜
教

室
」
を

開
催

す
る

市
町

村
の

地
域

人
材

を
活

用
し

た
体

制
づ

く
り

を
支

援
す

る
。

ま
た

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

核
と

な
る

人
材

の
確

保
や

地
域

人
材

の
養

成
の

た
め

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
等

研
修

会
を

開
催

す
る

と
と

も
に

、
人

材
確

保
の

た
め

市
町

村
教

育
委

員
会

に
事

業
化

の
協

力
を

粘
り

強
く
求

め
て

い
く
必

要
が

あ
る

。

　
２

　
地

域
の

力
を

活
か

し
た

学
校

づ
く

り
の

推
進

就
職

後
３

年
間

で
離

職
す

る
割

合
は

、
九

州
で

１
番

低
い

状
況

で
は

あ
る

が
、

３
５

％
程

度
の

者
が

離
職

し
て

い
る

た
め

、
離

職
防

止
の

取
組

が
必

要
。

学
校

教
育

に
お

け
る

道
徳

教
育

の
充

実
が

大
切

な
の

は
い

う
ま

で
も

な
い

が
、

道
徳

の
教

材
を

家
庭

で
も

活
用

で
き

る
よ

う
、

指
導

の
工

夫
・
充

実
を

図
る

べ
き

で
あ

る
。

勤
労

観
や

職
業

観
の

醸
成

を
図

る
た

め
、

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

や
外

部
講

師
を

活
用

し
た

授
業

を
よ

り
一

層
充

実
さ

せ
、

就
職

意
識

の
向

上
を

図
る

。
ま

た
、

各
学

校
に

卒
業

生
の

相
談

窓
口

を
設

置
し

、
早

期
離

職
の

防
止

に
役

立
て

る
。

　
　

　
【
知

的
障

が
い

特
別

支
援

学
校

高
等

部
生

徒
の

一
般

就
労

率
】

本
県

の
知

的
障

が
い

特
別

支
援

学
校

高
等

部
生

徒
の

一
般

就
労

率
は

約
２

７
％

（
平

成
２

５
年

度
卒

業
生

）
で

あ
り

、
既

に
平

成
２

７
年

度
目

標
値

を
達

成
し

た
。

し
か

し
、

新
の

全
国

平
均

の
数

値
は

約
３

０
％

（
平

成
２

４
年

度
卒

業
生

）
で

あ
り

、
全

国
平

均
ま

で
あ

と
一

歩
の

状
況

に
あ

る
。

一
般

就
労

率
を

全
国

平
均

値
ま

で
引

き
上

げ
る

た
め

に
は

、
生

徒
の

職
業

能
力

の
一

層
の

向
上

、
障

が
い

者
雇

用
に

対
す

る
事

業
所

等
関

係
者

の
理

解
・
啓

発
及

び
新

規
開

拓
等

が
必

要
で

あ
る

。
そ

の
た

め
の

取
組

と
し

て
技

能
検

定
の

新
規

分
野

の
開

拓
、

事
業

所
等

関
係

者
へ

の
生

徒
の

職
業

能
力

の
積

極
的

ア
ピ

ー
ル

等
が

考
え

ら
れ

る
。

地
域

「
協

育
力

」
向

上
支

援
事

業
の

実
施

に
お

け
る

、
「
放

課
後

子
ど

も
教

室
」
等

へ
の

参
加

児
童

数
は

前
年

度
比

倍
増

し
た

が
、

支
援

者
の

確
保

が
課

題
で

あ
る

グ
ロ

ー
バ

ル
人

材
の

育
成

に
力

を
入

れ
る

中
で

、
自

分
の

体
験

や
思

考
を

も
と

に
、

作
文

・
記

述
や

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

力
を

発
達

段
階

に
応

じ
て

育
成

し
て

い
く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

　
１

　
「
生

き
る

力
」
を

は
ぐ

く
む

学
校

教
育

の
推

進

　
　

　
【
学

力
向

上
】

小
学

校
は

、
全

国
学

力
・
学

習
状

況
調

査
に

お
け

る
全

国
平

均
を

超
え

た
教

科
は

算
数

Ａ
の

み
で

あ
る

が
、

各
教

科
と

も
全

国
平

均
と

の
差

は
年

々
小

さ
く
な

っ
て

い
る

。
今

後
、

児
童

の
活

用
す

る
力

を
高

め
る

た
め

に
、

各
学

校
に

お
け

る
組

織
的

な
学

力
向

上
に

向
け

た
取

組
の

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

の
質

の
向

上
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

リ
レ

ー
式

授
業

改
善

協
議

会
に

、
家

庭
や

地
域

と
の

連
携

に
よ

る
学

力
向

上
の

推
進

を
目

的
と

し
た

協
議

会
を

加
え

、
指

導
力

の
向

上
と

児
童

の
学

習
状

況
等

の
改

善
を

図
る

。
ま

た
、

リ
レ

ー
式

授
業

改
善

協
議

会
等

に
お

い
て

学
力

向
上

検
証

会
議

の
提

言
を

徹
底

し
、

各
学

校
の

学
力

向
上

に
向

け
た

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

の
充

実
を

図
る

。

中
学

校
は

、
授

業
改

善
が

教
科

担
任

個
人

に
任

さ
れ

て
い

る
現

状
が

あ
り

、
各

種
学

力
調

査
の

結
果

を
経

年
で

見
て

も
、

安
定

し
て

い
な

い
。

今
後

は
学

力
向

上
支

援
教

員
に

加
え

、
教

科
部

会
の

ミ
ド

ル
リ

ー
ダ

ー
を

育
成

し
、

教
科

部
会

等
を

活
用

し
た

組
織

的
な

授
業

改
善

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、

低
学

力
層

の
更

な
る

減
少

を
目

指
し

、
個

に
応

じ
た

き
め

細
か

な
指

導
の

好
事

例
を

教
員

が
共

有
す

る
た

め
の

取
組

が
必

要
で

あ
る

。

リ
レ

ー
式

授
業

改
善

協
議

会
に

、
英

語
科

の
指

導
力

向
上

を
目

的
と

し
た

協
議

会
及

び
家

庭
や

地
域

と
の

連
携

に
よ

る
学

力
向

上
の

推
進

を
目

的
と

し
た

協
議

会
を

加
え

、
指

導
力

の
向

上
と

生
徒

の
学

習
状

況
等

の
改

善
を

図
る

。
ま

た
、

中
学

校
教

科
指

導
力

向
上

協
議

会
に

お
い

て
実

践
事

例
及

び
評

価
問

題
集

を
作

成
し

、
県

内
の

教
員

に
授

業
モ

デ
ル

を
示

す
と

と
も

に
、

習
熟

度
別

指
導

推
進

教
員

が
年

間
５

回
の

公
開

授
業

を
実

施
し

、
工

夫
点

や
効

果
的

な
取

組
を

域
内

に
広

げ
る

。

　
　

　
【
体

力
向

上
】

　
　

　
【
グ

ロ
ー

バ
ル

人
材

の
育

成
】

　
　

　
【
高

校
生

の
就

職
力

の
向

上
】

校
種

が
上

が
る

ほ
ど

、
運

動
・
ス

ポ
ー

ツ
を

し
な

い
割

合
が

増
加

す
る

な
ど

、
運

動
の

習
慣

化
・
日

常
化

が
図

ら
れ

て
い

な
い

。
ま

た
、

体
力

・
運

動
能

力
調

査
の

結
果

を
見

て
も

、
体

力
は

向
上

し
て

き
て

い
る

も
の

の
、

全
国

平
均

と
の

比
較

で
は

中
・
高

校
生

に
課

題
が

残
っ

て
い

る
。

よ
い

体
育

・
保

健
体

育
授

業
に

つ
い

て
、

指
導

方
法

、
指

導
内

容
の

両
面

か
ら

理
解

を
深

め
ら

れ
る

よ
う

研
修

等
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
中

・
高

の
一

校
一

実
践

が
充

実
す

る
よ

う
、

各
種

研
修

会
等

で
趣

旨
の

説
明

や
好

事
例

の
紹

介
を

行
う

。

グ
ロ

ー
バ

ル
社

会
の

進
展

の
中

、
世

界
に

通
用

す
る

人
材

育
成

の
一

層
の

充
実

が
重

要
。

国
際

交
流

活
動

実
施

校
や

参
加

児
童

を
増

や
し

て
い

く
た

め
の

広
報

活
動

を
促

進
し

、
市

町
村

教
育

委
員

会
が

国
際

交
流

活
動

を
主

体
的

に
取

り
組

め
る

よ
う

引
き

続
き

支
援

を
行

う
。

高
校

に
お

い
て

は
、

生
徒

の
海

外
留

学
へ

の
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、
ス

ー
パ

ー
グ

ロ
ー

バ
ル

ハ
イ

ス
ク

ー
ル

校
の

成
果

を
県

内
に

普
及

さ
せ

る
。

ま
た

、
大

分
県

グ
ロ

ー
バ

ル
人

材
推

進
会

議
で

の
検

討
を

踏
ま

え
、

大
分

県
グ

ロ
ー

バ
ル

人
材

育
成

推
進

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

。

　
　

　
【
高

校
生

の
進

学
力

の
向

上
】

国
公

立
大

学
進

学
率

は
進

学
指

導
重

点
校

に
お

い
て

向
上

し
て

い
る

が
、

難
関

大
学

合
格

者
数

の
減

少
に

対
す

る
一

層
の

取
組

が
必

要
で

あ
る

。

よ
り

高
い

志
を

持
た

せ
る

た
め

の
仕

掛
け

と
し

て
、

生
徒

間
や

教
員

間
の

学
校

の
枠

を
超

え
た

学
び

あ
い

の
場

を
、

よ
り

一
層

充
実

さ
せ

る
。

全
国

と
の

比
較

に
基

づ
く
目

標
は

相
対

的
な

評
価

で
あ

る
。

子
ど

も
や

学
校

の
頑

張
り

を
し

っ
か

り
と

評
価

し
、

意
欲

的
に

取
り

組
ん

で
も

ら
う

た
め

に
は

、
例

え
ば

前
年

度
と

比
べ

て
平

均
点

を
ど

れ
く
ら

い
伸

ば
す

か
と

い
う

よ
う

な
目

標
の

立
て

方
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。

［第１号議案］
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【
１

．
施

策
の

主
な

概
要

】
【
２

．
本

項
目

に
お

け
る

目
標

指
標

の
達

成
状

況
】

達
成

概
ね

達
成

不
十

分
著

し
く
不

十
分

指
標

合
計

5
5

1
1

1
2

【
３

．
本

項
目

に
お

け
る

重
点

指
標

の
達

成
状

況
】

2
7
年

度

評
価

目
標

値

1
◎

1
0
0

2
×

5
0

3
○

5
0

4
◎

8
0

5
◎

8
0

※
目

標
値

・
実

績
値

は
平

成
２

４
年

度
の

数
値

（
9
月

頃
文

科
省

公
表

予
定

）

1
0
2
.1

%
公

立
小

中
学

校
施

設
の

耐
震

化
率

％
Ｈ

２
２

7
4
.1

8
9
.5

9
1
.4

達
成

率
b
／

a

１
　

安
全

・
安

心
な

学
校

づ
く
り

の
推

進
　

・
児

童
生

徒
が

一
日

の
大

半
を

過
ご

す
場

で
あ

る
学

校
の

耐
震

化
や

老
朽

化
対

策
な

ど
を

進
め

、
児

童
生

徒
の

安
全

確
保

を
  
 図

る
。

　
・
子

ど
も

の
安

全
・
安

心
を

確
保

す
る

た
め

、
実

践
的

な
防

災
教

育
・
避

難
訓

練
の

実
施

を
行

う
た

め
の

学
校

安
全

計
画

の
充

実
  
 を

図
り

、
地

域
・
関

係
機

関
と

の
連

携
を

推
進

す
る

。

２
　

い
じ

め
・
不

登
校

等
問

題
行

動
へ

の
対

応
の

強
化

　
・
子

ど
も

が
安

心
し

て
学

習
活

動
や

学
校

生
活

を
送

る
た

め
に

は
、

い
じ

め
や

不
登

校
な

ど
の

生
徒

指
導

上
の

問
題

行
動

の
な

い
  
 学

校
づ

く
り

が
重

要
で

あ
る

。
児

童
生

徒
一

人
ひ

と
り

を
大

切
に

す
る

生
徒

指
導

体
制

・
教

育
相

談
体

制
の

充
実

を
図

り
、

学
校

・
　

 家
庭

・
地

域
・
関

係
機

関
と

の
連

携
を

推
進

し
、

い
じ

め
・
不

登
校

の
未

然
防

止
や

解
決

や
支

援
を

強
化

・
充

実
す

る
。

政
策

評
価

調
書

（
２

５
年

度
実

績
）

関
係

課
（
局

・
室

）
名

教
育

財
務

課
、

生
徒

指
導

推
進

室
、

社
会

教
育

課
、

体
育

保
健

課
Ⅲ

　
子

ど
も

の
安

全
・
安

心
の

確
保

年
度

基
準

値
目

標
値

a
実

績
値

b

2
5
年

度

目
標

指
標

名
単

位

基
準

値

％ ％
Ｈ

２
２

3
1
.8

い
じ

め
の

解
消

率
（
小

学
校

）
（
※

）

不
登

校
児

童
生

徒
の

復
帰

率
（
中

学
校

）
（
※

）
3
5
.4

9
0
.5

%

Ｈ
２

２
3
4
.9

4
0
.9

3
2
.1

い
じ

め
の

解
消

率
（
中

学
校

）
（
※

）

7
8
.5

%

1
0
3
.9

%

％
Ｈ

２
２

6
6
.4

7
1
.8

7
7
.6

1
0
8
.1

%

％
Ｈ

２
２

7
3
.4

7
6

7
9

不
登

校
児

童
生

徒
の

復
帰

率
（
小

学
校

）
（
※

）

3
9
.1

総
合

評
価

：
○

達
成

42
%

概
ね

達
成

42
%

不
十

分
8%

著
し

く
不

十
分

8%
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【
４

．
現

状
認

識
及

び
今

後
の

課
題

・
取

組
】

① → ② → ① → ② →

【
５

．
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

委
員

会
の

意
見

等
】

〇
い

じ
め

の
解

消
率

が
向

上
し

て
い

る
一

方
で

、
不

登
校

児
童

生
徒

の
復

帰
率

が
伸

び
悩

ん
で

い
る

よ
う

に
あ

る
。

い
じ

め
・
不

登
校

対
策

は
今

後
と

も
力

を
入

れ
て

取
り

組
ん

で
欲

し
い

。

　
２

　
い

じ
め

・
不

登
校

等
問

題
行

動
へ

の
対

応
の

強
化

小
さ

な
い

じ
め

も
認

知
す

る
取

組
が

進
ん

だ
こ

と
で

、
い

じ
め

の
認

知
件

数
が

増
加

す
る

と
と

も
に

、
い

じ
め

解
消

率
も

向
上

し
た

。

「
い

じ
め

防
止

対
策

推
進

法
」
の

施
行

、
国

の
指

針
策

定
、

県
の

取
組

等
に

よ
り

、
学

校
に

お
け

る
い

じ
め

対
策

の
取

組
が

促
進

さ
れ

た
も

の
の

、
解

消
が

難
し

い
い

じ
め

の
事

案
の

対
応

に
課

題
が

あ
る

。
今

後
は

ス
ク

ー
ル

サ
ポ

ー
タ

や
福

祉
機

関
と

連
携

し
た

取
組

や
「
大

分
県

い
じ

め
解

決
支

援
チ

ー
ム

」
を

効
果

的
に

活
用

す
る

取
組

を
進

め
る

必
要

が
あ

る
。

小
中

学
校

の
不

登
校

児
童

生
徒

の
出

現
数

は
1
,2

0
0
人

台
で

高
止

ま
り

傾
向

に
あ

り
、

学
校

復
帰

率
は

全
国

平
均

（
小

中
学

校
復

帰
率

3
0
.4

％
）
は

上
回

っ
て

い
る

も
の

の
県

の
目

標
値

に
は

達
し

て
い

な
い

。

「
不

登
校

対
策

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

」
を

県
内

１
６

市
町

に
配

置
し

て
適

応
感

を
高

め
る

魅
力

あ
る

学
校

づ
く
り

を
促

進
す

る
と

と
も

に
、

市
町

の
不

登
校

早
期

対
応

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
な

ど
、

不
登

校
の

未
然

防
止

対
策

を
強

化
す

る
必

要
が

あ
る

。

　
１

　
安

全
・
安

心
な

学
校

づ
く
り

の
推

進

県
立

学
校

に
お

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

耐
震

化
事

業
に

優
先

的
に

取
組

み
、

２
３

年
度

に
耐

震
化

率
1
0
0
％

を
達

成
し

た
が

、
屋

内
運

動
場

等
の

非
構

造
部

材
の

耐
震

対
策

未
実

施
校

が
あ

り
、

ま
た

経
年

損
耗

に
よ

り
、

建
物

の
耐

久
性

向
上

及
び

教
育

環
境

の
改

善
が

必
要

な
校

舎
も

あ
る

。

再
編

関
係

を
除

き
平

成
２

６
年

度
で

非
構

造
部

材
の

耐
震

対
策

を
完

了
さ

せ
る

と
と

も
に

、
大

規
模

改
造

に
取

組
み

、
建

物
の

耐
久

性
及

び
教

育
環

境
の

改
善

を
図

る
。

市
町

村
立

学
校

（
幼

稚
園

を
含

む
）
の

耐
震

化
に

つ
い

て
は

、
可

能
な

限
り

前
倒

し
を

行
い

、
速

や
か

に
完

了
す

る
必

要
が

あ
る

。

市
町

村
に

対
し

、
耐

震
化

計
画

の
前

倒
し

と
国

庫
補

助
金

の
積

極
的

な
活

用
を

呼
び

か
け

、
２

７
年

度
ま

で
の

完
了

を
目

指
す

。
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【
１

．
施

策
の

主
な

概
要

】
【
２

．
本

項
目

に
お

け
る

目
標

指
標

の
達

成
状

況
】

達
成

概
ね

達
成

不
十

分
著

し
く
不

十
分

指
標

合
計

6
1

2
3

1
2

【
３

．
本

項
目

に
お

け
る

重
点

指
標

の
達

成
状

況
】

2
7
年

度

評
価

目
標

値

1
△

4
.5

2
×

1
1

3
◎

1
5
4

H
２

３
8

9
6

6
6
.7

%

3
.7

単
位

基
準

値

政
策

評
価

調
書

（
２

５
年

度
実

績
）

関
係

課
（
局

・
室

）
名

社
会

教
育

課
、

文
化

課
、

体
育

保
健

課

2
5
年

度

8
8
.1

%

１
　

生
涯

学
習

社
会

の
形

成
と

社
会

教
育

の
推

進
　

　
・
県

民
へ

の
学

習
機

会
を

提
供

す
る

様
々

な
機

関
等

が
幅

広
く
連

携
し

て
、

生
涯

学
習

を
総

合
的

に
推

進
す

る
基

盤
を

整
備

す
る

　
　

　
た

め
に

、
地

域
人

材
の

育
成

や
県

立
図

書
館

・
社

会
教

育
総

合
セ

ン
タ

ー
の

機
能

の
充

実
、

県
民

の
学

習
成

果
等

を
生

か
せ

る
　

　
　

場
の

充
実

を
図

る
。

　
　

・
子

育
て

や
環

境
問

題
等

の
今

日
的

な
課

題
に

対
応

し
た

学
習

の
充

実
、

市
町

村
が

実
施

す
る

社
会

教
育

へ
の

支
援

を
行

う
と

　
　

　
と

も
に

、
地

域
や

家
庭

の
教

育
力

向
上

に
向

け
た

取
組

を
推

進
す

る
。

２
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

文
化

財
の

保
存

・
活

用
・
継

承
　

　
・
県

民
が

優
れ

た
文

化
芸

術
に

触
れ

、
文

化
芸

術
の

鑑
賞

や
発

表
機

会
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、

学
校

に
お

い
て

豊
か

な
感

性
　

　
　

を
育

成
す

る
文

化
芸

術
活

動
の

活
性

化
を

図
る

。
　

　
・
文

化
財

・
伝

統
文

化
は

、
地

域
の

歴
史

や
文

化
を

理
解

す
る

う
え

で
重

要
で

あ
る

と
同

時
に

、
地

域
の

人
々

の
誇

り
や

き
ず

な
の

　
　

　
礎

と
な

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
そ

の
保

存
と

活
用

、
継

承
の

た
め

の
取

組
を

推
進

す
る

。

３
　

県
民

ス
ポ

ー
ツ

の
振

興
　

　
・
県

民
の

誰
も

が
日

常
的

に
ス

ポ
ー

ツ
に

親
し

め
る

よ
う

、
ス

ポ
ー

ツ
イ

ベ
ン

ト
の

充
実

や
総

合
型

地
域

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
の

創
設

・
　

　
　

育
成

な
ど

、
県

民
ス

ポ
ー

ツ
の

推
進

に
必

要
な

基
盤

を
整

備
す

る
。

　
　

・
各

競
技

団
体

の
競

技
力

向
上

対
策

へ
の

支
援

を
行

い
、

指
導

者
の

養
成

確
保

を
図

る
と

と
も

に
、

国
際

大
会

や
国

民
体

育
  
  
  
大

会
等

の
全

国
大

会
で

活
躍

す
る

こ
と

の
で

き
る

優
秀

選
手

の
育

成
強

化
を

図
る

。
ま

た
、

優
れ

た
資

質
を

有
す

る
ジ

ュ
ニ

ア
  
  
  
選

手
の

育
成

を
図

る
。

目
標

指
標

名

年
度

基
準

値
目

標
値

a

Ⅳ
　

生
涯

学
習

と
文

化
・
ス

ポ
ー

ツ
の

振
興

全
国

大
会

に
お

け
る

上
位

入
賞

種
目

数

全
国

高
等

学
校

総
合

文
化

祭
の

コ
ン

ク
ー

ル
形

式
部

門
に

お
け

る
入

賞
者

（
団

体
）
数

公
立

図
書

館
に

お
け

る
県

民
1
人

あ
た

り
の

図
書

貸
出

冊
数

実
績

値
b

達
成

率
b／

a

種
目

H
２

２
1
1
8

1
5
4

1
8
9

1
2
2
.7

%

人
（
団

体
）

冊
H

２
２

3
.7

4
.2

達
成

50
.0
%

概
ね

達
成

8.
3%

不
十

分

16
.7
%

著
し

く
不

十
分

25
.0
%
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【
４

．
現

状
認

識
及

び
今

後
の

課
題

・
取

組
】

① → ② → ③ → ① → ② → ③ → ① → ② →

【
５

．
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

委
員

会
の

意
見

等
】

〇 〇

子
ど

も
た

ち
が

本
物

の
芸

術
文

化
に

触
れ

、
豊

か
な

感
性

を
育

む
機

会
を

充
実

さ
せ

る
た

め
に

も
、

文
化

芸
術

関
係

団
体

の
後

継
者

育
成

に
力

を
入

れ
て

ほ
し

い
。

中
学

校
の

小
規

模
校

化
が

進
み

、
運

動
部

が
公

式
戦

に
単

独
で

参
加

で
き

な
い

状
況

が
増

え
て

い
る

と
聞

く
。

小
規

模
校

の
合

同
チ

ー
ム

や
、

総
合

型
地

域
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

が
公

式
戦

に
出

場
で

き
る

よ
う

に
す

る
な

ど
今

後
は

柔
軟

な
対

応
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
そ

う
い

っ
た

こ
と

が
、

結
果

的
に

ス
ポ

ー
ツ

振
興

に
つ

な
が

る
の

で
は

な
い

か
。

ジ
ュ

ニ
ア

選
手

（
小

・
中

）
の

発
掘

・
育

成
を

進
め

る
と

と
も

に
、

競
技

団
体

と
連

携
し

な
が

ら
一

貫
指

導
体

制
の

構
築

を
図

る
。

　
３

　
県

民
ス

ポ
ー

ツ
の

振
興

小
・
中

・
高

一
貫

指
導

に
よ

る
強

化
体

制
の

整
備

が
必

要
で

あ
る

。

住
民

の
日

常
的

な
ス

ポ
ー

ツ
活

動
の

場
と

な
る

総
合

型
ク

ラ
ブ

の
創

設
の

推
進

と
自

立
の

促
進

を
図

る
必

要
が

あ
る

。

新
た

な
総

合
型

ク
ラ

ブ
創

設
に

加
え

、
既

存
す

る
総

合
型

ク
ラ

ブ
の

活
動

エ
リ

ア
を

拡
大

す
る

な
ど

、
会

員
数

の
増

大
を

図
る

た
め

の
取

組
を

行
う

。
ま

た
、

総
合

型
ク

ラ
ブ

の
法

人
化

の
促

進
や

委
託

事
業

の
情

報
提

供
を

行
う

な
ど

、
財

政
面

で
の

自
立

を
促

す
取

組
を

行
う

。

核
家

族
化

や
親

の
多

忙
化

に
よ

り
子

育
て

の
悩

み
を

抱
え

孤
立

し
が

ち
な

家
庭

が
存

在
す

る
た

め
、

保
護

者
が

孤
立

せ
ず

に
子

育
て

で
き

る
環

境
づ

く
り

と
家

庭
教

育
支

援
体

制
の

整
備

が
必

要
。

市
町

村
が

「
協

育
」
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
内

に
設

置
す

る
家

庭
教

育
支

援
部

会
の

充
実

を
図

る
た

め
、

人
材

育
成

に
向

け
た

研
修

会
と

新
た

な
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
作

成
を

行
う

。

文
化

財
保

存
の

た
め

の
取

組
等

の
情

報
共

有
、

情
報

発
信

の
機

会
を

よ
り

一
層

充
実

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

。

伝
統

文
化

の
継

承
に

向
け

た
、

後
継

者
育

成
の

た
め

の
取

組
の

必
要

性
は

十
分

に
認

識
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

市
町

村
に

よ
る

取
組

の
差

が
見

ら
れ

る
。

後
継

者
育

成
に

係
る

市
町

村
連

絡
協

議
会

な
ど

を
開

催
す

る
こ

と
に

よ
り

、
情

報
共

有
を

推
進

し
モ

デ
ル

ケ
－

ス
の

蓄
積

を
図

る
。

　
２

　
文

化
芸

術
の

振
興

と
文

化
財

の
保

存
・
活

用
・
継

承

文
化

部
活

動
に

お
け

る
指

導
者

の
鑑

賞
・
発

表
機

会
等

が
不

足
し

て
お

り
、

全
国

規
模

の
大

会
で

十
分

な
結

果
が

残
せ

て
い

な
い

。

指
導

者
や

後
継

者
の

育
成

の
支

援
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、

県
内

の
幅

広
い

地
域

の
学

校
に

「
ま

ち
な

か
ア

－
ト

ギ
ャ

ラ
リ

－
推

進
事

業
」
の

活
用

を
促

す
こ

と
に

よ
り

、
文

化
部

の
鑑

賞
・
発

表
機

会
の

更
な

る
広

が
り

を
推

進
す

る
。

国
・
県

指
定

の
文

化
財

数
は

着
実

に
増

え
て

お
り

、
文

化
財

の
保

存
は

進
ん

で
い

る
も

の
の

、
市

町
村

に
よ

る
取

組
の

差
が

見
ら

れ
る

。

　
１

　
生

涯
学

習
社

会
の

形
成

と
社

会
教

育
の

推
進

地
域

に
貢

献
で

き
る

図
書

館
と

し
て

、
蔵

書
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、

県
内

の
全

て
の

公
立

図
書

館
が

職
員

の
レ

フ
ァ

レ
ン

ス
能

力
等

の
資

質
向

上
と

サ
ー

ビ
ス

の
充

実
、

そ
の

積
極

的
な

広
報

を
推

進
す

る
必

要
が

あ
る

。

大
分

県
図

書
館

大
会

や
公

立
図

書
館

等
職

員
研

修
会

等
の

開
催

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

を
活

用
し

た
広

報
の

充
実

を
図

る
。

公
民

館
の

主
催

講
座

な
ど

地
域

住
民

へ
の

学
習

機
会

の
提

供
が

十
分

で
な

い
状

況
が

あ
る

。
行

政
や

民
間

と
の

連
携

を
一

層
進

め
、

そ
の

専
門

的
ノ

ウ
ハ

ウ
を

活
用

し
た

、
生

涯
学

習
の

機
会

を
充

実
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
。

地
域

活
動

に
取

り
組

む
モ

デ
ル

公
民

館
を

選
定

し
、

そ
の

成
果

を
資

料
集

や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

発
信

す
る

な
ど

市
町

村
の

活
動

に
係

る
支

援
や

、
市

町
村

や
民

間
等

と
連

携
し

た
公

開
講

座
や

セ
ミ

ナ
ー

等
の

充
実

を
図

る
。
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【
１

．
施

策
の

主
な

概
要

】
【
２

．
本

項
目

に
お

け
る

目
標

指
標

の
達

成
状

況
】

達
成

概
ね

達
成

不
十

分
著

し
く
不

十
分

指
標

合
計

1
1

1
0

3

【
３

．
本

項
目

に
お

け
る

重
点

指
標

の
達

成
状

況
】

2
7
年

度

評
価

目
標

値

1
○

8
0
.1

2
◎

1
0
0

9
1
.3

%

単
位政

策
評

価
調

書
（
２

５
年

度
実

績
）

関
係

課
（
局

・
室

）
名

教
育

人
事

課
、

教
育

財
務

課
、

福
利

課
、

義
務

教
育

課
、

高
校

教
育

課
Ⅴ

　
教

育
基

盤
の

整
備

１
　

教
職

員
の

意
識

改
革

と
資

質
能

力
の

向
上

　
　

・
今

後
の

教
職

員
の

人
材

育
成

に
必

要
な

施
策

を
総

合
的

、
体

系
的

に
整

理
し

た
「
大

分
県

公
立

学
校

教
職

員
の

人
材

育
成

　
　

　
方

針
」
（
平

成
2
3
年

1
0
月

策
定

）
に

掲
げ

る
施

策
の

具
体

化
を

図
り

、
教

職
員

の
一

層
の

意
識

改
革

と
資

質
能

力
の

向
上

を
　

　
　

図
る

。
　

①
人

材
の

確
保

　
②

人
材

の
育

成
　

③
人

材
の

登
用

・活
用

　
④

人
材

育
成

の
た

め
の

支
援

　
　

　
⑤

教
職

員
の

服
務

規
律

の
保

持
と

倫
理

観
の

醸
成

２
　

教
育

環
境

の
整

備
　

　
・
授

業
用

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

１
台

当
た

り
の

児
童

生
徒

数
が

全
国

上
位

で
あ

る
こ

と
を

活
か

す
た

め
に

、
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
を

使
っ

て
指

導
　

　
　

で
き

る
教

員
の

割
合

を
全

国
上

位
に

引
き

上
げ

る
こ

と
を

目
指

し
て

、
教

育
の

情
報

化
を

推
進

す
る

。
　

　
・
高

校
改

革
推

進
計

画
　

後
期

再
編

整
備

計
画

の
着

実
な

実
施

を
図

る
。

　 ３
　

教
職

員
が

教
育

活
動

に
専

念
で

き
る

よ
う

な
支

援
の

充
実

　
　

・
教

職
員

が
心

身
の

健
康

と
ゆ

と
り

を
持

っ
て

、
安

心
し

て
教

育
活

動
に

専
念

で
き

る
よ

う
、

各
種

相
談

事
業

の
充

実
・
強

化
を

　
　

　
図

る
と

と
も

に
、

ス
ト

レ
ス

診
断

実
施

を
全

教
職

員
が

行
う

こ
と

を
目

指
す

な
ど

、
心

身
両

面
の

健
康

保
持

増
進

に
努

め
る

。
　

　
・
事

務
の

効
率

化
、

会
議

の
縮

減
な

ど
に

よ
り

教
職

員
が

子
ど

も
と

向
き

合
う

時
間

を
確

保
し

、
教

育
活

動
に

専
念

で
き

る
環

境
　

　
　

づ
く
り

を
行

う
と

と
も

に
教

職
員

の
心

身
両

面
の

保
持

増
進

を
図

る
。

7
1

6
4
.8

年
度

基
準

値
目

標
値

a

9
9
.1

1
2
3
.9

%

目
標

指
標

名

実
績

値
b

達
成

率
b
／

a

％
Ｈ

２
２

4
3
.9

8
0

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

を
使

っ
て

指
導

で
き

る
教

員
の

割
合

ス
ト

レ
ス

診
断

実
施

率

％
H

２
２

5
8

基
準

値
2
5
年

度

達
成

3
3
.3

%

概
ね

達
成

３
３

.３
%

不
十

分
33

.3
%
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【
４

．
現

状
認

識
及

び
今

後
の

課
題

・
取

組
】

① → ② → ① → ① → → ② →

【
５

．
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

委
員

会
の

意
見

等
】

〇
先

生
の

ス
ト

レ
ス

の
問

題
は

大
変

大
き

な
課

題
で

あ
る

。
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

の
推

進
を

図
る

と
と

も
に

、
先

生
が

一
人

で
抱

え
込

ま
な

い
よ

う
、

地
域

や
家

庭
の

協
力

を
得

な
が

ら
、

効
率

的
・
効

果
的

な
教

育
活

動
が

展
開

さ
れ

る
よ

う
サ

ポ
ー

ト
体

制
を

強
化

す
べ

き
で

あ
る

。

O
E
N

（
大

分
教

育
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
）
シ

ス
テ

ム
を

効
果

的
に

活
用

す
る

こ
と

で
学

校
間

の
連

携
や

共
同

作
業

が
容

易
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

の
、

具
体

の
活

用
イ

メ
ー

ジ
を

描
き

に
く
い

と
い

う
職

員
か

ら
の

声
が

あ
る

。

教
員

の
超

勤
削

減
に

効
果

的
な

シ
ス

テ
ム

と
し

て
の

活
用

イ
メ

ー
ジ

研
修

や
ア

ン
ケ

ー
ト

集
計

等
の

学
校

間
連

携
作

業
を

中
心

と
し

た
更

な
る

研
修

機
会

の
充

実
が

必
要

。

管
理

職
の

意
識

向
上

に
向

け
引

き
続

き
研

修
会

や
会

議
で

指
導

す
る

と
と

も
に

、
全

職
員

に
年

2
回

以
上

の
実

施
を

呼
び

か
け

、
セ

ル
フ

ケ
ア

と
し

て
の

意
識

づ
け

を
図

る
。

市
町

村
が

ＩＣ
Ｔ
機

器
を

導
入

す
る

に
当

た
っ

て
適

切
な

判
断

が
で

き
る

よ
う

、
大

分
県

全
体

と
し

て
の

方
向

性
を

提
示

し
助

言
等

を
行

う
と

と
も

に
、

児
童

生
徒

の
２

１
世

紀
型

能
力

の
向

上
や

教
員

の
Ｉ

Ｃ
Ｔ
を

活
用

し
た

「
分

か
る

授
業

」
を

実
施

す
る

た
め

に
効

果
的

に
活

用
で

き
る

機
器

の
整

備
と

そ
の

検
証

を
実

施
す

る

　
３

　
教

職
員

が
教

育
活

動
に

専
念

で
き

る
よ

う
な

支
援

の
充

実

ス
ト

レ
ス

診
断

を
全

対
象

者
が

受
診

で
き

て
い

な
い

。

各
所

属
へ

実
施

結
果

を
報

告
し

受
診

勧
奨

を
行

う
こ

と
で

、
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

の
充

実
を

図
る

と
と

も
に

、
周

知
広

報
を

強
化

す
る

。

　
２

　
教

育
環

境
の

整
備

市
町

村
が

導
入

す
る

ＩＣ
Ｔ
機

器
に

つ
い

て
は

、
各

市
町

村
ご

と
の

財
政

状
況

等
に

よ
り

、
整

備
の

進
捗

に
差

が
生

じ
て

お
り

、
授

業
に

効
果

的
に

活
用

で
き

る
ＩＣ

Ｔ
機

器
の

導
入

や
多

機
能

型
端

末
等

を
活

用
し

た
モ

デ
ル

検
証

の
実

施
・
実

践
事

例
が

依
然

と
し

て
少

な
い

。

　
１

　
教

職
員

の
意

識
改

革
と

資
質

能
力

の
向

上

教
務

主
任

を
は

じ
め

主
要

主
任

等
が

、
学

校
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

重
要

性
を

理
解

し
学

校
運

営
に

参
画

す
る

意
識

が
高

ま
り

つ
つ

あ
り

、
運

営
委

員
会

が
全

て
の

学
校

に
設

置
さ

れ
、

多
く
の

学
校

で
週

一
回

程
度

開
催

さ
れ

る
な

ど
学

校
運

営
の

中
枢

と
し

て
機

能
し

つ
つ

あ
る

。
一

方
で

、
運

営
委

員
会

が
、

十
分

企
画

立
案

の
場

と
し

て
機

能
し

て
い

な
い

学
校

が
あ

っ
た

り
、

管
理

職
が

ミ
ド

ル
ア

ッ
プ

ダ
ウ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

十
分

理
解

し
て

お
ら

ず
、

主
任

等
を

十
分

活
用

で
き

て
い

な
い

学
校

が
あ

る
な

ど
、

「
芯

の
通

っ
た

学
校

組
織

」
が

完
全

に
定

着
し

て
い

な
い

。

管
理

主
事

、
指

導
主

事
等

の
学

校
訪

問
等

を
通

じ
て

、
「
芯

の
通

っ
た

学
校

組
織

」
定

着
の

た
め

の
指

導
・
支

援
を

引
き

続
き

行
う

と
と

も
に

、
教

職
員

研
修

の
中

で
組

織
に

お
け

る
一

人
一

人
の

役
割

と
使

命
を

自
覚

さ
せ

、
そ

の
責

務
を

果
た

す
た

め
の

目
標

管
理

能
力

の
向

上
や

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
図

る
な

ど
、

「
芯

の
通

っ
た

学
校

組
織

」
定

着
に

向
け

て
人

材
育

成
を

引
き

続
き

推
進

す
る

。

学
校

の
組

織
的

取
組

を
推

進
し

、
教

職
員

の
課

題
解

決
能

力
を

向
上

さ
せ

る
た

め
に

は
、

教
育

セ
ン

タ
ー

と
本

庁
各

所
属

と
の

更
な

る
連

携
の

も
と

、
研

修
内

容
を

充
実

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

。

教
職

員
研

修
企

画
調

整
会

議
等

を
活

用
し

、
関

係
機

関
と

の
一

層
の

連
携

を
図

る
と

と
も

に
、

研
修

内
容

の
充

実
を

図
る

。
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５　進 行 管 理 表

［第１号議案］



１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

③

④

イ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ ①

②

ウ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

25年度 27年度
達成度 担当課（局・室）

目標値年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a
目　標　指　標 単位

基準値

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策

施　　　  策

施策個別項目

施策個別項目
概　　　　要

1 県民の期待に応える教育行政の推進

県民の期待に応える教育行政の推進

Ⅰ 教育の再生と県民の期待に応える教育行政の推進

担当課・室

○県教育委員会と市町村教育委員会、各学校や教育機関が相互に課題認識を共有し、機能強化と連携
の推進を図る。

教育改革・企画課

県教委・市町村教委・各学校等が効果的な取組や課題を共有するため、市町村の首長等の出席のもと「小中学校長と
の地域別意見交換会」を前年度に引き続き実施した（２４、２５年度の2カ年で県内全１８市町村で実施（2巡済み））。

「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通った学校組織』」構築に向け、各教育事務所の学校改革担当指導主事
等を中心に、県下の全ての公立小中学校に年3回程度の学校訪問を実施し、継続的な指導・支援を行った。

各教育事務所の学校訪問とは別に「芯の通った学校組織」共有キャラバンを実施（求めのあった12校の小中学校を訪
問）し、各学校の取組状況やその効果、課題、疑問点等について教職員と率直な意見交換を行った。

学校評価をツールとした学校改善の取組の共通理解を図り、学校・家庭・地域が連携協力してより良い学校づくりを進
めるために「大分っ子学力・体力向上県民フォーラム」を実施した。

各教育事務所等が、学校に対して効果的な指導が行えるよう、指導の質の向上を図る必要がある。

県教委・市町村教委・各学校等が効果的な取組や課題を共有するため、「小中学校長との地域別意見交換会」等を活用し
た双方向の意思疎通を引き続き図る必要がある。

各学校の指導・支援を行うために必要な指導力の向上を図るため、有識者を招へいしての研修会や、先進地（広島県・秋
田県等）視察研修を実施するなど、指導力向上に努めた。

改革のキーパーソンとなる学校改革担当指導主事・管理主事・主幹教諭等の力量向上を図るため、昨年度に引き続き
研修や先進地視察を実施し、成果の共有を図る。

各学校に対して、指導主事による一貫性のある質の高い指導を行い、学力向上等の課題解決に向けた授業改善を促
進するため、協議や情報共有を行う体制として教科指導向上会議を設置した。

先進地への視察等を通して、管理主事や学校改革担当指導主事の力量の向上を図る必要がある。

・・・教育事務所のミッションが明確化（「芯の通った学校組織」の構築に重点的に取り組む等）し指導体制の充実も図れた
が、学校に対する効果的な指導が行えるよう、指導の質の向上が必要である。

今後丁寧な意思疎通のもと、全県的な視野で連携が図られるよう一層取り組む必要がある。

・・・２４、２５年度の2カ年で「小中学校長との地域別意見交換会」を実施してきたこと等により、子どもの学力・体力向上や
いじめへの対応、「芯の通った学校組織」等の効果的な取組や課題を県教委・市町村教委・学校間で共有することができ、
一層の意思疎通を深めることができている。

〈その他の新たな取組〉

学校・保護者・地域が協働で目標達成に向けた取組をモデル化し、その有効性や普及のあり方についての調査・研究を実
施するとともに、目標達成共有キャラバン等を通して市町村教育委員会や各学校にその成果の共有を図る。

「小中学校長との地域別意見交換会」を引き続き実施し、効果的な取組や課題の共有をより一層深める。

指標なし

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

ウ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ

ウ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア ①
②

イ

ウ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→ 引き続き多くの方に視聴してもらい、良い取組が県内外に広がるよう、内容の工夫・充実と動画の安定的な制作・配信
に努める。

地域「協育力」向上支援事業において、市町村が行う「学校支援活動」や「放課後子ども教室」等の取組の現状を把握す
るとともに関係者との協議の場を設け、地域の実情に応じた取組の拡大を支援した。
学校支援活動（10市町村56地域本部）　　放課後子ども教室（17市町村147教室）　　学びの教室（10市町65教室）

学校現場における生徒の成長の追跡や、授業の取組をシリーズ化した動画を充実させるとともに、教育庁チャンネル
（ホームページ）のトップ画面をカテゴリー別に区分けして掲載することなど動画検索をしやすくした。また、安定的な配信
と動画再生回数の維持を図るため、新規動画を毎週木曜日に定期配信（１件以上）することとした。

市町村に対して、ネットワークの核となる人材の確保や地域人材の養成のためのコーディネーター等研修会を開催する
（年３回）。

社会教育課

教育改革・企画課

｢おおいた教育の日」について、県民の関心が高まってきたが、十分に浸透しているとはいえない。

「放課後子ども教室」等への支援者、参加児童数が増加し、「協育」ネットワークに関わる地域住民の意識の変容が見ら
れるが、全ての小学校区で取組が実施されているわけではない。

教育庁チャンネルの動画配信数と再生回数の維持及び学校現場での良い取組が県内外に広がるよう、内容の工夫・充
実と動画の安定的な制作・配信をする手法の検討が必要である。

小規模校を抱える地域や地域人材の確保が困難な地域に対し、取組のモデル事例等を提示し積極的な働きかけを行
うとともに、支援者を対象とした研修を充実させ、地域人材の育成を継続して行う。

88.0%

学校現場等での良い取組をより多く配信するため、各課室等職員に撮影機材の貸出を行い、現地で撮影した動画を編集
してその取組を配信できるようにした。また、ニュースレターなどを通じてホームページにアップした動画の広報を行った。

年88

100.0%

年62

100

「宇佐市教育の日」「杵築市教育の日」等、地域に根ざした取組が見られていることから、各市町村における「教育の
日」の取組をサポートする等、県民総ぐるみの運動としてのさらなる定着を目指す。

・・・地域「協育力」向上支援事業の実施等による「協育」ネットワークの小学校カバー率は拡大したが、小規模校への対
応や事業拡大に向けた支援者の確保などの体制づくりに課題がある。

社会教育課○

303,000

H23 91

350,000H22

エッセー募集や推進大会の実施については、各種媒体（テレビでは大分捕物帖、ラジオではＣＭ、その他新聞、ホーム
ページ）でそれぞれ広報・宣伝を実施。
情報紙の配布については、小・中学校への配布の際に家庭数分を配布することで無駄を省く一方、自治会への回覧、
私立幼稚園への配布等配布先を増やし17万部とした。
協賛事業所の参加数の増加（111事業所から115事業所へ）

エッセー募集について、新聞広告で広く県民に紹介するとともに、総会やホームページ上で参加の呼びかけを行う。
10周年記念推進大会を実施し、この10年間の取組を総括する。

年100 教育改革・企画課

【重点】「協育」ネットワークの小学校
カバー率 83 91

・・・教育庁チャンネルの動画再生数が１日６００回を超え（平成２３年度１日平均２９５回）、総再生回数が５０万回を超え
るなど、視聴者が着実に増加している。

・・・「おおいた教育の日」について、県民の関心・参加が高まってきた。　11年目以降に向けては、これまでの取組を見直
し、再構築したい。

目標値年度

件 H22

106.1%

％

◎

◎

△ 年100

330,000

目標値a

県民への学校現場の動画配信
（教育庁チャンネルによる動画数）

達成度
27年度

担当課（局・室）
基準値 25年度

基準値 達成率b／a
目　標　指　標 単位

社会教育課｢おおいた教育の日｣普及事業における
行事への総参加者数

人

実績値b

349,973

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策

施　　　  策

施策個別項目

施策個別項目
概　　　　要

2 県民総ぐるみによる教育の推進

県民総ぐるみによる教育の推進

Ⅰ 教育の再生と県民の期待に応える教育行政の推進

担当課・室

○｢おおいた教育の日」の普及啓発や「協育」ネットワークを県内全域に拡充することにより、学校･家庭･
地域が連携し、県民総ぐるみで子どもを育てる気運を積極的につくる。
○学校現場で地道にがんばっている地域住民・児童生徒及び教職員等の良い取組を表彰するとともに、
動画等によりわかりやすく広く県民へ発信する。併せて、県民が教育について関心を持ち、話し合うことの
できる機会を充実させ、県民総ぐるみで子どもを育てる気運を醸成する。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

ウ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

③

イ ①

②

ウ

〈その他の新たな取組〉

エ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ

ウ

〈その他の新たな取組〉

エ

オ

カ

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅰ 教育の再生と県民の期待に応える教育行政の推進

担当課・室 人権・同和教育課施　　　  策 3 人権教育の充実

施策個別項目 人権教育の充実

施策個別項目
概　　　　要

○人権への配慮がその態度や行動に現れるような子どもの育成に向け、学校教育活動全体を通じた人権教育
を推進する。
○人権を尊重する意欲や態度、技能をもった地域住民の育成に向け、市町村が行う人権教育の取組を支援す
る。

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

80.8

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

体験的参加型人権学習の理解は進んでいるものの、実施学校数及び受講した児童生徒の割合は伸び悩んでいる。

92.2 85.8 93.1% 100 人権・同和教育課

◎ 人権教育推進のファシリテーター養成数 人 H22 126
○

○ 【重点】体験的参加型人権学習を受講した児
童生徒の割合

％ H22

173 191 110.4% 191 人権・同和教育課

近の人権教育に関する内外の動向を踏まえて、大分県人権教育推進計画（平成１８年２月策定）を改訂する。

ファシリテーターの養成数・活用は全体として増加しているものの、活用が不十分な市町村及びファシリテーターがある。

各学校の校内研修を積極的に支援し（５９校）、体験的参加型人権学習の実践的指導力の向上を図った。

大分県人権教育研究協議会が補助事業及び委託事業として実施していた進路保障に関する各種調査及び差別をなくす人権
標語募集を県の直接執行に変更し、その内容の充実を図る。

小・中学校及び県立学校の教頭等を対象にした体罰根絶研修会において、「ことばの暴力」についての内容を扱うなど人権を尊
重した指導の徹底を図るとともに、人権教育主任研修、初任者研修、１０年経験者研修及び管理職研修等において研修テーマ
に「暴言問題」を位置づけるなど、人権の視点からの「暴言防止」の取組を行った。

市町村人権教育推進講座を継続実施するとともに、市町村人権教育主管課長・担当者研修会、市町村人権教育調査訪問及び
人権問題講師団の活用促進により、市町村における人権教育の推進を図る。

体験的参加型人権学習の指定研究・活用研修、人権教育主任研修、初任者研修、１０年経験者研修及び管理職研修等におい
て研修テーマに「暴言問題」を位置づけるなど、教職員による暴言防止の取組を行う。

大分県人権教育研究協議会が補助事業として実施していた教職員対象の人権教育に関する各種研修（高等学校・特別支援学
校高等部人権教育担当者研修会、進路・学力保障学習会、「全国統一応募用紙」学習会、特別支援教育学習会、社会教育・啓
発実践交流会）を当課の直接執行に変更し、参加者の拡大などその内容の充実を図る。

学校における教職員による「言葉の暴力」が新たな人権問題となっている。

体験的参加型人権学習の指定研究校に県立学校２校を追加するとともに、指定研究のテーマにいじめ問題を位置づけることに
より、人権の視点からのいじめ防止の取組を図った。

「人権教育の指導方法等の在り方について」［第三次とりまとめ］を活用した教材「人権に関する知的理解と人権感覚を育て
る実践モデル（障がい者編、子ども編）」を追加作成し、ホームページで周知広報することにより体験的参加型学習の授業へ
の具体化を図った。

「人権教育の指導方法等の在り方について」［第三次とりまとめ］の簡易版をホームページで周知広報し、その積極的活用を
図るとともに、「体験的参加型人権学習指定研究」（小、中学校対象）及び「体験的参加型人権学習活用研修（県立学校対
象）」を継続実施し、体験的参加型人権学習の指導方法の普及浸透及び人権教育の日常的な推進を図った。

市町村人権教育推進講座（基礎・実践・指導者養成スキルアップ）を継続実施するとともに、市町村人権教育主管課長・担
当者研修会及び市町村人権教育調査訪問により、市町村に対して人権学習の指導・助言を行い、併せてファシリテーターの
活用を依頼した。

人権問題講師団のパンフレットを作成・配付し、ファシリテーターの活用促進及び市町村人権教育の支援を図った（講師派遣
１０１件（うち、人権問題講師団５９件、社会教育主事４２件）。

体験的参加型人権学習の指定研究及び活用研修を継続するとともに、［第三次とりまとめ］（簡易版）及び「実践モデル」の
活用促進や校内研修への支援を充実することにより人権教育の日常的な推進を図る。

体験的参加型人権学習の「実践モデル」を充実することにより、体験的参加型学習の授業への普及浸透を図る。

［第１号議案］
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４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→ 社会教育における人権学習を支援するため、ファシリテーターの増員に向けた研修を継続するとともに、市町村社会人権・
同和教育における県全体のレベルアップを図るため、新たな全県的推進体制の整備を検討する。

・・・体験的参加型人権学習を受講した児童生徒の割合は９３．１％で概ね目標を達成し、人権に関する知識的側面や価値的側
面の理解は進んでいるものの、日常的な人権尊重の姿勢及び行動につながる技能的側面に関する内容が不十分となってい
る。また、インターネットによる誹謗中傷などの新たな人権課題への対応が必要である。

体験的参加型人権学習の指定研究・活用研修、教材（［第三次とりまとめ］の「簡易版」、「実践モデル」）の活用及び教職員
への各種人権教育研修を引き続き実施するとともに、各学校における全ての教育活動（各教科、特別活動、道徳、総合的な
学習の時間等）に人権教育を位置づけた全体計画及び年間指導計画を整備する。また、人権に関する知識や価値観を日常
生活で用いる諸技能を実践させる学習サイクルの定着を進めるとともに、インターネットを介した人権侵害、性同一性障害等
の新たな人権課題に関する研修や学校に対する指導・助言に取り組む。

・・・ファシリテーターの養成数は目標を達成し、その利用件数は全体として増加しているものの、今後は高齢化や異動等による
実働数の減少が想定される。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ ①

②

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→

エ

→

25.0 100 義務教育課

H22 9.5

義務教育課

義務教育課97.2%

H22

90

0.0% 100

義務教育課

H22

H22

100.0%

33.3%

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進

担当課・室 義務教育課施　　　  策 1

53 63.5 59.7 94.0% 70

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a

義務教育課

○「低学力層の底上げ」及び「上位層への更なる引き上げ」を図り、子ども達が夢に挑戦し、自己実現できる
ための確かな学力を育成する。

達成度 目　標　指　標
27年度

目標値

施策個別項目
概　　　　要

％ H22 69.4

82.4%

「生きる力」をはくぐむ学校教育の推進

施策個別項目 （1） 義務教育における基礎的・基本的な学力の定着

中２

％ H22 87.3 88.8 86.3

×

％

9.7

単位
基準値 25年度

75.7 68.3

義務教育課H22

【重点】「全国学力・学習状況調
査」の全国平均を超えた教科の
割合

【重点】基礎・基本の定着状況
調査における低学力層の割合

中２

％ H22

7.0 7.0

0.0

54.8 86.3% 70

8.5

0

7.0

小６

中３

％

6 義務教育課小５

％ 6

○

△

◎

△

×

× 75.00

【重点】基礎・基本の定着状況
調査における学力が全国平均
以上の児童生徒の割合

小５

63.5

中２

53

％

75.0

％

中学校教科指導力向上協議会において実践事例及び評価問題集を作成し、県内の教員に授業モデルを示す。

・・・学校や教科部会等の組織的な指導の改善等を通じて、児童生徒の活用する力を高める必要がある。

・・・小学校は、全国学力・学習状況調査における全国平均を超えた教科は算数Ａのみであるが、各教科とも全国平均との
差は年々小さくなっている。各学校における取組のＰＤＣＡサイクルの質の向上が課題である。

・・・低学力層の更なる減少を目指し、個に応じたきめ細かな指導の好事例を教員が共有する必要がある。

○

○

習熟度別指導推進教員が年間５回の公開授業を実施し、工夫点や効果的な取組を域内に広げる。

・・・中学校は、授業改善が教科担任個人に任されている現状があり、各種学力調査の結果を経年で見ても、安定していな
い。学力向上支援教員に加え、教科部会のミドルリーダーを育成し、組織的な授業改善を推進する必要がある。

リレー式授業改善協議会等において学力向上検証会議の提言を徹底し、各学校の学力向上に向けたＰＤＣＡの充実を
図る。

リレー式授業改善協議会に、英語科の指導力向上を目的とした協議会及び家庭や地域との連携による学力向上の推進
を目的とした協議会を加え、指導力の向上と児童生徒の学習状況等の改善を図る。

大分県学力定着状況調査の「知識」において、低学力層の割合が標準分布に比べて１～２ポイント高い教科がある。

全国学力・学習状況調査において、「問題A（知識）」に比べて「問題B（活用）」に課題がある。思考力・判断力・表現力を育て
る授業を学力向上支援教員等を活用し、さらに広げていく必要がある。

中学校学力向上対策支援事業において、教科部会等を活用したネットワークによる授業改善を支援する。

学力向上検証会議を年間２回実施し、学力向上に向けた提言を示すとともに、その取組を評価した。

英語力向上プロジェクト会議を立ち上げ、中学校における英語授業の課題及び対応策を周知した。

学力向上支援教員等協議会に加えて、１０月から１１月にリレー式授業改善協議会を４回開催し、各学校の校長、国語担当
教員、算数数学担当教員、司書教諭等対象を変えながら、 新の教育情報や先進地の好事例の共有を図った。

90.2% 80 義務教育課

授業がわかると感じている児童
生徒の割合

小５

中学校英語問題データベースを導入し、中学校３年間に基礎的基本的な知識・技能の定着を図る。

習熟度別指導推進教員を小学校算数・中学校数学・英語に各１８名配置し、個に応じたきめ細かい指導の充実を図る。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

体育保健課

体育保健課

体育保健課

体育保健課

体育保健課

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進

担当課・室 体育保健課施　　　  策 1 「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進

施策個別項目 （２） 子どもの体力の向上

施策個別項目
概　　　　要

○基本的な生活習慣や自分自身を大切にする態度を身につけさせるための健康教育を推進する。
○食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけるための食育を推進する。
○生涯にわたって運動やスポーツに親しむ資質や能力の育成するとともに体力・運動能力の向上を図る
ための学校体育を充実させる。

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

41.0 29.7 72.4% 50.0

○
運動部活動への加入率

中学生 ％ H22 67.7

× 【重点】体力・運動能力調査で県平均が
全国平均以上の種目の割合

％ H22 30.7

69.1 68.6 99.3% 70.0

○ 高校生 ％ Ｈ22 42.3 43.0 42.9 99.8% 45.0

× 運動・スポーツをほとんど
しない小学生の割合
（学校の体育授業を除く）

男子 ％ H23 15.8 11.8

小学校体育授業や中学校運動部活動に加え、高等学校運動部活動への地域スポーツ人材の派遣を行った。

14.9 79.2% 7.9

× 女子 ％ H23 30.3 22.7 29

△

78.3% 15.2

体力・運動能力調査の県平均で見るとすべての年齢で体力合計点が向上しているが、全国平均に追いついていない。

本県では、小・中学校ともに「体育の授業以外に体力向上の取組を行っている学校」の割合が全国平均より低い。

「わかる、できる、たのしい」体育・保健体育授業を目指して、指導内容の体系化を図るなど研修会・講習会の充実を
図った。

中・高の一校一実践が充実するよう、各種研修会等で趣旨の説明や好事例の紹介を行う。

学校体育研究会と協力し、九州学校体育研究発表大会に向け研究授業を繰り返し教師の指導力の向上を図る。

運動部活動への入部率向上に向けたモデル校（地域）を指定する。

・・・校種が上がるほど、運動・スポーツをしない割合が増加するなど、運動の習慣化・日常化が図られていない。

よい体育・保健体育授業について、指導方法、指導内容の両面から理解を深められるよう研修等を実施する。

・・・体力・運動能力調査の結果を見ても、体力は向上してきているが、全国平均との比較では中・高校生に課題が残って
いる。

児童生徒の体力向上に向けた「一校一実践」の取組を全ての小・中・高校で実施した。

運動好きを増やし運動の実施頻度を高めることを目指して、「一校一実践」の定着と内容の充実を図る。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ ①

②

③

〈その他の新たな取組〉

ウ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

③

イ ①

②

③

〈その他の新たな取組〉

ウ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→

エ

→

薬物乱用防止の取組を関係機関との連携を図りながら推進する。（県薬務室と連携し、研修の際に薬物乱用防止に関
する 新情報のパンフレットを配布。）

県費で「栄養教諭を活用した食育推進事業」を実施し、これまでの流れを継続し、県内各地域での食育の推進を図る。

安全・安心な学校給食に向け、地場産物の活用、規則正しい食習慣などを児童生徒だけでなく、保護者をはじめとする
県民にも啓発を図る。

地場産物を活用した学校給食ＰＲのため、７月に夏野菜カレーフェアを開催し、学校給食週間と合わせ年間２回の啓発
を行う。

１００％設置に向けて、今後も各種会議で現状と必要性を説明し、設置を促す。

・・・薬物乱用防止教室の実施率は、向上しているものの、依然として不十分である。

中学校・高等学校の実施率の向上に向けて、研修への参加呼びかけや身近な講師の紹介等の働きかけを継続する。

・・・12歳児1人当たりむし歯本数は、全国でワースト３位である。

フッ化物洗口推進事業普及啓発用DVDを作成し、県内全小中学校に配布するとともに、研修への参加呼びかけや身近
な講師の紹介等の働きかけを継続する。
PTA連合会や県歯科医師会、県薬剤師会等の関係団体と連携し、学校等へ専門家を派遣してフッ化物に関する正しい
知識の普及に努める。

・・・学校保健委員会の設置率は年々上昇しているもの全校には設置されていない状況である

110.1% 100

97.5 112.6% 10086.6

担当課（局・室）
年度 目標値基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a

68.4 体育保健課

27年度

60.6 57.7 95.2%

96.7% 100

体育保健課

栄養教諭等が学級担任や教科担任と連携し、学校教育活動全体を通じて、朝食の大切さやどのような食べ物が有効で
あるかなど食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけさせるための指導を実施した。また年間を通して栄養教
諭を活用した食育推進事業を県内６地区で開催した。

１月の学校給食週間にあわせて、実際に学校給食で出されている県産品を活用した献立を県庁で提供し、広く県民に
地産地消をＰＲした。

年間１回だけの取組だけではなく、月１回食育の日をもうけて、学校給食に地場産物を活用する献立などを考え、ＪＦや
ＪＡ等の農水産関係機関とも連携を図った。

研修等の機会をとおして、市町村教委や県立学校に「薬物乱用防止教室」を学校保健計画に位置づけることや中学校・
高等学校で実施することの重要性について周知を図る。

市町村健康教育主管課長会議等で、各市町村の学校保健委員会の設置状況を示し、設置を依頼した。

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進

担当課・室 体育保健課施　　　  策 1 「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進

施策個別項目 （３） 子どもの健康づくり

施策個別項目
概　　　　要

○子どもの健康を守るため、養護教諭や保健主事の資質向上のための研修会の充実を図り、学校保健委
員会を設置し、学校・家庭医療機関等との連携を推進する。
○基本的な生活習慣や自分自身を大切にする態度を身につけさせるための健康教育を推進する。
○食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけるための食育を推進する。

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度

％

○

中２ 体育保健課

100H22 95.5 98.0 95

％

H22 94.2 97.3 94.1

△
「学校給食１日まるごと大分県」などの取
組における学校給食での地場産物の利
用率

％ H22 75.1

薬物乱用防止教室を実施している
小・中・高校の割合

％ H22 48.9

◎ ％ H22 66.4

90.0

H22 68.2 87.3 96.1

87.1%

○ 96.9%
朝食を毎日食べるようにしてい
る児童生徒の割合

小５

学校保健委員会の設置率は年々上昇しているが、薬物乱用防止教室の実施はまだ不十分である。

養護教諭や保健主事等学校保健関係者の資質の向上を図るため、児童生徒の多様な健康課題に対応するよう研修会の
内容を工夫した。

朝食の摂取率については、学校だけの取組では難しいので、家庭への啓発に重点をおいてＰＲを行う。
地場産物の活用は、学校栄養士等にメニュー改善や仕入れ方法の工夫等のアドバイスを行う。

学校保健委員会を設置してい
る小学校の割合

小５

中２

100 体育保健課

前年度、薬物乱用防止教室未実施校（県立）には、県が実施する薬物乱用防止教育研修会への積極的な参加を依頼し
た。

「小中学校フッ化物洗口推進事業」を実施し、県内のむし歯状況の改善を目指す。

・・・朝食の摂取率については、停滞傾向にあるものの、学校給食における地場産物の活用率は、徐々に上がってきてい
る。

78.4

朝食の摂取率や地場産物の活用率は、停滞傾向にある。

○

○ ％

体育保健課

体育保健課◎

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

ウ

エ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

ウ

エ

〈その他の新たな取組〉

オ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

ウ

エ

〈その他の新たな取組〉

オ

カ

キ

ク

△

％

％

△

○ 職場体験を実施した中学校の割合 ％

【重点】留学生等との国際交流活動を実
施した小学校の割合

× 中学校 ％

△ 理科が好きな子どもの
割合

小学校 89.9% 90

H22 98.5

義務教育課

99.4 98.4 99.0% 100 義務教育課

62.4 75.2H22 90

H22 26.2

84.7 87 78.2H22

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進

担当課・室施　　　  策 1 「生きる力」をはくぐむ学校教育の推進

施策個別項目 （4） 時代の変化を見据えた教育の展開

教育改革・企画課

義務教育課

高校教育課

小学校から中学校に進むと、理科が好きな子どもの割合が減少する状況がある。（義務教育課）　　　　　　

国際交流活動を実施する小学校は増えてきたが、取組が十分でない市町村もある。（義務教育課）

義務教育課

75 63 84.0% 100 義務教育課

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b

59.2 78.7%

小学生国際交流活動推進事業のメニューに市町村担当者説明会を加え、引き続き実施する。（義務教育課）

中学校職場体験実施状況調査を行い、学校と地域との連携を促した。（義務教育課）

一流の講師による講演、思考力や表現力を育むセミナーを通じ、将来の日本を支える人材として世界へ挑戦する気概と
リーダーとしての素養の育成を図る。（高校教育課）

国際交流活動については市町村が主体的に実施できるよう、　市町村担当者説明会などを活用し、ノウハウの共有を図
る。（義務教育課）

施策個別項目
概　　　　要

達成度 目　標　指　標 単位
基準値

達成率b／a 目標値

25年度 27年度

○これからのグローバル社会を見据え、言語や文化の違いなど異文化を直接体験し、国際理解を深める
機会を増やすため、全ての小・中学生が外国の文化や価値観に直接触れる機会を創出することを目指
す。（義務教育課）
○子どもの科学や環境問題に対する興味・関心を高めるとともに、創造性や独創性をもった人材を育成す
る取組を推進する。（義務教育課）
〇職場体験の体系的な実施により、小・中学生の社会的・職業的な自立に向け必要となる能力や態度の
育成を図る。（義務教育課）
○将来にわたり活力ある大分づくりを推進し、ふるさとに軸足を置きながら、世界にも挑戦出来る人材を育
成するため、リーダー育成のためのプログラムや海外留学、理数系の人材育成につながる活動等の機会
を学校の枠をこえて提供し、進路選択に向け生徒の意識の向上を促す。（高校教育課）

世界に挑戦できる人材育成を見据えたリーダー養成のための取組を充実する必要がある。（高校教育課）

職場体験活動等を活用した、系統的なキャリア教育を推進する必要がある。（義務教育課）

小学生と外国人留学生等との交流活動を推進する市町村等を支援するとともに、外国の文化や考え方等に対する子ども
達の体験的理解を深め、コミュニケーション能力の素地を養うため小学生国際交流活動推進事業を実施した。（義務教育
課）
【事業内容】
①子ども国際交流キャンプ　②大学キャンパスへの１日留学　③留学生との交流会　④車いすマラソン外国人選手との交
流会　⑤国際交流活動事例集の作成

引き続き、学力向上支援教員（小学校理科）を配置し、当該教員の公開授業を実施（５回）するとともに、小学校理科観察・
実験研修会及び観察・実験の指導力向上研究協議会を開催する。（義務教育課）

中学校職場体験実施状況調査により、学校と地域との連携や異校種間連携を意識した実践を促す。　（義務教育課）

科学の甲子園ジュニア大分県大会を実施。（義務教育課）

次世代リーダー育成プログラムを引き続き実施し、新たに高校２年生を対象に東京での中央官庁や有名グローバル企業
等での体験研修を加えるなど一層の内容の充実を図る。（高校教育課）

「大分県グローバル人材育成推進会議」を設置し、大分県から世界に通用する人材を育成する上での教育上の課題・今
後の取組について協議・検討する。（教育改革・企画課）

スーパーグローバルハイスクール校の研究開発に支援を実施する。（高校教育課）

科学の甲子園ジュニア大分県大会を実施（義務教育課）

学力向上支援教員（小学校理科）を配置し、当該教員の公開授業を実施（５回）するとともに、小学校理科観察・実験研修
会及び観察・実験の指導力向上研究協議会を開催した。（義務教育課）

［第１号議案］
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４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→

→ 生徒の海外留学への支援を行うとともに、スーパーグローバルハイスクール校の成果を県内に普及させる。

大分県グローバル人材推進会議での検討を踏まえ、大分県グローバル人材育成推進プランを策定する。

・・・グローバル社会の進展の中、世界に通用する人材育成の一層の充実が重要。（教育改革・企画課、高校教育課）

中学校の理科授業で、観察・実験の充実を図るとともに、日常生活や社会とのかかわりの中で生徒が科学を学ぶ楽し
さや有用感を高められるよう、市町村教育委員会を通じて指導・助言を行う。

・・・留学生等との国際交流活動を実施した小学校の割合は、目標達成に至らなかったが、前年と比べ実績値で１７ポイン
トの伸びを示しており、調べ学習など国際理解に関わる活動を行う学校数も増えつつある。（義務教育課）

・・・小学校から中学校に進むと、理科が好きな子どもの割合が減少する。（義務教育課）

国際交流活動実施校や参加児童を増やしていくための広報活動を促進するとともに、市町村教育委員会が国際交流
活動を主体的に取り組めるよう引き続き支援する。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア ①

②

③

イ

ウ ①

②

エ

オ

カ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ

ウ ①

②

エ

オ

カ

〈その他の新たな取組〉

キ

ク

ケ

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進

担当課・室

義務教育課

施　　　  策 1 「生きる力」をはくぐむ学校教育の推進 社会教育課

施策個別項目 （5） 豊かな心の育成
高校教育課

文化課

目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

施策個別項目
概　　　　要

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

担当課（局・室）
年度 基準値

○幼児期からの読書習慣の育成や中学校・高校における読書時間の確保により、感性や想像力、コミュニ
ケーション能力等人生をよりよく生きる力を身に付けさせる。（義務教育課）
○道徳教育を充実させるとともに、道徳教育の一環となる体験活動を推進することを通して、規範意識、倫
理観、コミュニュケーション能力等を育み、豊かな人間関係を築く。（義務教育課）
○公立図書館やボランティアと連携した学校での子ども読書活動を充実させ、家庭における読書活動の重
要性についての理解を促進するとともに、読書活動や体験活動等を通して子どもの規範意識や倫理観、コ
ミュニケーション能力等をはぐくむ（社会教育課）
○読書機会の拡大や学校図書館の有効利用により、生徒の主体的・意欲的な学習活動や読書活動を充
実し、確かな学力をはぐくむ。（高校教育課）
○中・高等学校における文化芸術活動の活性化に努める。（文化課）

96.8 100 98.2小学校 ％ H22 98.2% 100
義務教育課

70.7% 100中学校 ％ H22 63.2 85.2 60.2

58.8 73.5% 100中学校 ％ H22 51.1 80

小学校 ％ H22 48.9

11.6 89.9%

中学校 ％ H22 40.1 80 28.2
体験活動を年間３５時間以上
実施している学校の割合

小学校 ％ H22 43.1 75

14.6 社会教育課

地域人材の活用について周知したことにより地域人材の情報をふまえた教育課程の編成・改善等が図られた。しかし、体
験活動を年間３５時間以上実施している学校の割合は依然として伸び悩んでいる。（義務教育課）

高等学校においては読書時間の確保が難しい。（高校教育課）

×

【重点】読書活動を週１回以上
実施している学校の割合

49.1 65.5% 100
義務教育課

道徳の時間に地域人材を活用
している学校の割合

75 48.4 64.5% 100
義務教育課

35.3% 100

△ 公立図書館における中学生以下の
子ども１人あたりの児童書貸出冊数

冊 H22 10.4 12.9

○
×
×

×
×
×

年１回開催であった司書教諭研修を２回に拡大し、図書館教育におけるPDCAサイクルの確立を図った。（義務教育課）

県下小中学生の不登校対策として、県教育センターと連携し、県立図書館の機能、環境を活用して適応指導教室「ポラン
の広場」に通う児童生徒の早期学校復帰を支援。(試行 計10回）（社会教育課）

子どもの読書活動関係者を対象にしたフォーラムやコンクールを実施。（社会教育課）

授業で月に数回以上図書館を活用する中学校は、平成２４年度は２０．６％となり、２年間で８．６ポイント上昇したが、
第３学年の読書活動の実施は依然として伸び悩んでいる。（義務教育課）

学校図書館活用教育モデル校公開研究発表会をとおして、読書指導の在り方について広く理解を図る必要がある。
（義務教育課）

不読者をゼロに近づける必要性を理解させるとともに、中3の読書活動を進めることが必要。（義務教育課）

学校図書館の環境整備と活用および学校司書の配置は、一部を除いて進んでいない。（社会教育課）

学校図書館と公立図書館等との連携や取組は地域により差がある。（社会教育課）

校長等リーダーシップ研修において図書館活用教育の意義とマネジメントの必要性について理解を図った。（義務教育
課）

学校図書館アドバイザーを小学校（36校）に派遣するとともに、小・中学校の学校司書を対象にスキルアップ研修会（12
回）を実施。（社会教育課）

学校・地域の図書館活用教育の推進に繋げるため、県立図書館において休館日に県内の児童生徒に図書館施設を開
放して調べ学習を体験させるスクールサービスデイを本格実施。（10回10校 1,078人）。（社会教育課）

中学校、高等学校の生徒の鑑賞及び発表機会が十分でない。（文化課）

中学校、高等学校と芸術文化関係施設との連携が十分でない。（文化課）

「協育」ネットワークを活用した地域人材の活用について周知し、教育課程研究協議会等で活用の促進を図った。（義務教
育課）

学力向上推進会議において、共通到達度テストの成績と読書に対する意識の相関に関する分析をもとに読書指導、図書
館活動の促進について啓発した。（高校教育課）

学校等と県立美術館の連携推進協議会のメンバ－として、県立美術館の積極的な活用について協議した。(文化課)

県立図書館情報ネットワーク（ＯＬＩＢ）による、小中学校からのインターネットを利用した蔵書検索と申込みによる協力貸
出（近隣公立図書館まで図書を配送）を実施（小学校　53校、中学校　17校　計70校参加）。（社会教育課）

芸術会館のラストコレクション展開催に合わせ、県立学校及び小学校の児童生徒の鑑賞のためのバス代の補助を実施。
(文化課)

［第１号議案］
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平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ ①

②

ウ ①

②

エ

オ

カ

〈その他の新たな取組〉

キ

ク

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→

エ

→

オ

→

カ

→ 各種団体と連携し文化芸術イベントへの積極的な参加、鑑賞を促すとともに、県立美術館等の芸術文化関連施設と連
携し児童生徒が芸術文化に直接触れることができる機会の充実を図る。

地域人材を活用している事例、体験活動を実践している教育課程の編成事例等を研修会等をとおして共有し、教育課
程の改善を図る。（義務教育課）

市町村における子ども読書活動推進計画策定を引き続き促進するとともに、子ども読書フォーラムやコンクールの開催
により、優れた取組の普及を図る。

・・・高等学校において読書時間の確保のための工夫が必要である。（高校教育課）

県立学校図書館教育推進者研修や諸会議を通じて、生徒の読書活動の充実や学校図書館を利活用した授業実践が
学力向上に有効であることを説明し、各学校に組織的な取組を求める。

・・・児童生徒の文化芸術の鑑賞・発表機会や芸術文化関連施設と連携した取組が十分でない。(文化課)

・・・読書活動を週１回以上実施している中学校の割合は、９．８%増加したが、基礎・基本の定着のための学習等に時間を
充てる学校が多いため、目標値には届かなかった。機会を捉えて、読書指導ならびに学校図書館教育の取組を周知して
いくことが今後の課題となる。（義務教育課）

司書教諭研修や教育課程研究協議会を通じ、学校全体で図書館活用教育および読書活動を推進する体制の整備を図
る。

・・・学校図書館の環境整備と活用および学校司書の配置は、一部では進展したが依然として地域に差異がある。（社会教
育課）

学校図書館活用啓発講演会により学校図書館の重要性や公立図書館との連携について周知を図るとともに、学校図
書館アドバイザー派遣やスキルアップ研修会により学校図書館の活用促進と学校司書の資質向上を図る。

・・・地域人材の活用について周知したことにより体験活動を行う時間の確保や地域人材の情報をふまえた教育課程の編
成・改善等が図られた。しかし、体験活動を年間３５時間以上実施している学校の割合は依然として伸び悩んでいる。（義
務教育課）

子どもと本をつなぐ活動をしている人(ボランティアリーダー）に学習の機会を提供するための講演会や、読書の基本姿勢を
つくる乳幼児期の重要性について理解を深めるための実践テキストの作成・おはなし会を実施する。（社会教育課）

県立学校図書館教育推進者研修の実施により、司書教諭、学校司書等のスキルアップを図ることで、各学校における読書
活動及び学校図書館を利活用した授業実践を充実させる。（高校教育課）

引き続き管理職研修、教務主任研修、学力向上推進会議等において読書活動の効果や有用性について、研修・啓発を行
う。（高校教育課）

２７年度県立美術館開幕展小学生招待事業について、県立美術館、美術館推進室とその実現に向けて密接に連携する。
(文化課)

・・・県内公立図書館全体としての児童書貸出数には伸びが見られたが、学校図書館と公立図書館等との連携や公立図書
館等の取組には地域により差がある。（社会教育課）

学校図書館機能アップ支援事業（社会教育課）に参画し図書館活用教育の有効性を説明。（義務教育課）

学校図書館アドバイザーの派遣（26校）や小・中学校の学校司書を対象にスキルアップ研修会を実施（12回）。（社会教
育課）

「協育」ネットワークを活用した地域人材の活用について周知し、教育課程研究協議会等で活用の促進を図る。（義務
教育課）

ふるさと魅力発見継承推進事業で地域人材を活用した授業を実施する施策を構築した。（義務教育課）

スクールサービスデイやＯＬＩＢによる協力貸出を継続実施するとともに、不登校対策支援についても本格 実施し、市町
村立図書館の取り組みに繋げる。（社会教育課）

県内の子ども読書活動の推進を図るため、公立図書館等職員研修会（年６回）に加えて、市町村立図書館の児童サー
ビス担当者を対象に児童サービスの理念やスキルを学ぶための研修を実施する。（社会教育課）

中・高文連等と連携し、中高生芸術文化祭(ミラスタ)やまちなかアートギャラリー等の芸術文化イベントへの積極的な参加
及び鑑賞を促す。(文化課)

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進

担当課・室 義務教育課施　　　  策 1 「生きる力」をはくぐむ学校教育の推進

施策個別項目 （6） 幼児教育の充実

施策個別項目
概　　　　要

○幼稚園は、学校教育の始まりとして「生きる力」の基礎を育成する重要な役割を担っており、幼児期にお
ける教育の質を高めていくことが必要となってくる。また、保護者の子育て支援に関しては、預かり保育の
拡充や子育て相談の充実などの課題があり、幼稚園が地域における幼児教育のセンターとして子育て支
援機能を持つことが必要である。

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

140

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

170 135 79.4% 190 義務教育課

○

× 教育要領に関する研修参加者数 人 H22

教育課程研究協議会（10月実施）の参加者数が伸び悩んでいる。

237 318 134.2% 250 義務教育課

◎ 【重点】幼稚園・保育所との交流及び連絡
会を実施している小学校の割合

％ H23 75.7

◎ 幼保小連携研修会参加者数 人 H22 216

90 100 111.1% 100 義務教育課

関係機関と連携して、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の説明会を開催する。

幼保小連携研修会等において講師に1日対応で講義及び助言等を依頼するなど、研修内容の充実を図る必要がある。

教育課程研究協議会において、地区代表者以外にも参加を呼びかけるとともに、協議内容を前年度と違う内容に設定する
など、新たな参加者が出席しやすいよう工夫を講じた。

こども子育て支援課、私学振興青少年課と連携して、幼稚園・保育所・認定こども園の教職員を対象とした「子ども育成研
究交流セミナー」を開催した。

・・・平成27年4月実施予定の「子ども・子育て支援新制度」の主旨を踏まえ、保育の質の向上を図る必要がある。

関係機関と連携して、保育者の実践的指導力につながる研修を開催する。

・・・幼保連携型認定こども園教育・保育要領について市町村教育委員会及び認定こども園の教職員に対して理解を進め
る必要がある。

幼保小連携研修会においては、8月と2月で違う内容、違う講師に終日の講義及び助言等依頼して内容の充実を図った。

私立幼稚園連合会に代表者以外の積極的な参加を依頼するなど、より多くの方に参加をいただけるような工夫を図る。

こども子育て支援課と連携して、幼稚園・保育所・認定こども園の教職員を対象とした「子ども育成研究交流セミナー」を開
催する。

保育力向上研修事業を新たに構築。幼児教育における今日的課題の解決に向け、保育の質の向上に焦点を当てた「保育
力向上研修会」を年２回（8月・2月）に開催する。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進

担当課・室 高校教育課施　　　  策 1 「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進

施策個別項目 （７） 高校生の進学力・就職力の向上

施策個別項目
概　　　　要

○高い目標に挑む意欲の醸成と進路実現に向け、進学指導重点校を中心に難関大学及び 難関大学入
試に対応できる学力及び教科指導力の強化を図る。
○高校生の職業意識の啓発や就職の資質的向上を図り、希望する職種への就職を実現させるため、キャ
リアコーディネーターを配置し、就職率の向上と早期離職の防止に取り組む。

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

98.1

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

98.6 99 100.4% 100 高校教育課

○

◎ 【重点】新規高卒者就職内定率 ％ H22

教師の教科指導力の強化を図る必要がある。

94 87.7 93.3% 95 高校教育課

△ 授業がわかると感じている生徒の割合
（高１）

％ H22 48.9

○ 【重点】大学志望達成率 ％ H22 92.4

55 49.3 89.6% 60 高校教育課

より高い志を持たせるための仕掛けとして、生徒間や教員間の学校の枠を超えた学びあいの場を、より一層充実させ
る。

・・・就職後３年間で離職する割合は、九州で１番低くなっているが、３５％程度の者が離職しているため、離職防止の取組
が必要。

勤労観や職業観の醸成を図るため、インターンシップや外部講師を活用した授業をより一層充実させ、就職意識の向上
を図る。また、各学校に卒業生の相談窓口を設置し、早期離職の防止に役立てる。

キャリア教育を推進するための中心的役割を果たす教員を育成する必要がある。

将来のスーパーティーチャーの育成を目指し、国語、数学、英語の３教科の教員を県下から各15名程度集め、入試問題研
究、作問研修及び授業研究を実施するなど、教科指導力の強化を図るため取組を推進した。

キャリアコーディネーターを県内6地区に9名配置し、県内企業の情報収集や各学校で地元企業説明会を開催することで、
地元優良企業とのマッチングの強化を図り、就職希望者に対してきめ細かな就職支援に取り組んだ。

キャリアコーディネーターを活用し、県内企業の情報収集や各学校での地元企業説明会を開催することで、地元優良企業
とのマッチングを強化する。また、卒業生の相談窓口の設置を行い、早期離職の防止を図る。

研究指定校を中心に、言語活動を充実した授業改善、思考力等を育成するための手法等、研究開発を図る。

・・・国公立大学進学率は進学指導重点校において向上しているが、難関大学合格者数の減少に対する一層の取組が必
要。

進学指導重点校及びその近隣校や大分市内の進学校を対象として、進路指導体制の構築についての協議会・研修会を
実施した。

生徒合同セミナーを継続実施するとともに、教員の指導力向上プログラムを３教科（国・数・英）から理科・地歴を加えた５教
科対象へ拡大して実施。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

エ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅱ 子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進

担当課・室 特別支援教育課施　　　  策 1 「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進

施策個別項目 （８） 一人一人の障がいに応じた指導の充実

特別支援教育課

施策個別項目
概　　　　要

○障がいのある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた教育的支援の充実を図るため、特別支援教育
を担う教員の専門性の向上、知的障がい特別支援学校高等部生徒に対する就労支援体制の強化等に取
り組む。

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

90

95.8 92.4 96.5% 100

20.8 27.1 130.3% 2613.1

91

82.6 90.5 109.6%

H22

◎ 【重点】知的障がい特別支援学校
高等部生徒の一般就労率

％ H22

特別支援学校在籍生徒の現場実習の受
入事業所数（１校あたり）

事業所 H22 71.8

○

特別支援学校教諭免
許状の保有率

特別支援学校
小・中学部

％ H22

×
小・中学校
（特別支援学級
担当教員）

％ H22

○ 特別支援学校
高等部

％

37.3 75.4% 70

知的障がい特別支援学校高等部卒業生の一般就労率が飛躍的に向上し、全国平均値との差も縮まってきた。今後、生徒
の雇用先の開拓と、職業能力の向上を目指した学校教育の充実という両面の取組の推進が必要。

小・中学校特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状保有率は、依然として目標値を下回っている。認定講習
受講、免許状保有者の配置に関する市町村教育委員会への働きかけが必要。

24.7 49.5

特別支援教育課
91.6 83.3 90.9% 100

○

特別支援教育課

80.9

◎

知的障がい特別支援学校１１校を対象に、地域ネットワークの構築、メンテナンスの技術指導及び技能検定を実施。

宇佐、南石垣、大分、佐伯、竹田、日田の６支援学校に就労支援アドバイザーを配置。

各市町村教育委員会へ、免許状保有者を特別支援学級担任に当てること等を趣旨とした通知文書を発出。

今後も、各市町村教育委員会へ、特別支援学校勤務経験者の配置、認定講習の受講等を積極的に働きかけるととも
に、教職員研修の一層の充実や、市町村教育委員会との連携による特別支援学級訪問指導の拡充等により、特別支
援学級担当教員の資質向上を図る必要がある。

・・・本県の知的障がい特別支援学校高等部生徒の一般就労率は約２７％（平成２５年度卒業生）であり、既に平成２７年
度目標値を達成した。しかし、 新の全国平均の数値は約３０％（平成２４年度卒業生）であり、全国平均まであと一歩の
状況にある。

知的障がい特別支援学校１１校で、地域の事業所や労働機関等の関係者を招聘したエリア別情報交換会（年３回）を
新規実施。また、メンテナンスの技術指導及び技能検定を継続実施。

県内６圏域に、各域の企業開拓やエリア別情報交換会の企画等を行う就労支援アドバイザー６名を継続配置。県教委
主催で、就労支援アドバイザー及び各特別支援学校進路指導主任対象の情報交換会（年３回）を新規実施。

一般就労率を全国平均値まで引き上げるためには、生徒の職業能力の一層の向上、障がい者雇用に対する事業所等
関係者の理解・啓発及び新規開拓等が必要である。そのための取組として技能検定の新規分野の開拓、事業所等関
係者への生徒の職業能力の積極的アピール等が考えられる。

・・・特別支援学級設置数増加に伴い、担任教員数も増加している。児童生徒及びその保護者の期待に応えるためには、
特別支援学級担当教員の専門性を担保し、質の高い教育活動を行えるようにすることが不可欠である。

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築に関する国の動向を見て、「障がいの有無に関わらず同じ場
で児童生徒が共に学ぶ」ようにするための実践研究（多様な学びの場充実モデル実践事業）を、別府管内で開始。

各市町村教育委員会へ、免許状保有者を特別支援学級担任に当てること等を趣旨とした通知文を年度末に発出予定。

市町村教育委員会と連携し、特別支援学級訪問指導を教育事務所ごとに年１回実施。

［第１号議案］
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新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

ウ ①

②

エ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

ウ ①

②

エ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

ウ ①

②

エ

新規事業として市町村が実施する「放課後チャレンジ教室事業」「土曜教室事業」を支援するとともに、全ての小学校区
で取組が実施されるように取組の現状把握と関係者との協議の場を設ける。（社会教育課）

「協育」コーディネーター等研修会を年間３回実施し、コーディネーター相互の連携や資質の向上を図る。（社会教育課）

平成２６年度は評価項目の見直しや実施要項の改善を図り、１４校において第三者評価の２巡目を実施する。（高校教育
課）

100.8%

H21

H23

学校組織マネジメントに基づくＰＤＣＡサイクルが機能する学校評価のシステムの確立が必要である。（義務教育課）

地域人材の活用について周知したことにより、体験活動を行う時間の確保や地域人材の情報をふまえた教育課程の編
成・改善等が図られた。今後も各教科等で地域人材を活用する意義の理解及び活用に関して広く理解を図る必要があ
る。（義務教育課）

H21

平成２５年度は１６校で第三者評価を実施し、全ての評価結果を県教育委員会ＨＰに掲載した（これまでの３年間で全ての
県立学校の１巡目の実施が終了）。（高校教育課）

芯の通った学校組織の推進に係る学校運営に関する指導を徹底し、定着を図る。（義務教育課）

「放課後チャレンジ教室・土曜教室」の地域人材を学習支援等で活用するよう周知する。（義務教育課）

89.5 95.8 93.9

82.9 82.6%

93.0%86.893.3

29.2 100

86.3%

97

68.5

98.8 10099.6

75.9

100

100

98.0% 100

86.6 100

　「放課後子ども教室」等への支援者、参加児童数が増加し、「協育」ネットワークに関わる地域住民の意識の変容が
見られるが、全ての小学校区で取組が実施されているわけではない。（社会教育課）

地域「協育力」向上支援事業において、市町村が行う「学校支援活動」や「放課後子ども教室」等の取組の現状を把握
するとともに関係者との協議の場を設け、地域の実情に応じた取組の拡大を支援した。（社会教育課）
＜学校支援活動（10市町村56地域本部）　　放課後子ども教室（17市町村147教室）　　学びの教室（10市町65教室）＞

市町村に対して、地域人材の養成のための「協育」コーディネーター等研修会を年間３回実施した。（社会教育課）

地域人材を活用した放課後子ども教室
が実施された小学校の割合

％ H23 72.8 社会教育課

授業や学力向上についての取組に、一層の工夫改善が必要である。（高校教育課）

担当課（局・室）
年度 基準値

H21 100

実績値b 達成率b／a 目標値目標値a

義務教育課
86.6 100 93.7 93.7%

91.7

100

99 99.0%100

89.9%

○

○ 運動部活動に地域人材を活用している
中学校の割合

％

中学校 ％

％

地域住民を対象とした授業公
開を実施している学校の割合 中学校 ％

芯の通った学校組織の推進に係る学校運営に関する指導を徹底した。（義務教育課）

△

義務教育課
H22

H21

H22

19.2 88
義務教育課

「協育ネットワーク」の地域人材を学習支援等でボランティアとして活用するよう周知した。（義務教育課）

86.4 77.7

％

子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進Ⅱ

担当課・室

達成度 目　標　指　標 単位

施　　　  策

政　　 　 策

2 地域の力を活かした学校づくりの推進

施策個別項目 地域の力を活かした学校づくりの推進

基準値 25年度 27年度

義務教育課
社会教育課
体育保健課
高校教育課

特別支援教育課

○学校経営の継続的改善を図るためのすべての高校・特別支援学校で第三者評価委員会による評価を
導入し、学校改善を図る。（高校教育課・特別支援教育課）

施策個別項目
概　　　　要

○地域住民や保護者による学習支援や環境整備、登下校の見守りなど、学校における地域人材の活用
を進めることにより、学校への関心と理解を深め、学校と家庭、地域の教育の協働の機運の醸成を目指
す。（社会教育課）

○学校の情報を公開するとともに、学校評価を推進し、学校・家庭・地域の相互理解と家庭・地域の意向
を反映した学校運営を進める。（義務教育課）
○地域の教育力を学校教育に活用するなど、地域の特色を生かした学校運営を行う。（義務教育課）
○学校の保有する資源や教育力を地域に開放し、コミュニティの拠点として学校の活用を図る。（義務教
育課）

各地域において「協育」ネットワークの中心的な役割を担う人材の後継者育成が課題である。（社会教育課）

○

○

△

△

◎

○
授業に地域人材を活用してい
る学校の割合

小学校

体育保健課

【重点】ホームページなどで地
域住民に学校評価を公表して
いる学校の割合

小学校 ％

中学校 ％

小学校

［第１号議案］
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４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→

・・・地域「協育力」向上支援事業の実施における、「放課後子ども教室」等への参加児童数は前年度比倍増したが、支援
者の確保が課題である。（社会教育課・義務教育課）

・・・芯の通った学校組織の推進により、教務主任等主要主任の役割が明確になり、学校運営が適切に行われる学校が多
くなってきているが、主任等が十分活用されず、運営委員会が機能しているとはいえない学校も依然として残っている。
（義務教育課）

芯の通った学校組織の形はできてきているので、今後はその「質」を高めていくことが必要である。

「放課後チャレンジ教室」及び「土曜教室」を開催する市町村の地域人材を活用した体制づくりを支援する。また、ネット
ワークの核となる人材の確保や地域人材の養成のためのコーディネーター等研修会を開催するとともに、人材確保の
ため市町村教育委員会に事業化の協力を粘り強く求めていく必要がある。

・・・依然として第三者評価における「授業」、「進路指導」に関する評価項目に課題がある。また、開かれた学校づくりを一
層推進するためには、評価結果のHP上の公表期間の設定などに工夫が必要である。（高校教育課）

言語活動を充実した授業改善の取組を推進し、生徒の思考力・表現力等を育む体制づくりを行うとともに、HPでの公表
期間の延長や提示方法の工夫を行う。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

ウ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

③

④

イ

ウ

〈その他の新たな取組〉

エ

オ

カ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

ウ

〈その他の新たな取組〉

エ

オ

カ

吊り天井落下防止対策工事を実施した（２５年度：３０棟）。（教育財務課）

市町村を対象とした研修会において、耐震化対策（天井等落下防止対策を含む）の推進を図った。（教育財務課）

天井等落下防止対策現場をマスコミに取材させ、県の取組を周知した。（教育財務課）

２４年度と同様に大規模改造に取り組み、建物の耐久性及び教育環境の改善を図った。（教育財務課）

体育保健課

防災アドバイザーの派遣の取組が遅れている。（体育保健課）

防災にかかる実践事例集の取組を進めていく必要がある。（体育保健課）

体育保健課

県立学校においては、非構造部材の耐震対策について早急に取り組むとともに、経年損耗により機能が低下した施設の
大規模改造についても引き続き取り組む必要がある。また、市町村立学校（幼稚園を含む）の耐震化については、可能な
限り速やかに実施する必要がある。（教育財務課）

94.8 84.6 100 体育保健課

○ 安全教育、安全管理、組織活動を盛り込
んだ学校安全計画の策定率

％ H22 75

○
体育保健課

研修等を通じて、防災にかかる実践事例集の積極的な活用を周知する。（体育保健課）

部活動における生徒輸送時の事故防止のため実施する学校管理自動車に係る安全運転講習会を年８回から１０回に増
やすとともに内容の充実を図る。（体育保健課）

通学路の安全確保のための三者会議を未設置の市町村に対し、設置の必要性を再度周知する。（体育保健課）

県で三者（教委、県警、道路管理者）会議を設置するとともに、県内市町村に対しても三者会議を設置し、通学路の安全確
保を行うよう周知した。（体育保健課）

防災教育モデル校の取組をまとめた実践事例集を作成し、県教育委員会のＨＰに掲載することで県内の全校に広めた。
（体育保健課）

災害種や場面に応じた避難場所や経路、実践的な避難訓練や防災計画等の見直しなどの防災対策についての指導助言
を希望する学校へ防災アドバイザーを派遣するとともに、研修会等を通じて積極的な活用を求めた。（体育保健課）

屋内運動場等の天井材等落下防止対策に引き続き取り組むとともに、２５年度と同様に大規模改造工事を実施し、建物耐
久性及び教育環境の改善を図る。（教育財務課）

学校安全計画の見直しのため、引き続き防災アドバイザーの派遣を行うとともに、その活用のための研修会を実施する。
（体育保健課）

防災においては、関係機関との連携が今後ますます重要になるので、機会があるごとに周知していく。（体育保健課）

防災・交通安全に関する研修会を開催するとともに、「大川小学校事故検証報告書」を配布し、自校の取組みに生かすよう
に周知した。（体育保健課）

防災に関して、各種研修会等を通じて関係機関との連携の重要性を周知した。（体育保健課）

○ 地域のボランティアによる
学校内外の巡回が行われ
た小・中学校の割合

小学校 ％ H21 93.5 97.9

△ 中学校 ％ H21

92.5

90 82.4 100

90.9 100.0 100.0 100

92.9

87.3

91.6%

10096.9%

89.2%

94.9% 100

教育財務課100.0%

○ 安全マップを作成している小学校の割合 ％ H21 88.3 95.5

67.8 86.2 90.9 105.5% 100 教育財務課

◎ 小・中学校 ％ H22 74.1 89.5 91.4 102.1% 100 教育財務課

◎
【重点】公立学校施設の耐
震化率

幼稚園 ％ H22

○ 地域と連携した防災訓練を実施した学校
の割合

％ H23

◎ 高校・特別支援学
校（県立） ％ H22

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅲ 子どもの安全・安心の確保

担当課・室

教育財務課

施　　　  策 1 安全・安心な学校づくりの推進 体育保健課

施策個別項目 安全・安心な学校づくりの推進

93 90.9

施策個別項目
概　　　　要

○児童生徒が一日の大半を過ごす場である学校の耐震化や老朽化対策などを進め、児童生徒の安全確
保を図る。（教育財務課）

○子どもの安全・安心を確保するため、実践的な防災教育・避難訓練の実践を行うための学校安全計画
の充実を図り、地域・関係機関との連携を推進する。（体育保健課）

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

97.7% 100 体育保健課82.3

［第１号議案］

41



４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→

・・・市町村立学校（幼稚園を含む）の耐震化については、可能な限り前倒しを行い、速やかに完了する必要がある。
（教育財務課）

市町村に対し、耐震化計画の前倒しと国庫補助金の積極的な活用を呼びかけ、２７年度までの完了を目指す。

・・・地域と連携した防災訓練を実施した学校の割合の更なる向上が必要である。（体育保健課）

地域や関係機関等との連携の必要性や組織の構築等について、県立学校及び市町村教育委員会に再度依頼文書を
発出し、指導の徹底を図る。

・・・県立学校においては、これまで耐震化事業に優先的に取組み、２３年度に耐震化率100％を達成したが、屋内運動場
等の非構造部材の耐震対策未実施校があり、また経年損耗により、建物の耐久性向上及び教育環境の改善が必要な校
舎もある。（教育財務課）

再編関係を除き平成２６年度で非構造部材の耐震対策を完了させるとともに、大規模改造に取組み、建物の耐久性及
び教育環境の改善を図る。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

平成２５年度

＜２．関連の取組＞

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

平成２６年度

＜２．関連の取組＞

ア

イ

ウ

〈その他の新たな取組〉

エ

オ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

達成率ｂ/ａ

78.5%

90.5%

担当課（局・室）
２７年度

目標値

50

50

生徒指導推進室

生徒指導推進室Ｈ22

Ｈ22

Ｈ22 66.4

生徒指導推進室

生徒指導推進室

103.9%

108.1%

80

80

79

77.6

76

71.8

％

％

73.4

達成度 目標指標

○

×

○

◎

◎ 中学校
【重点】いじめの解消率

小学校

【重点】不登校児童生徒の
復帰率

小学校

中学校

実績値ｂ

32.1

35.4

単位
目標値ａ

40.9

39.1％

基準値 25年度

％

年度

Ｈ22

基準値

34.9

31.8

新大分県総合教育計画進行管理表

政　　 　 策 Ⅲ 子どもの安全・安心の確保

担当課・室 生徒指導推進室

いじめ・不登校等問題行動への対応の強化

施策個別項目
概　　　　要

○子どもが安心して学習活動や学校生活を送るためには、いじめや不登校などの生徒指導上の問題行動の
ない学校づくりが重要である。児童生徒一人ひとりを大切にする生徒指導体制・教育相談体制の充実を図り、
学校・家庭・地域・関係機関との連携を推進し、いじめ・不登校の未然防止や解決支援を強化する。

施　　　  策 2 いじめ・不登校等問題行動への対応の強化

施策個別項目

※H２５年度の目標値・実績値はH２４の数値（Ｈ２５の実績値は8月下旬頃に判明予定）

適応感を高める学級づくり研修会を開催。

いじめの防止対策（いじめゼロ子どもサミット、いじめ対応マニュアル、いじめ防止啓発チラシの作成、いじめ対応スキルアップ
研修、いじめ解決支援チーム設置）を実施。

「いじめ防止対策推進法」の施行、国の指針策定、県の取組等により、学校におけるいじめ対策の取組が促進されたもの
の、解消が難しいいじめの事案の対応に課題がある。今後はスクールサポータや福祉機関と連携した取組や「大分県いじ
め解決支援チーム」を効果的に活用する取組を進める必要がある。

「不登校対策コーディネーター」を県内１６市町に配置して適応感を高める魅力ある学校づくりを促進するとともに、市町の
不登校早期対応システムを構築するなど、不登校の未然防止対策を強化する必要がある。

・・・小中学校の不登校児童生徒の出現数は1,200人台で高止まり傾向にあり、学校復帰率は全国平均（小中学校復帰率
30.4％）は上回っているものの県の目標値には達していない。

・・・小さないじめも認知する取組が進んだことで、いじめの認知件数が増加するとともに、いじめ解消率も向上した。

いじめ防止に向け、校内体制を整えるとともに、いじめ対策連絡協議会やいじめ解決支援チームを活用し、いじめ問題の解消
を促進する必要がある。

教育支援センターや不登校対応対策教員研修をうけた教員の活用を一層促進し、児童生徒の不登校の対応を充実させる必
要がある。

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組

２４時間いじめ相談ダイヤルの夜間リアルタイム対応、いじめ対策連絡協議会の設置。

「適応感が高まる学級作り研修会」「いじめ対応スキルアップ研修会」を実施する。

不登校防止を目的とした国立教育政策研究所「魅力ある学校づくり調査研究事業」を実施する。

不登校対策コーディネーターを１６市町に配置し、市町教委の不登校未然防止プランを支援する取組を行う。

「大分県いじめ防止基本方針」を策定して関係機関と連携を進める。

学校における「いじめ防止基本方針」の策定を推進し、いじめの防止・解消の体制づくりを促進する。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ ①

②

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→

3.7

H22

各種公開講座やセミナー等の充実を図る。

・・・システム利用者は、基準年度より大幅に増加しているが頭打ちの状態である。リピーターをメインターゲットにした利用
者の増加を図るために、アクセス数の多い動画コンテンツの充実が必要である。

社会教育課4.2 3.7 88.1% 4.5

県内の公共図書館が相互の連携強化と職員のスキルアップにより、図書館サービスの向上と読書活動の推進を図り、
地域に貢献する図書館づくりに取り組むことを目的に大分県図書館大会を実施する。

広報チラシの配布や研修会などでのシステム利用促進の呼びかけを行う。

県や市町村などの社会教育関係情報を、効果的に収集するシステムを構築する。

県民に豊かな学習情報・学習機会を提供するため、他機関（放送大学、行政・民間団体）との連携を一層深めながら各
種公開講座やセミナー等を実施する。

市町村立図書館等との相互協力体制は確立しているが、市立図書館の新築移転に伴う休館等の影響もあり、県内公立図
書館全体としての貸出数は伸びておらず、県全体での図書館サービスの向上が必要である。

生涯学習情報提供システム「まなびの広場おおいた」（以下システム）利用者の増加を図るため、社会教育関係機関へ広
報活動を行う必要がある。

公立図書館等職員研修会（年５回開催）、県内市町村立図書館等への司書派遣・巡回相談（延べ25館）、他機関との連携
を進めながら各種公開講座やセミナー、パネル展示（62回　16団体と連携）を実施。

動画コンテンツ（インターネット講座「おおいたの歴史」「おおいたの文化」「おおいたの自然」）の定期配信に努め、総配
信数の増加を図る。また、市町村、大学、NPO等様々な機関とさらなる連携を図り、より多くの学習情報を収集・整理・登
録する。

社会教育課

197,404 344,000 305,449 88.8% 443,000

62,00059,000 69,000 116.9%

△

・・・行政や民間との連携を一層進め、その専門的ノウハウを活用した、生涯学習の機会を充実させる必要がある。

54,000

大分県図書館大会や公立図書館等職員研修会等の開催、ホームページ等を活用した広報の充実を図る。

・・・地域に貢献できる図書館として、蔵書の充実を図るとともに、県内の全ての公立図書館が職員のレファレンス能力等の
資質向上とサービスの充実及びその積極的な広報を推進する必要がある。

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅳ 生涯学習と文化・スポーツの振興

担当課・室 社会教育課施　　　  策 1 生涯学習社会の形成と社会教育の推進

施策個別項目 （１） 県民の生涯学習を支えるための基盤の整備

施策個別項目
概　　　　要

○県民への学習機会を提供する様々な機関等が幅広く連携して、生涯学習を総合的に推進する基盤を整
備するために、地域人材の育成や県立図書館・社会教育総合センターの機能の充実、県民の学習成果等
を生かせる場の充実を図る。

達成度

○

△ 【重点】公立図書館における県民
１人あたりの図書貸出冊数

冊 H22

目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

◎ 公立図書館におけるレファレンス
受付件数

件

市町村教育委員会、大学（生涯学習センター等）、県機関（アイネス等）及びNPO等に対する広報活動の強化を図った。

システムのレイアウトを更新し、情報検索や画面の見やすを改善する等、システムの利便を図った。

H22 社会教育課生涯学習情報提供システム（「まなびの広場
おおいた」）へのアクセス件数

件

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

ウ

エ ①

②

オ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

ウ

エ ①

②

オ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

イ

ウ

エ

オ

〈その他の新たな取組〉

カ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→

災害対策やそれに対応する地域コミュニティのあり方に係る課題を学校・家庭・地域において共有するとともに、三者が連
携し相互協力できる体制を確立・継続することが望まれる。

O-Labo運営事業により科学体験活動メニューはある程度蓄積されてきたが、体験活動を質的向上させる必要がある。

科学体験活動への関心は高まりつつあるが、まだ全県的に浸透できていない。

父親のＰＴＡ及び家庭教育参加促進に向けた県事業（研修会、リーフレット作成、活動支援者等派遣）及び広報の実施。

◎

 父親部会の組織率の向上に向けて啓発に努めることが必要。

公民館における学習機会提供を充実させるため、講師の選定、プログラムの提供など講座の企画に対する支援が必要。

・・・核家族化や親の多忙化により子育ての悩みを抱え孤立しがちな家庭が存在するため、保護者が孤立せずに子育てで
きる環境づくりと家庭教育支援体制の整備が必要。

市町村が「協育」ネットワーク内に設置する家庭教育支援部会の充実を図るため、人材育成に向けた研修会と新たな支
援プログラムの作成を行う。
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 「親学」推進員の積極的活用に向けて各市町村、小中学校、単位ＰＴＡへの積極的広報が必要。

社会教育課県・市町村教育委員会が実施する社会教育
関連講座受講者数の人口に対する割合 100.4%％ 25.5 25.6H22 18.9

「親学」推進員派遣の9月から2月にかけての利用促進に向けた広報を実施。

担当課（局・室）
目標値

27年度
達成度

基準値 25年度
目　標　指　標 単位

年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策

施　　　  策

施策個別項目

施策個別項目
概　　　　要

1 生涯学習社会の形成と社会教育の推進

Ⅳ

社会教育の推進

○子育てや環境問題等の今日的な課題に対応した学習の充実、市町村が実施する社会教育への支援を
行うとともに、地域や家庭の教育力向上に向けた取組を推進する。

生涯学習と文化・スポーツの振興

担当課・室 社会教育課

（２）

地域活動に取り組むモデル公民館を選定し、その成果を資料集やホームページで発信するなど、活動に係る支援を行
う必要がある。

・・・O-Labo運営事業により科学体験活動メニューはある程度蓄積されたが、活動の質的向上と科学体験活動の場の拡大
が必要。

高校や大学、企業、団体等との連携・協力により、地域の指導人材育成を一層推進させるとともに、ミニラボ出前講座等
を活用した科学体験活動の機会の更なる充実を図る。

公民館職員を対象とした、学習プログラムの企画能力向上を図る研修会を実施。

父親部会の活性化も含めたＰＴＡにおける研修など家庭教育支援の充実を図るため、家庭教育支援推進員派遣を実施。

公民館を拠点として地域活動を推進する市町村を対象とした委託事業を実施。

市町村が設置する家庭教育支援部会の充実を図るための研修会の実施と、新たな支援プログラムの作成

・・・公民館の主催講座など地域住民への学習機会の提供が十分でない。

高校や大学、企業、団体等との連携・協力により、地域の指導人材育成を推進するとともに、ミニラボ出前講座等を通し
て、各市町村における科学体験活動の機会の充実を図る。

国や県が実施する事業を活用した学校・家庭・地域の連携協働による防災・減災の取組を支援する。

学校・家庭・地域の連携協働による防災教育を推進するための取組事例集等をホームページに掲載するなど情報提供の
充実を図った。

O-Labo運営事業の協力団体（大学・企業等）を１７団体（H24）から２５団体（H25）に拡大。

O-Laboサテライト等による出前講座を９市町（H24）から１０市町（H25）に拡大。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

○

× 【重点】全国高等学校総合文化祭のコンク－
ル形式部門における入賞者（団体）数

人
（団体） H23

％中学生

27100.7%27.227.0

8

施策個別項目
概　　　　要

○県民が優れた文化芸術に触れ、文化芸術の鑑賞や発表機会の充実を図るとともに、学校において豊か
な感性を育成する文化芸術活動の活性化を図る。

達成度 目　標　指　標

施　　　  策 2 文化芸術の振興と文化財の保存・活用・継承

施策個別項目 （１） 文化芸術活動の促進

単位
基準値

基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅳ 生涯学習と文化・スポ－ツの振興

担当課・室 文化課

25年度 27年度
担当課（局・室）

年度 目標値

文化部活動指導者の技術向上を図る指導研修が不足しているため、指導者のレベルの維持や後継者の育成が進んでい
ない。

13.812

25.1H22％高校生◎
文化部活動への加入率

◎

9 6 66.7% 11 文化課

文化課

文化課15102.2%14.1H22

指導者や後継者の育成の支援の充実を図るとともに、県内の幅広い地域の学校に「まちなかア－トギャラリ－推進事
業」の活用を促すことにより、文化部の鑑賞・発表機会の更なる広がりを推進する。

・・・子どもたちの郷土に対する誇りや愛着心を育むためには、文化芸術に直接触れ実感的に学ぶ機会の一層の充実が必
要。

県立美術館開館に向けて、他部局と連携しながら、子どもたちが文化芸術に直接触れることができる取組を推進する。

子どもたちがすぐれた文化芸術に直接触れ、その美しさやすばらしさに感動することができるような機会が乏しい。

「まちなかア－トギャラリ－推進事業」への参加を県内の幅広い地域の学校に呼びかけ、芸術文化の鑑賞・発表機会の全
県的な広がりを推進する。

子どもたちの郷土の伝統文化を尊重する心を醸成すること等を目的に、義務教育課と連携して、中津、別府の文化財を巡
り地域の文化芸術に直接触れることができる取組を実施する（ふるさとの魅力発見・継承推進事業）。

・・・文化部活動における指導者の鑑賞・発表機会等が不足しており、全国規模の大会で十分な結果が残せていない。

「まちなかア－トギャラリ－推進事業」に、アートギャラリ－部門51校・585作品、パフォ－マンス部門に21団体、巨大紙相
撲に18チ－ムが参加し、大分市を中心として指導者の鑑賞・発表機会を提供できた。

大分県中学校文化連盟及び高等学校文化連盟が主催する研修会等へ補助を行うなど、指導者や後継者の育成の支
援を行った。

「芸術文化ゾ－ン創造プロジェクトチーム」で、芸術文化ゾ－ンを拠点として県民がすぐれた文化芸術に触れることができる
取組を検討した。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ ①

②

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ ①

②

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅳ 生涯学習と文化・スポ－ツの振興

担当課・室 文化課施　　　  策 2 文化芸術の振興と文化財の保存・活用・継承

施策個別項目 （２） 文化財・伝統文化の保存・活用・継承

施策個別項目
概　　　　要

○文化財・伝統文化は、地域の歴史や文化を理解するうえで重要であると同時に、地域の人々の誇りやき
ずなの礎となるものであることから、その保存と活用、継承のための取組を推進する。

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度

年度 基準値 目標値a 実績値b

27年度
担当課（局・室）

達成率b／a 目標値

867 文化課

○
◎ 国・県指定文化財数 件 H22

○ H22

888 889 100.1% 900

99,000 95,742 96.7%

・・・伝統文化の継承に向けた、後継者育成のための取組の必要性は十分に認識されているものの、市町村による取組の
差が見られる。

後継者育成に係る市町村連絡協議会などを開催することにより、情報共有を推進しモデルケ－スの蓄積を図る。

・・・国・県指定の文化財数は着実に増えており、文化財の保存は進んでいるものの、市町村による取組の差が見られる。

市町村との連携を密にして、文化財に関する情報の共有により、国・県指定の文化財数の増加を図った。

「地域の文化財魅力度アップ事業」連絡協議会を３回開催し、指定に向けての条件整備を行った。

伝統文化に係る団体の現状調査・分析を行い、状況を把握した。

文化財愛護少年団の研修会を開催するなど、後継者育成に向けた支援を実施した。

市町村の文化財担当課長・担当者を集めた会議等の場で、文化財の管理・保存、活用について指導を徹底する。

「地域の文化財魅力度アップ事業」連絡協議会の開催や、文化財についての情報発信について市町村支援を行う。

伝統文化の後継者育成に係る市町村担当者の連絡協議会を開催し、情報の共有を図る。

100,000

文化財保存のための取組等の情報共有、情報発信の機会をより一層充実させる必要がある。

県立歴史博物館等の入場者数及び訪問講
座等受講者数

人 文化課97.497

県内の文化財については、国・県指定に相応しい物件がまだ残されており、指定数の増加に向けてより一層の取り組みとし
て、「地域の文化財魅力度アップ事業」等の充実が必要である。

伝統文化の継承については、後継者不足が懸念され、後継者育成に係る情報共有の場の設定が必要である。

文化財愛護少年団の研修会を充実させ、市町村担当者との連携についても指導する。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組

平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ ①

②

〈その他の新たな取組〉

ウ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅳ 多彩な県民文化・県民総スポーツの振興

担当課・室 体育保健課施　　　  策 3 県民スポーツの振興

施策個別項目 （１） 県民スポーツの推進基盤の整備

体育保健課

施策個別項目
概　　　　要

○県民の誰もが日常的にスポーツに親しめるよう、スポーツイベントの充実や総合型地域スポーツクラブ
の創設・育成など、県民スポーツの推進に必要な基盤を整備する。

達成度 目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

担当課（局・室）
年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

総合型クラブの積極的な創設活動を推進する必要がある。

× 県民すこやかスポーツ祭の参加者数 人 H22 11,585
×

× 総合型地域スポーツクラブの創設数 クラブ H22 36 55 43 78.2% 75

12,709 8,717 68.6% 14,081 体育保健課

新規種目及び新規実施団体を掘り起こすため、福祉部局や体育協会、総合型クラブなどとの連携協力を働きかけると
ともに、各種広報紙やHPを活用して一層の情報発信に努める。

県民すこやかスポーツ祭の種目数・会場数の拡大を図る必要がある。

県民すこやかスポーツ祭の新規種目（２種目）を追加した。

県民のスポーツ実施に至る動機づけとして、出前健康・体力チェックを実施し、身近なスポーツの場である総合型クラブの
周知と加入を促進した。

クラブ連絡会、スタッフ研修会等を開催し、情報共有や人材育成、また、クラブ間連携の一層の促進に努める。

総合型クラブ未育成地域における普及・啓発活動及び総合型クラブ普及・啓発パンフレットでの情報発信（小学校は全
クラス配付）を行った。

各総合型クラブの拠点施設を会場とした総合型クラブ体力アップＤＡＹを開催し、総合型クラブの周知を図った。

県民すこやかスポーツ祭の実施団体等の拡大を図る。

県民すこやかスポーツ祭の実施期間を１ヶ月延長し、大会数の増加を図る。

総合型クラブおおいたネットワークの自立促進のため、クラブマネジャー養成初級講習会運営業務等の事業を委託する。

・・・住民の日常的なスポーツ活動の場となる総合型クラブの創設の推進と自立の促進を図る必要がある。

①新たな総合型クラブ創設に加え、既存する総合型クラブの活動エリアを拡大するなど、会員数の増大を図るための取
組を行う。

②総合型クラブの法人化の促進や委託事業の情報提供を行うなど、財政面での自立を促す取組を行う。

・・・より多くの県民にスポーツに親しむ機会を提供するため県民すこやかスポーツ祭の種目数・会場数の拡大を図る必要
がある。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

４．現状認識及び今後の課題・取組

ア

→

イ

→

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策

施　　　  策

施策個別項目

施策個別項目
概　　　　要

3 県民スポーツの振興

（２） 競技スポーツの振興

Ⅳ 生涯学習と文化・スポーツの振興

担当課・室 体育保健課

○各競技団体の競技力向上対策への支援を行い、指導者の養成確保を図るとともに、国際大会や国民体
育大会等の全国大会で活躍することのできる優秀選手の育成強化を図る。また、優れた資質を有するジュ
ニア選手の育成を図る。

指定の基準等の見直しや医科学的なサポートを実施することにより、強化拠点校の効果的な強化を図るとともに、「スー
パーコーチ」の指定により、県内指導者の一層の指導力の向上を図る。

九州ブロック大会や、国体の県代表団結団壮行式の内容の見直しを図るとともに、拠点校や拠点企業などへの激励訪問
を積極的に実施し、選手・指導者の所属先の国体強化に対する意識の高揚を図る。

県内の強化現場視察や広報紙の作成・配布及び県代表団結団壮行式などの行事の一層の充実を図った。

達成度 担当課（局・室）
目標値年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a

目　標　指　標 単位
基準値 25年度 27年度

北部九州インターハイで活躍が期待される学校を強化指定し、少年の部の重点的な強化を図るとともに、県内の指導者を
カテゴリーごとに区分し、それぞれに適した研修を実施した。

強化拠点校において、優秀指導者を招聘するなど、少年の部の一層の強化を図った。

154 189H22 118 122.7% 154 体育保健課
【重点】全国大会における
上位入賞種目数

種目

少年の部の強化や指導者の世代交代が進み、競技力は徐々に向上しているが、未だ不十分である。

各競技団体の指導者・選手の強化に対する意識の高揚を図る必要がある。

◎

国際大会に出場する県内選手に対する支援を、県外在住の県出身選手や中学生にも拡大することにより、日本代表として
活躍する選手の強化を図る。

・・・小・中・高一貫指導による強化体制の整備が必要である。

・・・県外大学等に進学している県出身の優秀選手に対する「Uターン」対策が必要である。

ジュニア選手（小・中）の発掘・育成を進めるとともに、競技団体と連携しながら一貫指導体制の構築を図る。

県内企業に対して説明会等を開催し、選手と企業とのマッチングを図る。

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

③

④

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

エ

オ

カ

平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア ①

②

③

イ

〈その他の新たな取組〉

ウ

エ

オ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

目標値

基盤となる学校運営体制を確立するための規定の整備を行ったが、定着や教職員の意識改革が必要である。

教職員研修について、教育センターと本庁各所属とのさらなる連携が必要である。

目標値a 実績値b 達成率b／a年度 基準値

施策個別項目
概　　　　要

○今後の教職員の人材育成に必要な施策を総合的、体系的に整理した「大分県公立学校教職員の人材
育成方針」（平成23年10月策定）に掲げる施策の具体化を図り、教職員の一層の意識改革と資質能力の
向上を図る。
①人材の確保②人材の育成③人材の登用・活用④人材育成のための支援⑤教職員の服務規律の保持
と倫理感の醸成

達成度 担当課（局・室）単位
基準値 25年度 27年度

目　標　指　標

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅴ 教育基盤の整備

担当課・室

教育人事課
義務教育課

特別支援教育課
高校教育課

施　　　  策 1 教職員の意識改革と資質能力の向上

施策個別項目 教職員の意識改革と資質能力の向上

教職員研修企画調整会議等を活用し、関係機関との一層の連携を図るとともに、研修内容の充実を図る。

教職員研修企画調整会議等を活用して、関係機関の連携を図った。

管理主事による学校訪問等を活用し、「芯の通った学校組織」の構築に係る２０の観点に基づく指導・支援を行う。

教職員の意識改革を図るため、全ての研修に学校マネジメントの要素を取り入れる。

学校改革担当指導主事を全教育事務所に１名ずつ配置した（計６名）。

若年期から壮年期にかけて計画的に研修を実施することで、組織的課題解決力の向上を段階的に図るとともに、学校
力の向上を図った。

学校マネジメントを推進する指導主事や管理主事に対し、学校組織マネジメント指導者研修を実施した。

教員採用試験合格者の内大学院修学希望者について採用延期期間を１年から２年に延長、他県教員の第１次試験免除
を特別支援学校（小・中学部）に拡充するなど採用試験の見直しを行った。

管理職選考を資格試験化した。

「芯の通った学校組織」推進プランに基づいて教職員評価システムを改正した。

管理主事による学校訪問等を活用し、「芯の通った学校組織」の構築に係る２０の観点に基づく指導・支援を行った。

全ての教職員が「マネジメント・マインド」を身につけられるよう、組織マネジメントと目標達成マネジメントに係る研修内
容・研修方法を見直し、学校マネジメント研修を体系的に実施した。

学校の組織的取組を推進し、教職員の課題解決能力を向上させるためには、教育センターと本庁各所属との更なる連携
のもと、研修内容を充実させる必要がある。

・・・教務主任をはじめ主要主任等が、学校マネジメントの重要性を理解し学校運営に参画する意識が高まりつつあり、運
営委員会が全ての学校に設置され、多くの学校で週一回程度開催されるなど学校運営の中枢として機能しつつある。
一方で、運営委員会が、十分企画立案の場として機能していない学校があったり、管理職がミドルアップダウンマネジメン
トを十分理解しておらず、主任等を十分活用できていない学校があるなど、「芯の通った学校組織」が完全に定着していな
い。

管理主事、指導主事等の学校訪問等を通じて、「芯の通った学校組織」定着のための指導・支援を引き続き行うととも
に、教職員研修の中で組織における一人一人の役割と使命を自覚させ、その責務を果たすための目標管理能力の向
上やスキルアップを図るなど、「芯の通った学校組織」定着に向けて人材育成を引き続き推進する。

公募による校長を県立工業高校に１名配置するとともに、県立高校に主幹教諭を３名配置した。

資質能力向上の研修においても、一人一人の役割と使命（ミッション）を自覚させ、その責務を果たすための目標管理
やスキルアップに資するマネジメント要素を取り入れる。

教職員研修企画調整会議等を活用して、関係機関の連携を図る。

教員採用試験第２次試験の模擬授業と口頭試問の連動や、中学校・高等学校英語第２次試験の実技に個人面接を追加
するなど、実技試験の配点を上げ、より総合的な力を判断できるよう採用試験の見直しを行った。

管理職候補者研修を新たに実施する。

指標なし

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ ①

②

ウ

エ

オ

カ

キ

〈その他の新たな取組〉

ク

ケ 高校改革フォローアップ委員会により高校の前期再編整備について検証を行った。（高校教育課）

習熟度別少人数指導教員（全県で３６名）を全市町村に加配を行うとともに、指導方法の工夫、教材の開発・共有化、公開
授業などを通じ、一人一人のつまづきに応じたきめ細かい指導を推進した。（教育人事課・義務教育課）

小学校教科担任制を導入している先進地の取組を学力向上支援教員等協議会等で周知した。（義務教育課）

校長のリーダーシップの下、「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通った学校組織』」推進プランに基づき、市町村
教委と連携して、市町村学力向上・体力向上アクションプラン等を策定、実行（第２フェーズ）。（教育人事課）

主幹教諭の配置拡大（小中１０→５０人）
指導教諭の配置拡大（小中１２→３２人、県立１６→２３人）
小学校１・２年３０人学級編制、中学校１年３０人学級編制の実施、小中学校に学力向上支援教員を配置（７２名）し、きめ
細かい学校指導の充実を図った。（教育人事課）

校長のリーダーシップの下、目標達成に向けて組織的に取り組む｢芯の通った学校組織」の定着や特色ある学校づくりを推
進するための組織体制の充実が必要である。（教育人事課）

学力向上の観点等から少人数による習熟度別指導など個に応じたきめ細かい学習指導のさらなる充実を図る必要があ
る。（教育人事課）

中学校英語等、教科によっては低学力層の割合が全国平均より高く、この部分の底上げが課題として残っているおり、これ
らの児童生徒一人一人に対して、習熟の程度に応じた指導内容・方法を工夫し、学習内容の確実な定着を図る必要があ
る。（義務教育課）

大分県教育情報化推進戦略２０１３に基づき、市町村連絡協議会等を開催し、ＩＣＴ機器の導入や更新についての情報共有
を行った。（教育財務課）

上記戦略に基づき、大分県および学校の教育情報化推進体制を確立するとともに、学校ＣＩＯ（校長）研修及び情報化
推進リーダー研修を実施し、学校の組織体制の強化を図った。（教育財務課）

各市町村につき１校をＩＣＴ授業活用推進校として指定し、実践事例を全県下へ展開した。（教育財務課）

82.7%

△
3.9

【重点】コンピュータを使って指導できる教
員の割合（公立の小・中学校、高校、特別支
援学校）

％ H22

コンピュータ１台当たりの児童生徒数
（公立の小・中学校、高校、特別支援学校）

人

H26年4月に日出総合高校、大分東高校農業科を計画通り設置できた。また、佐伯地区新設高校開校準備室を設置し、円
滑な開校に向けた準備を行った。（高校教育課）

県立中学校及び県立高校１校をモデル校として、多機能型端末を導入した双方向授業検証を実施した。（教育財務課）

64.8

教育財務課

小学校から中学校への急激な環境の変化への不適合が見られる。小学校高学年における教科担任制を推進するなど複
数教師による複眼的な児童理解や教師の授業改善が必要である。（義務教育課）

H27年4月に2つの地域に同時に新設高校が開校されるため、計画的な準備が必要となる。（高校教育課）

△

○

5.2H22 4.9 4.3

教育財務課80

大分県全体として教育の情報化を推進するために、授業に効果的に活用できるＩＣＴ機器の導入や次期更新での入札方法
などについて、各市町村に紹介しているが反応に温度差がある。（教育財務課）

情報化に向けた各種研修を実施し、各学校ごとの具体的な目標設定や推進体制は構築しつつあるが、授業実践研修を活
かした、各教科においてＩＣＴを活用する取組みまでは至っていない。（教育財務課）

91.3%58 71

担当課（局・室）
目標値年度 基準値 目標値a 実績値b 達成率b／a

27年度

担当課・室

○授業用コンピュータ１台当たりの児童生徒数が全国上位であることを活かすために、コンピュータを使っ
て指導できる教員の割合を全国上位に引き上げることを目指して、教育の情報化を推進する。H25.3.1現在
5.2人/台　全国９位（教育財務課）

○高校改革推進計画　後期再編整備計画の着実な実施を図る。（高校教育課）

施策個別項目

Ⅴ 教育基盤の整備

○児童生徒の状況や地域の特性を生かした自主的・自律的な学校運営を行うため、校長のリーダーシップ
を高め、特色ある学校づくりを推進する。学校教育の質の向上を図るためには、学習指導等の充実ととも
に、教職員定数や設備等の学校を支える基盤を整備する。（教育人事課）

目　標　指　標

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策

施　　　  策

施策個別項目
概　　　　要

2 教育環境の整備

教育財務課

教育人事課

義務教育課

高校教育課

単位
基準値 25年度

達成度

教育環境の整備

［第１号議案］

51



平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ ①

②

ウ

エ ①

②

③

オ

カ

キ

〈その他の新たな取組〉

ク

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

ウ

→

エ

→

オ

→

カ

→

大分県教育情報化推進戦略２０１４に基づき、県立・市町村立学校において、教育情報化推進体制を確立するために、
学校ＣＩＯ研修及び情報化推進リーダー（教頭等）研修を各教育事務所単位で実施し、学校単位での研修強化を図る。
（教育財務課）

関係各課と連携し、教員のＩＣＴを活用した授業力向上を図り、「分かる授業」の実践・展開を行う。（教育財務課）

主幹教諭の配置拡大（県立新設３人）及び指導教諭の配置拡大（小中３２→３７人、県立２３→２４人）（教育人事課）

小学校１・２年３０人学級編制、中学校１年３０人学級編制の実施を行うとともに、小中学校に学力向上支援教員を配置
（７２名）し、きめ細かい学校指導の充実を図る。（教育人事課）

・・・市町村が導入するＩＣＴ機器については、各市町村ごとの財政状況等により、整備の進捗に差が生じている。（教育財務
課）

市町村がＩＣＴ機器を導入するに当たって適切な判断ができるよう、大分県全体としての方向性を提示し、助言等を行う。

・・・授業に効果的に活用できるＩＣＴ機器の導入や多機能型端末等を活用したモデル検証の実施・実践事例が依然として
少ない。（教育財務課）

別府地域新設高校開校準備室、玖珠地域新設高校開校準備室を設置し、互いに連携を図りながらH27年4月の円滑な開
校に向けた準備を行う。（高校教育課）

市町村連絡協議会を通じて、従来のパソコンに代る多機能型端末等の機器整備について情報共有を図る。（教育財務課）

高校改革フォローアップ委員会の検証結果を該当校に還元する。（高校教育課）

『芯の通った学校組織』の定着のため、県教委・市教委の管理主事、指導主事等の学校訪問等を通じて、学校が、校長の
リーダーシップの下、多様化する教育課題に対し、組織的な課題解決力を発揮できる体制の定着を図る（第３フェーズ）。
（教育人事課）

中学校第１学年から習熟の差が見られる英語学習について、中学校英語問題データベースを導入し、中学校３年間に基
礎的・基本的な知識・技能の定着を図る。（義務教育課）

習熟度別指導推進教員を小学校算数・中学校数学・中学校英語に特化して、全県で５４名加配し、個に応じたきめ細かい
指導を管内全域に推進する。（義務教育課）

習熟度別少人数指導教員を配置（３６名）し、指導方法の工夫、教材の開発・共有化、公開授業などを通じて、効果的な
習熟度別指導の在り方を広める。（教育人事課）

今後庁内での検討に着手する。

児童生徒の２１世紀型能力の向上や教員のＩＣＴを活用した「分かる授業」を実施するために、効果的に活用できる機器
の整備とその検証を実施する。

・・・教務主任と研究主任が連携して、学校全体で学力向上等に関する課題の共有と焦点化が図られつつある。
校長のリーダーシップの下、目標達成に向けて組織的に取り組む｢芯の通った学校組織」の定着のための支援や特色ある
学校づくりを推進するための組織体制の充実が必要である。（教育人事課）

管理主事、指導主事等の学校訪問等を通じて、学校が、校長のリーダーシップの下、多様化する教育課題に対し、組織
的な課題解決力を発揮できる体制の定着を図る。

・・・学力向上の観点等から少人数による習熟度別指導など個に応じたきめ細かい学習指導のさらなる充実を図る必要が
ある。（教育人事課）

小学校１・２年３０人学級編制、中学校１年３０人学級編制の実施、小中学校に学力向上支援教員を配置を継続し、きめ
細かい学校指導の充実を図る。

・・・低学力層の減少を目指し、個に応じたきめ細かな指導の好事例を教員が共有する必要がある。（義務教育課）

習熟度別指導推進教員が年間５回の公開授業を実施し、工夫点や効果的な取組を域内に広げる。

高校改革フォローアップ委員会において、少子化が進行する中での地域の高校の維持、新しい時代に相応しい普通科や
専門学科の在り方、これからの高校生に求められる「生きる力」を保証する高校教育の在り方などが、今後の課題として挙
げられた。（高校教育課）

［第１号議案］
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１．目標指標の達成度

２．昨年度のフォローアップの際の課題
ア

イ

ウ

エ

３．平成２５年度及び平成２６年度の取組
平成２５年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

ウ ①

②

エ ①

②

〈その他の新たな取組〉

オ

80 99.1 123.9% 10043.9

県立学校総括安全委員会による現地指導を行い、管理職等の安全衛生管理に対する認識を高めた。（福利課）

授業、授業準備、部活動など多くの業務の時間配分は、各教員の個人の裁量に委ねられてきた状況があり、また教員には時
間外勤務手当が支給されないことから、教員の勤務時間を管理する必要がないという認識がある。（教育人事課）

OENシステムのポータブルサイトの活用やOENドライブを利用した伝達事項等の活用などについては、学校での利用格差が
あり、全体として校務の 適化に結びついていない。（教育財務課）

勤務時間管理について、管理職に研修を実施した。（教育人事課）

学校の負担軽減を図るため、教育庁内に設置している「学校現場の負担軽減のためのプロジェクトチーム」を活用して、教
職員の超勤縮減、負担軽減に取り組んだ。（教育人事課）

・週当たり１日程度の休養日を設定すること等を含んだ「部活動の適正な運営について（通知）」を発出。

・各学校で策定している「勤務実態改善計画」について、全教職員の視点で点検。

県立学校における1職員１台パソコンの配備、ファイルサーバの更新などICT環境の整備を実施するとともに、効率的な活
用研修を実施した。（教育財務課）

OENのポータブルサイトをわかりやすいデザインに更新し、様々な情報提供を行った。（教育財務課）

施策個別項目
概　　　　要

・現場教職員と意見交換を行い作成した「学校現場の負担軽減ハンドブック」の改訂を実施。

・週休日の振替対象期間を延長し、振替日を取得しやすくした。

・県立学校職場復帰支援・・・職員が休職となった場合に校長等に対して、教育庁産業医等によるサポート支援

・新任校長への支援・・・・・・・所属職員のメンタル休職防止に向けた保健師等による個別支援の実施

・校長による健康面談・・・・・・異動者や悩みを抱える職員等に対する年度当初の健康面談の実施

・「学校現場における管理監督者のための職場復帰支援の手引き」を配布

◎

市町村教育委員会によるがん検診（大腸・乳房）は１７市町村で実施されることとなり大幅に改善されたが、全市町村の実施
には至っておらず、また、定期健康診断、精密検査の受診も全員受診に至っていない。（福利課）

ストレス診断実施率は大幅に向上してきたが、全員実施に至っていない。（福利課）

市町村教育委員会を対象とした会議や研修を通して、がん検診の充実を依頼するとともに、定期健康診断、精密検診受診に
関する進捗状況を把握し、現職死亡対策の推進を図った。（福利課）

メンタルヘルス研修や県立学校の管理職に対する具体的なメンタル対策支援の充実などにより、メンタルヘルス対策の推進
を図った。（福利課）

【県立学校の管理職に対する具体的なメンタル対策支援の内容】

福利課【重点】ストレス診断実施率 ％ Ｈ22

○教職員が心身の健康とゆとりを持って、安心して教育活動に専念できるよう、各種相談事業の充実・強化
を図るとともに、ストレス診断実施を全教職員が行うことを目指すなど、心身両面の健康保持増進に努める。
（福利課）

目標値a 実績値b 達成率b／a 目標値

25年度 27年度

○小・中学校事務職員の人材育成を図るとともに、連携支援を行いながら、学校業務の効率化を図る。また、
ICTを活用した校務処理の効率化など教育支援の充実につながる環境整備に取り組む。（教育財務課）

達成度 目　標　指　標 単位
基準値

○事務の効率化、会議の縮減などにより教職員が子どもと向き合う時間を確保し、教育活動に専念できる環
境づくりを行うとともに教職員の心身両面の保持増進を図る。（教育人事課）

担当課（局・室）
年度 基準値

新大分県総合教育計画（改訂版）進行管理表

政　　 　 策 Ⅴ 教育基盤の整備

担当課・室施　　　  策 3 教職員が教育活動に専念できるような支援の充実

施策個別項目 教職員が教育活動に専念できるような支援の充実

福利課

教育人事課

教育財務課

［第１号議案］
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平成２６年度

〈２．関連の取組〉

ア

イ

ウ ①

②

エ

〈その他の新たな取組〉

オ

カ

４．現状認識及び今後の課題・取組
ア

→

イ

→

→

ウ

→

エ

→

勤務時間管理について、管理職に研修を実施する。（教育人事課）

各所属へストレス診断未実施者名簿を通知し（年2回）、全員が受診するよう推進する。（福利課）

・・・OEN（大分教育ネットワーク）システムを効果的に活用することで学校間の連携や共同作業が容易に行うことができるもの
の、具体の活用イメージを描きにくいという職員からの声がある。（教育財務課）

教員の超勤削減に効果的なシステムとしての活用イメージ研修やアンケート集計等の学校間連携作業を中心とした更な
る研修機会の充実が必要。

業務を軽減できる新たなシステムの構築や利活用法等の研修を充実することで、より業務の効率化を目指す。また、初任者
を中心としたOENの紹介や活用啓発活動を実施する。（教育財務課）

県立学校の90日を超えた病気休職者が職場復帰する前に、所属長に対してこころの相談担当医の面接を実施し、再発防止
に努める。（福利課）

各所属へ実施結果を報告し受診勧奨を行うことで、メンタルヘルス対策の充実を図るとともに、周知広報を強化する。

歯周病予防や口腔内の健康の意識づけを目的に歯科健診を実施する。（福利課）

・・・ストレス診断を全対象者が受診できていない。（福利課）

・・・教員には時間外勤務手当が支給されないことから、教員の勤務時間を管理することは困難であるという認識がある。（教
育人事課）

勤務時間管理についての管理職研修を継続する。

・・・平成26年度から全市町村でがん検診（大腸･乳房）が予算化され実施することになったが、依然として対象者全員の受診
ができていない。（福利課）

学校の負担軽減を図るため、教育庁内に設置している「学校現場の負担軽減のためのプロジェクトチーム」を活用して、教
職員の超勤縮減、負担軽減に取り組む。（教育人事課）

・現場教職員と意見交換を行い作成した「学校現場の負担軽減ハンドブック」の改訂を行う。

・研修・会議の精選・縮減に向けた実態調査及び学校訪問調査を行い、取組の効果を検証し、課題を明らかにする。

管理職の意識向上に向け引き続き研修会や会議で指導するとともに、全職員に年2回以上の実施を呼びかけ、セルフケ
アとしての意識づけを図る。

市町村教育委員会に対し会議等で定期的に受診率の報告を求めるとともに、県立学校･教育庁においては昨年度の精密検
診の未受診理由の提出を求めるなど、受診意識の向上を図る。（福利課）

引き続き対象者全員ががん検診を受診できる体制づくりを要請し、現職死亡対策の推進を図る。

［第１号議案］
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（単位：千円）

款 補正予算額 計

１０　教育費 ① 120,795,661  16,000 120,811,661

　　教   育   総   務   費 6,012,051      16,000 6,028,051

（生活環境部所管） ② 7,446,062      7,446,062

小　　　　　　　計 13,458,113    16,000 13,474,113

２ 　　小     学     校     費 42,049,697    42,049,697

３ 　　中     学     校     費 24,559,649    24,559,649

４ 　　高   等   学   校   費 26,694,514    26,694,514

５ 　　特 別 支 援 教 育 費 9,882,756      9,882,756

６
　　大　　　　 学 　　　　費
（企画振興部
　　　　・福祉保健部所管）

③ 1,101,114      1,101,114

７ 　　社   会   教   育   費 2,033,704      2,033,704

８     保   健   体   育   費 1,016,114      1,016,114

112,248,485  16,000 112,264,485

構成比 (10.8%) (10.8%)

金　額 12,087,688    16,000 12,103,688

構成比 (89.2%) (89.2%)

金　額 100,160,797   0 100,160,797

＜参考＞

19.0% 0.6% 18.9%

592,043,096 2,794,321 594,837,417

県予算額に占める教育委員会予算額の
割合

県　　予　　算　　額

平成２６年度９月補正予算　歳出（教育委員会）

既決予算額

１

    う   ち   人　　件   費

項

教育委員会所管分計（①－②－③）

　　う   ち   事　　業   費

［資料＿報告①］
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（部局名：教育委員会） （単位：千円）

0

＜16,000＞

(16,000)

スーパーグローバルハイ
スクール推進事業

平成２６年度一般会計９月補正予算案

事　業　名

既決予算額
＜補正予算案＞
（累計予算額）

補　正　要　求　の　概　要 所管課

高校教育課

ＡＰＵや企業などと連携し、語学力だけでなく、国際的に活躍する力と
意欲を持ち合わせたグローバル人材の育成を図る。
　・指定校　大分上野丘高校
　・内　容　国内外実地研修、留学生との交流、
　　　　　　国内外の大学教授や企業幹部の講演　など

新

［資料＿報告①］
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第１００号議案

大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について

１ 改正内容

 平成２６年１０月１日に大分県立別府翔青高等学校及び大分県立玖珠美山高等

学校を設置するため、設置条例の別表の高等学校の部に、次の県立学校の名称及び

位置を加える。

名 称 位 置

大分県立別府翔青高等学校 別府市大字別府３，０８８番地９１

大分県立玖珠美山高等学校 玖珠郡玖珠町大字帆足１６０番地

 平成２７年４月１日に県立玖珠農業高等学校及び県立森高等学校を廃止するた

め、設置条例の別表の高等学校の部の両校の項を削る。

２ 改正理由

 １の については、平成２０年８月に策定した「高校改革推進計画 後期再編

整備計画」に基づき、県立別府青山高等学校、県立別府羽室台高等学校及び別府市

立別府商業高等学校を統合し、新たに県立別府翔青高等学校を設置する。また、同

計画に基づき県立玖珠農業高等学校と県立森高等学校を統合し、新たに県立玖珠美

山高等学校を設置する。

なお、名称（校名）は、公募した上で平成２６年７月２９日に開催した教育委

員会において「大分県立別府翔青高等学校」及び「大分県立玖珠美山高等学校」と

決定した。また、位置（高校の設置場所）は、高校改革推進計画において既設の県

立別府青山高等学校と別府市立別府商業高等学校の校地（別府市）及び県立玖珠農

業高等学校の校地（玖珠町）となる。

 １の については、県立玖珠農業高等学校及び県立森高等学校を新設校へ一括統合

することから、平成２７年４月１日をもって廃止する。

３ 統合される既存高等学校の取扱い

・ 県立別府青山高等学校、県立別府羽室台高等学校及び別府市立別府商業高等学

校について

各学校に在籍する平成２６年度以前に入学した生徒に配慮し、開校年度から段

階的に統合を行い、在学生が卒業する平成２８年度末に廃止する予定である。

［資料＿報告①］
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・ 県立玖珠農業高等学校及び県立森高等学校について

当初、「高校改革推進計画 後期再編整備計画」において、段階的統合を行う予

定であったが、「高等学校再編に係る玖珠・九重地区推進協議会」からの要望によ

り、一括統合を実施することとなった。（平成２４年７月１１日開催の教育委員会

で採決済）

一括統合により、県立玖珠農業高等学校及び県立森高等学校に在学する生徒は新設校

に転校するため、両校は平成２７年４月１日をもって廃止する。

４ 施行期日

１の については、平成２７年４月の開校に向けて、職員を配置して生徒募集や

入試関係などの事務を円滑に進める必要があるため、平成２６年１０月１日から施

行する。

１の については、平成２７年４月１日から施行する。
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別
府
市
大
字
鶴
見
四

、
四
三
三
番
地
二

〈
略

〉

豊
後
高
田
市
玉
津
一

、
八
三
四
番
地
一

　
　
　
　
位
　
　
　
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新

別
表

（
第
二
条
関
係

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

別
表

（
第
二
条
関
係

）

○
大
分
県
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
五
十
七
号

）
　
新
旧
対
照
表
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第
１

０
款

　
教

育
費

　
（
教

育
委

員
会

関
係

分
抜

粋
）

（
単

位
：
円

、
％

）

継
続

費
逓

次
繰

越
繰

越
明

許
費

事
故

繰
越

2
5

1
1
0
,4

0
7
,9

2
8
,6

1
9

1
0
9
,6

1
4
,3

7
2
,5

8
1

0
3
1
4
,4

2
0
,0

0
0

0
4
7
9
,1

3
6
,0

3
8

9
9
.6

%

2
4

1
1
7
,1

3
0
,7

3
6
,0

0
0

1
1
6
,4

3
6
,6

2
3
,4

5
2

0
2
5
7
,2

3
9
,0

0
0

0
4
3
6
,8

7
3
,5

4
8

9
9
.6

%

増
減

△
 6

,7
2
2
,8

0
7
,3

8
1

△
 6

,8
2
2
,2

5
0
,8

7
1

0
5
7
,1

8
1
,0

0
0

0
4
2
,2

6
2
,4

9
0

0
.0

%

対
前

年
度

比
9
4
.3

%
9
4
.1

%
－

1
2
2
.2

%
－

1
0
9
.7

%
－

※
主

な
増

減
理

由

・
給

与
費

（
教

育
人

事
課

）
△

 5
,9

1
8
,7

5
7
,3

5
3

円
　

（
給

与
特

例
減

額
の

実
施

(2
5
.7

～
2
6
.3

)に
伴

う
減

）
（
主

な
内

訳
）

小
学

校
費

△
 2

,7
6
5
,1

3
8
,6

5
4

円
高

等
学

校
総

務
費

△
 1

,3
5
4
,5

7
7
,1

7
7

円
中

学
校

費
△

 1
,2

2
1
,2

3
9
,2

3
1

円
　

　
な

ど

・
教

職
員

住
宅

管
理

費
（
福

利
課

）
△

 8
0
9
,4

9
2
,8

3
5

円
　

（
教

職
員

住
宅

建
設

償
還

金
の

繰
上

償
還

(2
4
年

度
限

り
)が

終
了

し
た

こ
と

に
伴

う
減

）

平
成

２
５

年
度

大
分

県
一

般
会

計
決

算
調

書

年
度

予
算

現
額

決
算

額

次
年

度
へ

の
繰

越
額

不
用

額
執

行
率
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「
芯

の
通

っ
た

学
校

組
織

」
の

構
築

（
学

校
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

充
実

）
に

つ
い

て

【
現

状
・
課

題
】

１
．

学
校

評
価

を
活

用
し

た
、

学
校

の
課

題
に

直
結

し
た

目
標

や
取

組

の
設

定
と

短
期

の
改

善

２
．

教
職

員
評

価
シ

ス
テ

ム
に

基
づ

く
、

全
教

職
員

へ
の

目
標

の
徹

底
と

個
人

目
標

へ
の

連
鎖

３
．

主
要

主
任

等
の

役
割

の
一

層
の

充
実

と
主

任
手

当
の

趣
旨

の
徹

底

４
．

企
画

立
案

の
場

と
し

て
の

運
営

委
員

会
の

活
用

推
進

５
．

目
標

の
共

有
に

よ
る

家
庭

や
地

域
と

の
協

働

【
求

め
る

学
校

像
と

取
組

状
況

】

◆
本
県
で
は
、
平
成
20
年
の
不
祥
事
以
来
、
責
任
と
権
限
が
明
確
で
透
明
性
の

高
い
教
育
行
政
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
目
指
し
て
徹
底
的
な
改
革
を
進
め
て

き
た
。

◆
他
方
、
学
校
の
目
標
が
抽
象
的
す
ぎ
る
、
主
任
制
度
が
十
分
定
着
し
て

い
な
い
な
ど
、
学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
課
題
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、

現
在
、
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
全
て
の
教
職
員
が
目
標
達
成
に

向
け
て
、
組
織
的
に
教
育
活
動
に
取
り
組
む
よ
う
、
学
校
改
革
を
進
め
て

い
る
。 主
要
主
任
等
が
効
果
的
に
機
能
す
る
「
基
盤
と
な
る
学
校
運
営
体
制
」

の
も
と
、
学
力
・
体
力
向
上
や
い
じ
め
な
ど
今
日
的
課
題
に
対
応
す
る
た

め
に
「
目
標
達
成
に
向
け
た
組
織
的
な
取
組
」
を
行
う
学
校
組
織

＜
求
め
る
学
校
像
：
｢芯

の
通
っ
た
学
校
組
織
｣＞

＜
取
組
状
況
：
３
フ
ェ
ー
ズ
（
２
４
年
度
～
２
６
年
度
）
で
推
進
＞

◆
平

成
２

４
年

１
１

月
２
６

日
｢
芯

の
通

っ
た

学
校
組

織
｣
推

進
プ

ラ
ン

策
定

→
趣

旨
の

周
知

と
制

度
の

整
備

を
推

進
。

・
Ｈ

2
4
年

1
1
月
「

学
校

運
営

の
適

正
化

」
通

知
・

Ｈ
2
5
年

1
月
「

学
校

評
価

の
手

引
き

」
改

訂
・

Ｈ
2
5
年

2
月
「

教
職

員
評

価
シ

ス
テ

ム
実

施
手

引
き

」
改

訂
・

Ｈ
2
5
年

3
月
全

市
町

村
に

よ
る

プ
ラ

ン
・

計
画

の
策

定
な

ど

◆
平

成
２

５
年

度
実

践
・
研

修
・

指
導

に
よ

る
｢
芯

の
通

っ
た

学
校

組
織

｣
の

構
築

→
｢
形

」
は

あ
る

程
度

整
っ

た
。

今
後

「
質

」
を

高
め

る
こ

と
が

必
要

。

◆
平

成
２

６
年

度
｢
芯

の
通

っ
た

学
校

組
織

｣
の

定
着

→
特

に
右

の
５

つ
の

中
心

課
題

の
徹

底
を

目
指

す
。

→
年

央
に

定
着

状
況

を
確

認
し

、
必

要
に

応
じ

、
一

層
の

施
策

を
展

開
。

【
第

３
フ

ェ
ー

ズ
の

中
心

課
題

】
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「芯の通った学校組織」定着状況調査結果（概要）

○調査の趣旨：「芯の通った学校組織」の構築に係る各学校、市町村教育委員会の取組や意識

を把握し、その定着状況を確認するとともに、調査により得られた課題を踏まえ、一層の

施策の展開を図ることを目的に実施。

○調査対象：全公立学校の校長・教務主任、保護者、及び、市町村教育委員会

○調査時期：平成２６年７月～８月

定着の状況について

今回の調査で分かった「芯の通った学校組織」の定着状況は、以下の通りである。

【取組の状況】

○ 学校評価を活用した取組の状況

・ ８割の学校が、学校評価の重点目標を３つ以下としている（小中学校では、２つ以下に絞り

込んでいる学校が１割程度ある）。

・ ほとんどの学校で、重点目標の達成状況を測る達成指標を、数値化するなど検証可能なもの

にしている。

・ ほとんどの学校で、ＰＤＣＡサイクルを年間３回以上のスパンで行っている。

○ 教職員評価システムの活用状況

・ 過半数の学校は、学校の重点目標、各分掌の目標、各教職員の自己目標の連動は、「ある程

度連動している」としている。

・ ほとんどの校長が、教職員の自己目標について指導・助言を行っている。

○ 主任制度の定着状況

・ ほとんどの学校で、主要主任等が、「学校の運営方針や運営委員会での協議事項等を教職員

に周知する機会」や「教職員の考えを集約の上管理職に伝える機会」が、「よくある」、或い

は、「時々ある」としている。

○ 運営委員会の活用状況

・ 運営委員会の開催頻度は、小学校は「２週間に１回程度」、中学校は「週１回」が最も多い。

・ 運営委員会の設置により、８割の小中学校で、職員会議の開催回数・１回の所要時間が縮減

され、約５割の学校では開催回数が半分以下になっている（１割程度の学校では４分の１以下）。

・ ほとんどの学校で、教務主任が運営委員会に提案を行うことがある（４分の３の学校では、

「毎回」、或いは、「しばしばある」）。

○ 学校と家庭・地域との協働

・ ８割の学校で、学校の重点目標や学力・体力の状況、生徒指導上の課題等について、学校が

保護者や地域住民と話し合う機会は、「時々ある」としている。

・ 保護者や地域住民が、学校で児童生徒や授業の様子を見る頻度は、小中学校・特別支援学校

では「学期に数回」、高等学校では「年に数回」が最も多い。

【教職員の意識】

○「芯の通った学校組織」の取組を通じて、校長・教務主任の意識に以下のような変化が見られる。

・ 校長は、主要主任等の意識について、以下のように感じている。

① 学校運営への参画意識が高まった

② 校長の学校運営方針を理解し、他の教職員に周知する意識が高まった

③ 自らの分掌等をとりまとめ、推進する意識が高まった

・ 校長は、運営委員会の設置の効果を、以下のように感じている。

① 迅速な意思決定を行いやすくなった

② 校長がリーダーシップを発揮しやすくなった

③ 主要主任等の学校運営への参画意識が高まった

・ ほとんどの教務主任は、職務にやりがいを感じており、また「芯の通った学校組織」の取組

を通じて、教務主任の重要性を認識するようになったと感じている。
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○ ９割の校長が、「大分の教育は、より良くなってきていると思う」と回答。その主な理由は、

以下の通り（自由記述による回答を集約）。

（目標達成に向けた組織的な学校運営）

・ 教職員の学校運営への関わりが明確化され、一人一人が学校教育の大切な一員としての責

任感と自覚が増した

・ 組織的な取組により、学力向上・体力向上等の学校教育課題が目に見える形で達成されつ

つあるので、やりがいを感じている

・ 学校が組織的に動くことでばらばらだった教員の意識を校長の経営方針へと導くことがで

きると心から思う。大分の教育の方向性は間違っていないと思う。何より、全職員が自校の

課題は何かに真剣に向き合うようになった

など、目標達成に向けた組織的な学校運営により、教職員の意識改革や学校改善が図られてい

るという趣旨の回答（小：１４４校、中：５４校、高：２１校、特：１０校）。

（学力・体力の向上）

・ 具体的な授業改善の取組が広がり、学力調査結果の数値も成果として表れてきた

・ 教職員の意識や学校の取組が組織的になり、学力・体力の向上が結果として表れてきた

など、各種学力調査の結果や体力・運動能力調査の結果が向上しているという趣旨の回答

（小：１０２校、中：４７校、高：８校、特：０校）。

【保護者の意見】

○ ８割の保護者が、「大分の教育は、より良くなってきていると思う」と回答。その主な理由は、

以下の通り（自由記述による回答を集約）。

・ 学力テストや体力テストの結果がだんだんよくなってきている（１０８校）。

・ 以前に比べて、学校全体が協力して取り組んでいる姿がよくわかる（９５校）。

・ 学校が地域、ＰＴＡと連携を取る努力をしていると思う（７４校）。

・ 先生の頑張っている姿を多く見たり、子どもが学校に行くことを楽しみにしている（６２校）。

【定着の状況】

「芯の通った学校組織」の取組は、「目標達成に向けた組織的な取組」を「基盤となる

学校運営体制」のもとで持続的・発展的に進める学校を構築することにより、子どもたち

の力の確実な向上を行うことを目的としている。

平成２４年度からの取組を通じて、上記のように、

・ 目標の重点化や検証可能な指標の設定、それらに基づく短期のPDCAサイクルによる

検証・改善（「目標達成に向けた組織的な取組」）

・ 主要主任等が各分掌の責任者としてリーダーシップを発揮するとともに、管理職と

主要主任等から構成される運営委員会によって校長のリーダーシップを補助する体制

（「基盤となる学校運営体制」）

が、全ての学校に定着しつつある。

また、そのような取組の積み重ねにより、目標達成に向けた組織的な学校運営を進める

ことへの教職員の意識の高まりが見られるとともに、学校の目標や取組を、家庭・地域と

共有する取組も進みつつある。
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定着状況に係る課題

上記のように、「芯の通った学校組織」の取組が全ての学校に定着しつつある一方、今回の調査

により、以下のような課題があることが分かった。

○ 多くの校長が学校の課題と重点目標を一層一致させる必要があると感じているなど、目標達

成に向けた学校マネジメントの継続的な改善が必要であること。

○ 主要主任等が、他の教職員に指導・助言を行う意識についての一層の向上が必要であること。

○ 教務主任以外の主要主任等の意識の向上も必要という意見があること。

○ 主任制度及び主任手当の趣旨についての周知・徹底は図られつつあるが、未だに、主任手当

拠出の実態があること（詳細は別紙）。

○ 保護者や地域住民との連携について、校長の多くが以下のことが必要だと感じていること。

・ 保護者や地域住民との連携に対する教職員の意識を高めること

・ 保護者や地域住民に子どもや授業の様子を見てもらい、学校への関心を高めてもらうこと

○ 小学校に較べ、中学校では、校内研究が教員の指導力の向上にしっかりつながっていると感

じている校長が、少ないこと。

○ 小学校に較べ、中学校・高等学校では、思考力・判断力・表現力を育成するための組織的な

授業改善が行われていると感じている校長が少ないこと。

○ 学力・体力向上は進みつつあるが、不登校をはじめとした生徒指導上の課題や、豊かな心の

育成になお課題があるという意見があること。

○ 「芯の通った学校組織」の改革のスピードが速すぎ、全ての教職員に確実に定着するには、

一層の継続的な取組が必要という意見があること。

県教育委員会の推進方策に係る課題

目標達成に向けた組織的な取組を一層進めるに当たっての県教育委員会の施策について、校長や

市町村教育委員会から次のような要望が寄せられた（自由記述による回答）。

○ 管理職や教務主任のみならず、主要主任等への研修の機会を充実してほしい。

○ 一層のボトムアップのため、若手教職員の研修の充実を図ってほしい。

○ 効果的な学校の取組事例の紹介や、先進地への研修を行ってほしい。

○ 出張が増えている。しっかりマネジメントを行うためにも会議や報告書等を精選してほしい。

○ 目標協働達成モデル校を拡充するなど、学校・家庭・地域が協働する取組を充実してほしい。

○ 主幹教諭や学力向上支援教員の配置をはじめ、教職員の配置を充実してほしい。

○ 今後も、学校現場との意思疎通を図るとともに、具体的な指導を継続してほしい。

○ 一貫した方針のもと、今後も芯の通った学校組織の推進を継続的に行ってほしい。

○ 県教育委員会と市町村教育委員会の十分な連携と役割分担の明確化を行ってほしい。

また、教育センター研修及び教育事務所の教育指導については、以下のような調査結果だった。

○ 教育センター等が行う学校マネジメント研修

→ ほとんどの学校が役に立っていると回答。また、約８割の学校が一層の充実を求めている。

○ 教育事務所が行う学校訪問

→ ほとんどの学校が役に立っていると回答。また、半数の学校が一層の充実を、残りの半数

の学校が現状の指導の継続を求めている。

今後の方向性

上記の課題等を踏まえ、各学校の目標達成に向けた組織的な取組が一層推進され、子どもたちの

力と意欲の向上が図られるよう、新しい計画を早期に策定する。その上で、市町村教育委員会との

一層の緊密な連携のもと、取組の充実を図っていく。

［資料＿報告②］
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別紙

主任手当の拠出について

○ 主任手当拠出の状況

項目＼校種 小学校 中学校 小中学校計 県立学校

拠出していない主任 約２５％ 約６４％ 約３９％ 約８０％

（１８３人） （２６０人） （４４３人） （４０６人）

拠出している主任 約３２％ 約１４％ 約２６％ 約１７％

（２３５人） （５９人） （２９４人） （８７人）

把握できない主任 約４３％ 約２２％ 約３５％ 約３％

（３１７人） （９１人） （４０８人） （１７人）

主任手当を受給している教員数全体 ７３５人 ４１０人 １１４５人 ５１０人

（％は、主任手当を受給している教員に占める割合）

※ ２市町村教委（全体：１８教委）、県立学校２９校（全体：６９校）では、拠出が全くない。

※ 市町村間において、拠出している主任が０％～約７９％、把握できない主任が０％～約９５％

と差が大きく、校種間でも上記の表のとおり差があった。

※ 校長が拠出の有無を把握できなかった主な理由は、以下の通り。

・職員から聴取したが、回答がなかった。

・「個人の問題であるので」との理由で、回答がなかった。

・「職員団体からの指示があった」との理由で、回答がなかった。

○ 主任制度及び主任手当の趣旨の周知・徹底の状況

・ 校長は、主に年度当初や面談の際に、主任手当を受給している教員への個別面談や職員会議・

運営委員会を通じて周知・徹底を行っている。

・ 市町村教育委員会は、教育長による校長面談、校長・教頭・教務主任を対象とした会議の際、

周知・徹底を行っている。

○ 主任手当の趣旨の徹底のために必要と考えること（「とてもそう思う」の回答を集計）

［小中学校長］

① 教育委員会から職員団体に対する一層の要請が必要 （小：１３３校、中：６１校）

② 主任制度自体の一層の定着が必要 （小：１１４校、中：４９校）

③ 県教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （小：１００校、中：４５校）

④ 市町村教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （小： ８１校、中：３５校）

⑤ 管理職から個々の教員に対する一層の周知・徹底が必要 （小： ５８校、中：３４校）

［市町村教委］

① 主任制度自体の一層の定着が必要 （１１教委）

② 県教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （９教委）

③ 市町村教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （７教委）

③ 教育委員会から職員団体に対する一層の要請が必要 （７教委）

⑤ 管理職から個々の教員に対する一層の周知・徹底が必要 （６教委）

［県立学校長］

① 県教育委員会から職員団体に対する一層の要請が必要 （４５校）

② 県教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （３８校）

③ 主任制度自体の一層の定着が必要 （３６校）

④ 管理職から個々の教員に対する一層の周知・徹底が必要 （２３校）

［資料＿報告②］
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＜小学校・中学校＞

【学校評価を活用した、学校の課題に直結した目標や取組の設定と短期の改善の徹底】

〇学校の重点目標は、いくつありますか。

① １つ

② ２つ

③ ３つ

④ ４つ

⑤ ５つ以上

〇達成指標は、数値化するなど、検証可能なものにしていますか。

①
②
③
④

〇取組指標は、「誰が」「何を」「どれくらいの頻度で」という、具体的で検証可能な内容にしていますか。

①
②
③
④

〇重点目標達成に向けたＰＤＣＡサイクルを、どのようなスパンで行っていますか。

①
②
③

している

ある程度している

○重点目標を「３つ」以下としている学校が８割、「２つ」以下に絞り込み重点化・焦点化している学校
も１割程度ある。
○ほとんどの学校で達成指標は、数値化するなど検証可能なものにしているが、それに比べ、取組
指標は、具体的で検証可能な内容に「ある程度している」とする学校がかなりあり、取組指標をより
一層具体的で検証可能な内容にする必要があると考えられる。
○ほとんどの学校でPDCAサイクルを年間３回以上のスパンで行っている。
○重点目標や達成指標、重点的取組内容の設定及び検証・改善は、校長、教頭と共に教務主任が
中心となって進めている。
○PDCAサイクルにより学校改善を進める上で特に必要なことは、「学校の課題と重点目標を一層一
致させる」ことや「PDCAサイクルを活用した学校改善の重要性について、教職員の意識を高める」こ
とだと校長は考えている。

している

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

年回４回以上

ある程度している

あまりしていない

していない

あまりしていない

していない

年間３回未満

年間３回

2
11

89
22

2

①

②

③

④

⑤

中学校

225
51

1
0

①

②

③

④

小学校

98
28

0
0

①
②
③
④

中学校

165
104

7
1

①

②

③

④

小学校

71
54

1
0

①

②

③

④

中学校

23
229

25

①

②

③

小学校

13
101

12

①

②

③

中学校

4
30

191
49

3

①

②

③

④

⑤

小学校
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

・学校の課題と重点目標を一層一致させる必要がある。

①
②
③
④

・ＰＤＣＡサイクルを活用した学校改善の重要性について、教職員の意識を高める必要がある。

①
②
③
④

とてもそう思う

教務主任

その他の主任

その他

校長

教頭

主幹教諭

指導教諭

〇重点目標や達成指標、重点的取組内容の設定を活用したＰＤＣＡサイクルにより、学校改善を進める上で、以
下のことが必要だと思いますか。

〇重点目標や達成指標、重点的取組内容の設定及び検証・改善は、誰が中心に進めていますか。
※複数回答可

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

265
258

23
18

246
157

15

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

小学校

122
116

25
4

96
72

7

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

中学校

191
59

23
4

①

②

③

④

小学校

90
25

8
3

①

②

③

④

中学校

171
85

15
6

①

②

③

④

小学校

81
38

5
2

①

②

③

④

中学校

［資料＿報告②］

-6-



【教職員評価システムに基づく、全教職員への目標の徹底と個人目標への連鎖の徹底】

〇学校の重点目標、各分掌等の目標、各教職員の自己目標がどれくらい連動していると思いますか。

①
②
③
④

①
②
③
④

①
②
③
④

①
②
③
④

○過半数の学校は、学校の重点目標、各分掌の目標、各教職員の自己目標の連動は、「ある程度
連動している」としている。
○ほとんどの校長が各教職員の自己目標についての指導・助言を行っている。
○教務主任による、自らの分掌に属する教職員の目標設定への関わりは、学校によって差が大き
い。
○教職員評価システムを活用するに当たって特に必要なことは、「教職員評価システムを機能させる
ため、学校の重点目標や達成指標、重点的取組内容を、より適切に設定する」ことや「学校の重点目
標や達成指標、重点的取組内容を教職員に一層浸透させる」ことだと校長は考えている。

しっかり連動している

ある程度連動している

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

あまり連動していない

連動していない

行っている

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

〇目標管理面談や中間申告の際、必要に応じて修正させるなど、各教職員の自己目標について、指導・助言を
行っていますか。

・教職員評価システムを機能させるため、学校の重点目標や達成指標、重点的取組内容を、より適切に設定す
る必要がある。

そう思わない

あまり行っていない

行っていない

ある程度行っている

〇教職員評価システムを活用するに当たって、以下のことが必要だと思いますか。

〇分掌に所属する教職員の目標設定に対して、指導・助言を行っていますか。（教務主任）

行っている

ある程度行っている

あまり行っていない

行っていない

100
176

1
0

①

②

③

④

小学校

45
80

1
0

①

②

③

④

中学校

201
72

4
0

①

②

③

④

小学校

88
36

2
0

①

②

③

④

中学校

168
81

22
6

①

②

③

④

小学校

71
46

7
2

①

②

③

④

中学校

68
160

41
6

①

②

③

④

小学校

30
78

15
4

①

②

③

④

中学校
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・学校の重点目標や達成指標、重点的取組内容を教職員に一層浸透させることが必要である。

①
②
③
④

とてもそう思う

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない 175
77

21
4

①

②

③

④

小学校

83
35

7
1

①

②

③

④

中学校

［資料＿報告②］
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【主要主任等の役割の一層の充実と主任手当の趣旨の徹底】

〇主要主任等は、与えられた役割を果たしていますか。

①
②
③
④

〇自校で教務主任として担う役割は明確ですか。（教務主任）

①
②
③
④

〇教務主任としての役割を果たせていると思いますか。（教務主任）

①
②
③
④

○校長は、主要主任等が、与えられた役割を少なくともある程度果たしていると考えている。
○教務主任は、自らの役割はかなり明確であり、その役割をある程度果たせていると考えている。ま
た、ほとんどの教務主任が職務にやりがいを感じている。
○ほとんどの教務主任は、「芯の通った学校組織」の取組を通じて、教務主任の重要性を認識するよ
うになったと感じており、また、８割の教務主任は業務が多くなったと感じている。
○主要主任等が学校の運営方針や運営委員会での協議事項等を教職員に周知する機会や、教職
員の考えを集約の上管理職に伝える機会は、ほとんどの学校で「よくある」「時々ある」とされており、
ミドルアップダウンマネジメントがある程度定着してきたと考えられる。
○平成２４年からの「芯の通った学校組織」の取組による主要主任等の意識の変化については、「学
校運営への参画意識が高まった」、「校長の学校方針を理解し、他の教職員に周知する意識が高
まった」、「自らの分掌等をとりまとめ、推進する意識が高まった」とする学校が多い。一方、「自らの
分掌等の教職員に指導・助言を行う意識が高まった」とする学校が少ない。このことから、主要主任
等は、学校運営への参画意識が高まってはいるが、自らの分掌等の教職員に主体的に指導・助言
を行うところまでは必ずしも至っていないのではないかと考えられる。
○主要主任等の役割の一層の充実を図る上で特に必要なことは、「主要主任等が担う役割を校長と
してより的確に指示する」ことや「主要主任等が役割を果たせるよう、業務の割り振りを一層工夫す
る」ことだと校長は考えている。
○主任手当の趣旨の徹底を図る上で特に必要なことは、「教育委員会から職員団体に対し、組合員
に主任手当の拠出を求めないよう、一層の要請を行う」ことや「主任制度自体の一層の定着」だと校
長は考えている。

果たしている

ある程度果たしている

あまり果たせていない

果たせていない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

果たせている

ある程度果たせている

明確である

ある程度明確である

あまり明確ではない

明確でない

あまり果たせていない

果たせていない

65
61

0
0

①

②

③

④

中学校

143
132

2
0

①

②

③

④

小学校

65
59

3
0

①

②

③

④

中学校

56
206

13
0

①

②

③

④

小学校

32
92

3
0

①

②

③

④

中学校

115
154

6
0

①

②

③

④

小学校
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〇教務主任としての職務にやりがいを感じていますか。（教務主任）

①
②
③
④

・教務主任の重要性を認識するようになった。（教務主任）

①
②
③
④

・業務が多くなり、負担を感じるようになった。（教務主任）

①
②
③
④

〇主要主任等が学校の運営方針や運営委員会での協議事項等を、教職員に周知する機会はありますか。

①
②
③
④

〇主要主任等が教職員の考えを集約の上、管理職に伝える機会はありますか。

①
②
③
④

・学校運営への参画意識が高まった。

①
②
③
④

よくある

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度感じている

あまり感じていない

感じていない

〇平成２４年からの「芯の通った学校組織」の取組を通じて、自身の意識に以下のような変化があったと思いま
すか。

とても感じている

そう思わない

あまりない

ない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

〇平成２４年からの「芯の通った学校組織」の取組を通じて、主要主任等の意識に以下のような変化があったと
思いますか。

そう思わない

時々ある

あまりない

ない

よくある

時々ある

158
114

5
0

①

②

③

④

小学校

86
38

2
0

①

②

③

④

中学校

133
135

9
0

①

②

③

④

小学校

59
64

3
0

①

②

③

④

中学校

114
162

1
0

①

②

③

④

小学校

50
74

1
1

①

②

③

④

中学校

74
180

19
2

①

②

③

④

小学校

46
69

10
2

①

②

③

④

中学校

133
132

10
0

①

②

③

④

小学校

71
52

3
1

①

②

③

④

中学校

42
63

19
3

①

②

③

④

中学校

60
167

45
3

①

②

③

④

小学校
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・校長の学校運営方針を理解し、他の教職員に周知する意識が高まった。

①
②
③
④

・自らの分掌等をとりまとめ、推進する意識が高まった。

①
②
③
④

・自らの分掌等の教職員に指導・助言を行う意識が高まった。

①
②
③
④

・主要主任等が担う役割を校長としてより的確に指示する必要がある。

①
②
③
④

・主要主任等が役割を果たせるよう、業務の割り振りを一層工夫する必要がある。

①
②
③
④

・教育委員会から職員団体に対し、組合員に主任手当の拠出を求めないよう、一層の要請を行う必要がある。

①
②
③
④

〇主任手当の趣旨の徹底を図る上で、以下のことが必要だと思いますか。

とてもそう思う

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

〇主要主任等の役割の一層の充実を図る上で、以下のことが必要だと思いますか。

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

とてもそう思う

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

あまりそう思わない

47
78

0
1

①

②

③

④

中学校

162
89

24
2

①

②

③

④

小学校

76
44

4
2

①

②

③

④

中学校

139
111

24
3

①

②

③

④

小学校

77
40

6
3

①

②

③

④

中学校

133
116

24
4

①

②

③

④

小学校

61
50

15
0

①

②

③

④

中学校

96
176

5
0

①

②

③

④

小学校

44
80

1
1

①

②

③

④

中学校

106
162

8
1

①

②

③

④

小学校

29
90

6
1

①

②

③

④

中学校

69
186

21
1

①

②

③

④

小学校
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・主任制度自体の一層の定着が必要である。

①
②
③
④

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度そう思う

とてもそう思う

114
143

19
1

①

②

③

④

小学校

49
66

11
0

①

②

③

④

中学校
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【企画立案の場としての運営委員会の活用推進の徹底】

〇運営委員会は、どの程度の頻度で開催していますか。

①
②
③
④

〇運営委員会１回当たりの所要時間は、どれくらいですか。

①
②
③
④
⑤

〇職員会議は、どの程度の頻度で開催していますか。

①
②
③
④
⑤

〇職員会議１回当たりの所要時間は、どれくらいですか。

①
②
③
④
⑤
⑥

○運営委員会の開催状況は、小学校では「２週間に１回程度」、中学校では「週１回」が も多く、１回当
たりの所要時間は、「３０分から１時間」が も多い。
○職員会議はの開催状況は、「月１回」が も多く、１回当たりの所要時間は小学校では「３０分～１時
間」が も多く、中学校では「１時間～１時間半」が も多い。
○運営委員会の議題は、半数近くの学校が「次の回の議題を示している」としているが、「年間・学期を
通して示している」学校もかなりある。
○運営委員会の司会は、教務主任が行っている学校が も多く、次いで教頭となっている。
○４分の３の教務主任が、運営委員会に提案を行うことが、毎回、或いは、しばしばある。
○平成２５年度からの運営委員会の設置により、大半の学校で職員会議の開催回数及び１回の所要時
間が、縮減されている。特に開催回数は、約５割の学校で半分以下になっている（１割程度の学校では４
分の１以下）。また、「迅速な意思決定を行いやすくなった」こと、「校長がリーダーシップを発揮しやすく
なった」こと、「主要主任等の学校運営への参画意識が高まった」ことなどの効果が表れている。
○運営委員会や職員会議について特に必要なことは、「充実した運営委員会となるよう議題をもっと早
めに示す」ことや「運営委員会で主要主任等が提案する機会を増やす」ことと校長は考えている。

週１回

２週に１回程度

月１回

その他

３０分未満

３０分～１時間

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

職員会議は設けていない

週１回

２週に１回程度

月１回

その他

３０分未満

３０分～１時間

１時間～１時間半

１時間半～２時間

２時間以上

職員会議は設けていない

１時間～１時間半

１時間半～２時間

２時間以上

1
79

42
3
1

①

②

③

④

⑤

中学校

71
130

70
6

①

②

③

④

小学校

76
29

21
0

①

②

③

④

中学校

4
169

95
9

0

①

②

③

④

⑤

小学校

2
27

90
2
5

①

②

③

④

⑤

中学校

19
80

164
8
6

①

②

③

④

⑤

小学校

1
41

69
10

0
5

①

②

③

④

⑤

⑥

中学校

16
143

90
21

1
6

①

②

③

④

⑤

⑥

小学校
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〇運営委員会で扱う議題や議題案を予め示していますか。

①
②
③
④
⑤
⑥

〇運営委員会は誰が司会をしていますか。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

〇運営委員会に、教務主任として提案を行うことがありますか。（教務主任）

①
②

③

④
⑤

〇平成２５年度からの運営委員会の設置前後で、職員会議の開催回数に変化はありましたか。

①
②

③

④
⑤

〇平成２５年度からの運営委員会の設置前後で、職員会議の１回の所要時間に変化はありましたか。

①
②

③

④
⑤

〇運営委員会を設けたことにより、以下の様な変化があったと思いますか。
・迅速な意思決定を行いやすくなった。

①
②
③
④

１/４以下になった

その他

示していない

主幹教諭

ない

学期を通して示している

毎月示している

指導教諭

１/４以下になった

半分以下になった

教頭

年間を通して示している

次の回の議題を示している

校長

半分以下になった

教務主任

その他の主任

その他

半分以下までではないが
減った

ほとんど変わらない

毎回ある

しばしばある

時々ある

ほとんどない

増えた

あまりそう思わない

そう思わない

半分以下までではないが
減った

とてもそう思う

ある程度そう思う

増えた

ほとんど変わらない

26
113

97
41

0

①

②

③

④

⑤

小学校

17
40

50
19

0

①

②

③

④

⑤

中学校

10
88

129
50

0

①

②

③

④

⑤

小学校

6
28

57
35

0

①

②

③

④

⑤

中学校

7
10

34
64

7
4

①

②

③

④

⑤

⑥

中学校

31
43

81
110

11
1

①

②

③

④

⑤

⑥

小学校

4
42

19
0

59
2
0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

中学校

4
112

20
1

135
2
3

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

小学校

114
157

4
2

①

②

③

④

小学校

46
78

1
1

①

②

③

④

中学校

78
116

77
3
1

①

②

③

④

⑤

小学校

59
49

19
0
0

①

②

③

④

⑤

中学校
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・校長としてのリーダーシップを発揮しやすくなった。

①
②
③
④

・主要主任等の学校運営への参画意識が高まった。

①
②
③
④

〇運営委員会や職員会議について、以下のことが必要だと思いますか。
・充実した運営委員会となるよう議題をもっと早めに示す必要がある。

①
②
③
④

・運営委員会で主要主任等が提案する機会を増やす必要がある。

①
②
③
④

とてもそう思う

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

113
160

3
1

①

②

③

④

小学校

39
86

0
1

①

②

③

④

中学校

90
145

34
8

①

②

③

④

小学校

47
65

11
3

①

②

③

④

中学校

85
150

35
7

①

②

③

④

小学校

35
72

16
3

①

②

③

④

中学校

111
158

6
2

①

②

③

④

小学校

47
75

3
1

①

②

③

④

中学校
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【目標の共有による家庭や地域との協働の徹底】

〇重点目標や達成指標、重点的取組内容について、保護者や地域住民と話し合う機会がありますか。

①
②
③
④

①
②
③
④

〇学校の生徒指導上の課題について、保護者や地域住民と話し合う機会がありますか。

①
②
③
④

〇保護者や地域住民が、学校で児童生徒や授業の様子を見ることがどれくらいありますか。

①
②
③
④
⑤

時々ある

ほとんどない

○学校が保護者地域住民と話しあう下記内容についての機会は、「時々ある」が８割。
  ・重点目標や達成指標、重点的取組内容について
  ・全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力調査の結果や改善策について
  ・学校の生徒指導上の課題について
○保護者や地域住民が、学校で児童生徒や授業の様子を見る頻度は、「学期に数回」が も多い。
○学校の目標の達成のために、家庭や地域と協働する上で特に必要なことは、「保護者や地域住民
に児童生徒や授業の様子をもっと見てもらい、学校への関心を高めてもらう」ことや「保護者や地域
住民と連携することについての教職員の意識を高める」ことだと校長は考えている。

よくある

時々ある

ほとんどない

ない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

よくある

時々ある

ほとんどない

ない

ない

年に数回

学期に数回

毎日

〇全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力調査の結果や改善策について、保護者や地域住民と話し合
う機会がありますか。

月に数回

毎週数回

よくある

22
235

20
0

①

②

③

④

小学校

11
107

7
1

①

②

③

④

中学校

28
233

16
0

①

②

③

④

小学校

14
105

6
1

①

②

③

④

中学校

30
225

19
3

①

②

③

④

小学校

11
107

7
1

①

②

③

④

中学校

17
207

50
2
1

①

②

③

④

⑤

小学校

16
90

19
1
0

①

②

③

④

⑤

中学校
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〇学校の目標の達成のために、家庭や地域と協働する上で、以下のことが必要だと思いますか。

①
②
③
④

・保護者や地域住民と連携することについての教職員の意識を高めることが必要である。

①
②
③
④

・保護者や地域住民に児童生徒や授業の様子をもっと見てもらい、学校への関心を高めてもらうことが必要で
ある。

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

132
124

19
2

①

②

③

④

小学校

72
49

4
1

①

②

③

④

中学校

146
125

6
0

①

②

③

④

小学校

67
57

2
0

①

②

③

④

中学校
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【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上（授業改善）】

〇校長として、どれくらいの頻度で授業観察を行っていますか。または、行う予定ですか。

①
②
③
④
⑤

⑥

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④

①
②
③
④

○校長の授業観察の頻度は、「ほぼ毎日」あるいは「週に２～３日程度」がほとんどで、特に小学校
では「ほぼ毎日」の学校が６割以上ある。
○校長の教員に対する授業での指導内容に関する具体的な指導の頻度は、「週に数回」が も多
い。
○他の教員の授業観察を行い、必要に応じて指導・助言を行っている教務主任から行っていない教
務主任まで、学校によってばらつきが大きい。
○言語活動を通じて、思考力・判断力・表現力を育成する授業に、全ての教員が取り組んでいるか
について「とてもそう思う」とする学校が４割程度、「ある程度そう思う」とする学校が６割程度。

ほぼ毎日

週に２～３日程度

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

月に数日程度

学期に数日程度

毎日

年間に数日程度

ほとんど行っていな
い

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

年間数回

そう思わない

〇児童生徒同士を話し合わせる、発表させるなどの言語活動を通じて、思考力・判断力・表現力を育成する授
業に、全ての教員が取り組んでいると思いますか。

〇校長として、どれくらいの頻度で教員に対し授業での指導内容に関する具体的な指導を行っていますか。ま
たは、行う予定ですか。

月に数回

学期に数回

週に数回

〇教務主任として他の教員の授業観察を行ない、必要に応じて指導･助言を行っていますか。（教務主任）

行っている

ある程度行っている

あまり行っていない

行っていない

182
84

10
1
0
0

①

②

③

④

⑤

⑥

小学校

56
55

13
2
0
0

①

②

③

④

⑤

⑥

中学校

24
140

94
17

2

①

②

③

④

⑤

小学校

10
62

41
12

1

①

②

③

④

⑤

中学校

122
151

4
0

①

②

③

④

小学校

41
83

2
0

①

②

③

④

中学校

23
135

91
26

①

②

③

④

小学校

9
64

43
11

①

②

③

④

中学校
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〇全国学力・学習状況調査及び大分県学力定着状況調査の結果分析は、誰が中心となって行っていますか。

① 校長

② 教頭

③ 主幹教諭

④ 指導教諭

⑤ 教務主任

⑥ 研究主任

⑦ 学年主任

⑧ その他

①

②

③

④

①

②

③

④

ある程度関わってい
る

あまり関わっていな
い

関わっていない

全員が理解している

ある程度の教職員
が理解している

〇全国学力・学習状況調査及び大分県学力定着状況調査の結果分析は、調査該当学年や調査対象教科以外
の教員も関わっていますか。

〇各種学力調査（市町村独自調査を含む）の分析結果から得た課題を解決するための具体的な取組（内容・方
法・取組期間、ゴールイメージ等）を全ての教職員が共通理解していますか。

あまり理解していな
い

理解していない

とても関わっている

【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上（学力調査の活用、カリキュラム・マネジメント、学力向上会議）】

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

○全国学力・学習状況調査及び大分県学力定着状況調査の結果分析は、教務主任が中心となって
いる学校が も多い。
○全国学力・学習状況調査及び大分県学力定着状況調査の結果分析についての調査該当学年や
調査対象教科以外の教員の関りは、「とても関わっている」学校が小学校で半数程度、中学校で３割
程度。
○各種学力調査（市町村独自調査を含む）の分析結果から得た課題を解決するための具体的な取
組（内容・方法・取組期間、ゴールイメージ等）を全ての教職員が共通理解しているという学校がほと
んど。
○教育課程の改善の頻度は、年１回から年３回以上まで、学校間でばらつきが大きい。
○学力向上会議は、年間「２回」がほとんどで年間「３回」以上という学校も１割以上ある。

14
21

10
2

39
21

12
7

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

中学校

129
129

16
3

①

②

③

④

小学校

44
68

13
1

①

②

③

④

中学校

188

86

3

0

①

②

③

④

小学校

71

54

1

0

①

②

③

④

中学校

12
31

13
7

112
31

50
21

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

小学校
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①

②

③

〇学力向上会議は、年間何回開催していますか。

①
②
③
④
⑤

１回

２回

３回

４回

５回以上

年２回

年３回以上

〇教育課程の改善をどれくらいの期間で行っていますか。（教務主任）

年１回

0
231

42
2
2

①

②

③

④

⑤

小学校

0
105

19
1
0

①

②

③

④

⑤

中学校

131
76

68

①

②

③

小学校

48
43

36

①

②

③

中学校
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【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上（校内研究）】

〇校内研究をどれくらいの頻度で行っていますか。

①
②
③
④
⑤

〇校内研究の１回の所要時間は平均してどれくらいですか。

①
②
③
④
⑤

〇校内研究は誰が中心となって推進していますか。※複数回答可

① 校長

② 教頭

③ 主幹教諭

④ 指導教諭

⑤ 教務主任

⑥ 研究主任

⑦ その他

〇校内研究に参加する教員の範囲を教えて下さい。

①

②

③

○校内研究の状況は以下のとおり。
  ・開催頻度は、小学校では「１月に２～３回」、中学校では「１月に１回」が も多い。
　・１回の所要時間は「１時間～１時間半」が も多い。
　・研究主任とともに教務主任も中心となって推進している学校が半数近く。
　・ほぼ毎回ほとんどの教員が参加している学校がほとんど。
○校内研究のテーマは、①「思考力・判断力・表現力等の育成」、②「コミュニケーション能力の向上」、
③「基礎的・基本的な知識・技能の習得」の順に多い。
○昨年度の校内研究の成果を本年度の教育課程編成に「しっかり反映した」学校が４割程度、「ある程
度反映した」学校が６割程度。
○校内研究の内容が、自校における教員の授業改善に反映されているかについて「とてもそう思う」と
する学校が６割程度、「ある程度そう思う」とする学校が４割程度。

ほぼ毎回、ほとんどの教員
が参加

ほとんどの教員が参加する
こともあれば、一部の教員
のみ参加することもある

ほぼ毎回、一部の教員の
みが参加

３０分未満

３０分～１時間

１時間～１時間半

２時間以上

１月に１回未満

１月に１回

１月に２～３回

１月に４回

１月に５回以上

１時間半～２時間

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

6
80

39
1
0

①

②

③

④

⑤

中学校

2
44

192
37

2

①

②

③

④

⑤

小学校

37
50

13
8

50
120

6

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

中学校

62
95

16
16

118
270

16

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

小学校

259

18

0

①

②

③

小学校

113

13

0

①

②

③

中学校

0
39

74
11

2

①

②

③

④

⑤

中学校

0
34

160
81

2

①

②

③

④

⑤

小学校
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〇本年度の校内研究のテーマを教えてください。※複数回答可

①

②

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

〇昨年度の校内研究の成果を本年度の教育課程編成に反映しましたか。

①
②
③
④

〇校内研究の内容が、自校における教員の授業改善に反映されていると思いますか。

①
②
③
④

とてもそう思う

ある程度そう思う

しっかり反映した

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度反映した

あまり反映しなかった

反映しなかった

基礎的・基本的な知識・技
能の習得

思考力・判断力・表現力等
の育成

その他

英語科に関すること

学習意欲の向上

国語科に関すること

社会科に関すること

算数・数学科に関すること

理科に関すること

総合的な学習の時間に関
すること

特別活動に関すること

生徒指導、教育相談に関
すること

コミュニケーション能力の向
上に関すること（伝え合う、
話す・聞く等）

105
161

11
0

①

②

③

④

小学校

48
68

10
0

①

②

③

④

中学校

167
110

0
0

①

②

③

④

小学校

65
61

0
0

①

②

③

④

中学校

66
91

58
6
5
6
5
7
14
11
9

65
30

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

中学校

102
203

93
140

4
71

7
6
15
9
14

166
46

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

小学校
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【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上（体力向上）】

〇「一校一実践」を学校全体の取組としていますか。

①
②
③
④

〇児童生徒の体力課題を焦点化し、その課題解決につながる「一校一実践」を行えていますか。

①
②
③
④

行えている

ある程度行えている

○「一校一実践」を学校全体の取組としている学校がほとんど。
○児童生徒の体力課題を焦点化し、その課題解決につながる「一校一実践」を行えている学校は、
小学校は大半、中学校は半数程度。

している

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

あまり行えていない

行えていない

ある程度している

あまりしていない

していない

228
46

3
0

①

②

③

④

小学校

71
46

7
2

①

②

③

④

中学校

192
80

5
0

①

②

③

④

小学校

63
51

11
1

①

②

③

④

中学校
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【組織的な生徒指導の取組】

〇学校全体で、いじめの早期発見・早期対応に取り組めていると思いますか。

①
②
③
④

〇不登校の予兆があった際、全ての教員が統一された対応を行うことができていると思いますか。

①
②
③
④

とてもそう思う

ある程度そう思う

○学校全体で、いじめの早期発見・早期対応に取り組めているかについて「とてもそう思う」とする学
校が８割程度。
○不登校の予兆があった際、全ての教員が統一された対応を行うことができているかについて「とて
もそう思う」とする学校が６割程度。

とてもそう思う

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

220
57

0
0

①

②

③

④

小学校

100
26

0
0

①

②

③

④

中学校

170
105

2
0

①

②

③

④

小学校

68
58

0
0

①

②

③

④

中学校
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【教職員の健康管理】

〇衛生委員会等の活動を中心に、教職員の健康管理の充実に組織的に対応していると思いますか。

①
②
③
④

あまりそう思わない

そう思わない

○教職員の健康管理の充実に組織的に対応しているかについて「とてもそう思う」とする学校が４分
の１、「ある程度そう思う」とする学校が７割程度。

とてもそう思う

ある程度そう思う

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

81
181

15
0

①

②

③

④

小学校

20
88

18
0

①

②

③

④

中学校
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【県教育委員会の推進方策について】

〇大分の教育は、より良くなってきていると思いますか。

①
②
③
④

とてもそう思う

ある程度そう思う

○９割の校長が「大分の教育は、より良くなってきていると思う」と回答。

○上記理由（自由記述による回答を集約）
（目標達成に向けた組織的な学校運営）
・教職員の学校運営への関わりが明確化され、一人一人が学校教育の大切な一員としての責
任感と自覚が増した
・組織的な取組により、学力向上・体力向上等の学校教育課題が目に見える形で達成されつ
つあるので、やりがいを感じている
・学校が組織的に動くことでばらばらだった教員の意識を校長の経営方針へと導くことがで
きると心から思う。大分の教育の方向性は間違っていないと思う。何より、全職員が自校の
課題は何かに真剣に向き合うようになった
　など、目標達成に向けた組織的な学校運営により、教職員の意識改革や学校改善が図られ
ているという趣旨の回答（小：１４４校、中：５４校）。

（学力・体力の向上）
・具体的な授業改善の取組が広がり、学力調査結果の数値も成果として表れてきた
・教職員の意識や学校の取組が組織的になり、学力・体力の向上が結果として表れてきた
　など、各種学力調査の結果や体力・運動能力調査の結果が向上しているという趣旨の回答
（小：１０２校、中：４７校）。

○今後、目標達成に向けた組織的な取組を一層進めるに当たって、県教育委員会に期待すること
（自由記述による回答）
・管理職や教務主任のみならず、主要主任等への研修の機会を充実してほしい。
・効果的な学校の取組事例の紹介や、先進地研修を行ってほしい。
・出張が増えている。しっかりマネジメントを行うためにも会議や報告書等を精選してほし
い。
・今後も、学校現場との意思疎通を図るとともに、具体的な指導を継続してほしい。
・主幹教諭や学力向上支援教員の配置をはじめ、教職員の配置を充実してほしい。
・目標協働達成モデル校を拡充するなど、学校・家庭・地域が協働する取組を充実してほし
い。
・一貫した方針のもと、今後も芯の通った学校組織の推進を継続的に行ってほしい。　など

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

あまりそう思わない

そう思わない

62
199

14
2

①

②

③

④

小学校

31
85

9
1

①

②

③

④

中学校
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＜高等学校＞

【学校評価を活用した、学校の課題に直結した目標や取組の設定と短期の改善の徹底】

〇学校の重点目標は、いくつありますか。

①
②
③
④
⑤

〇達成指標は、数値化するなど、検証可能なものにしていますか。

①
②
③
④

〇取組指標は、「誰が」「何を」「どれくらいの頻度で」という、具体的で検証可能な内容にしていますか。

①
②
③
④

〇重点目標達成に向けたＰＤＣＡサイクルを、どのようなスパンで行っていますか。

①
②
③

○重点目標を「３つ以下」としている学校が７割。
○ほとんどの学校で達成指標は、数値化するなど検証可能なものにしているが、それに比べ、取組
指標は、具体的で検証可能な内容に「ある程度している」とする学校がかなりあり、取組指標をより
一層具体的で検証可能な内容にする必要があると考えられる。
○ほとんどの学校でPDCAサイクルを年間３回以上のスパンで行っている。
○重点目標や達成指標、重点的取組内容の設定及び検証・改善は、校長、教頭と共に教務主任が
中心となって進めている。
○PDCAサイクルにより学校改善を進める上で特に必要なことは、「学校の課題と重点目標を一層一
致させる」ことや「重点目標や達成指標、重点的取組内容についての教職員への一層の浸透」と校
長は考えている。

している

１つ

２つ

３つ

４つ

５つ以上

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

年回４回以上

ある程度している

あまりしていない

していない

あまりしていない

していない

年間３回未満

年間３回

している

ある程度している

34
16

0
0

①

②

③

④

高等学校

26
24

0
0

①

②

③

④

高等学校

8
38

4

①

②

③

高等学校

0
3

32
13

2

①

②

③

④

⑤

高等学校
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

・学校の課題と重点目標を一層一致させる必要がある。

①
②
③
④

・重点目標や達成指標、重点的取組内容についての教職員への一層の浸透が必要である。

①
②
③
④

そう思わない

とてもそう思う

指導教諭

教務主任

その他の主任

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

〇重点目標や達成指標、重点的取組内容の設定及び検証・改善は、誰が中心に進めていますか。
※複数回答可

その他

〇重点目標や達成指標、重点的取組内容の設定を活用したＰＤＣＡサイクルにより、学校改善を進める上で、以
下のことが必要だと思いますか。

校長

副校長

教頭

主幹教諭
46

6
45

2
9

40
34

1

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

高等学校

39
11

0
0

①

②

③

④

高等学校

35
15

0
0

①

②

③

④

高等学校
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【教職員評価システムに基づく、全教職員への目標の徹底と個人目標への連鎖の徹底】

〇学校の重点目標、各分掌等の目標、各教職員の自己目標がどれくらい連動していると思いますか。

①
②
③
④

①
②
③
④

①
②
③
④

①
②
③
④

○過半数の学校で、学校の重点目標、各分掌の目標、各教職員の自己目標の連動は、「ある程度
連動している」としている。
○全ての校長が各教職員の自己目標についての指導・助言を行っている。
○教務主任による、自らの分掌に属する教職員の目標設定への関わりは、十分行われていない学
校の方が多い。
○教職員評価システムを活用するに当たって特に必要なことは、「教職員評価システムを機能させる
ため、学校の重点目標や達成指標、重点的取組内容を、より適切に設定する」ことや「学校の重点目
標や達成指標、重点的取組内容を教職員に一層浸透させる」ことと校長は考えている。

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

行っている

しっかり連動している

ある程度連動している

あまり連動していない

連動していない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

〇分掌に所属する教職員の目標設定に対して、指導・助言を行っていますか。（教務主任）

行っている

ある程度行っている

あまり行っていない

〇目標管理面談や中間申告の際、必要に応じて修正させるなど、各教職員の自己目標について、指導・助言を
行っていますか。

・教職員評価システムを機能させるため、学校の重点目標や達成指標、重点的取組内容を、より適切に設定す
る必要がある。

そう思わない

あまり行っていない

行っていない

ある程度行っている

〇教職員評価システムを活用するに当たって、以下のことが必要だと思いますか。

行っていない

22
27

0
1

①

②

③

④

高等学校

38
12

0
0

①

②

③

④

高等学校

37
12

1
0

①

②

③

④

高等学校

8
14

20
8

①

②

③

④

高等学校
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・学校の重点目標や達成指標、重点的取組内容を教職員に一層浸透させることが必要である。

①
②
③
④ そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

とてもそう思う

34
16

0
0

①

②

③

④

高等学校
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【主要主任等の役割の一層の充実と主任手当の趣旨の徹底】

〇主要主任等は、与えられた役割を果たしていますか。

①
②
③
④

〇自校で教務主任として担う役割は明確ですか。（教務主任）

①
②
③
④

〇教務主任としての役割を果たせていると思いますか。（教務主任）

①
②
③
④

〇教務主任としての職務にやりがいを感じていますか。（教務主任）

①
②
③
④

とても感じている

ある程度感じている

あまり感じていない

感じていない

果たせている

ある程度果たせている

あまり果たせていない

果たせていない

ある程度明確である

あまり明確ではない

明確でない

○校長は、主要主任等が、与えられた役割を少なくともある程度果たしていると考えている。
○教務主任は、自らの役割はかなり明確であり、その役割をある程度果たせていると考えている。ま
た、ほとんどの教務主任が職務にやりがいを感じている。
○主要主任等が学校の運営方針や運営委員会での協議事項等を教職員に周知する機会や、教職
員の考えを集約の上管理職に伝える機会は、ほとんどの学校で「よくある」「時々ある」とされており、
ミドルアップダウンマネジメントがある程度定着している。
○主任の職務を担う中で、主要主任等の意識に変化については、「学校運営への参画意識が高ま
る」とする学校が多く、「自らの分掌等の教職員に指導・助言を行う意識が高まる」とする学校が少な
い。このことから、主要主任等は、学校運営への参画意識が高まるが、他方、自らの分掌等の教職
員に主体的に指導・助言を行うところまでは必ずしも至っていないのではないかと考えられる。
○主要主任等の役割の一層の充実を図る上で特に必要なことは、「主要主任等が担う役割を校長と
してより的確に指示する」ことや「主要主任等が役割を果たせるよう、業務の割り振りを一層工夫す
る」ことだと校長は考えている。
○主任手当の趣旨の徹底を図る上で特に必要なことは、「県教育委員会から職員団体に対し、組合
員に主任手当の拠出を求めないよう、一層の要請を行う」ことや「主任手当の拠出について、県教育
委員会が一層の周知・徹底を図る」ことと校長は考えている。

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

明確である

果たしている

ある程度果たしている

あまり果たせていない

果たせていない

19
28

3
0

①

②

③

④

高等学校

27
23

0
0

①

②

③

④

高等学校

9
38

2
1

①

②

③

④

高等学校

10
35

5
0

①

②

③

④

高等学校
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〇主要主任等が学校の運営方針や運営委員会での協議事項等を、教職員に周知する機会はありますか。

①
②
③
④

〇主要主任等が教職員の考えを集約の上、管理職に伝える機会はありますか。

①
②
③
④

・学校運営への参画意識が高まる。

①
②
③
④

・自らの分掌等の教職員に指導・助言を行う意識が高まる。

①
②
③
④

・主要主任等が担う役割を校長としてより的確に指示する必要がある。

①
②
③
④

よくある

時々ある

あまりない

ない

〇主要主任等の役割の一層の充実を図る上で、以下のことが必要だと思いますか。

よくある

そう思わない

あまりない

ない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

〇主任の職務を担う中で、主要主任等の意識に以下のような変化があると思いますか。

時々ある

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

とてもそう思う

24
25

1
0

①

②

③

④

高等学校

37
13

0
0

①

②

③

④

高等学校

31
18

1
0

①

②

③

④

高等学校

23
27

0
0

①

②

③

④

高等学校

34
15

1
0

①

②

③

④

高等学校
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・主要主任等が役割を果たせるよう、業務の割り振りを一層工夫する必要がある。

①
②
③
④

・県教育委員会から職員団体に対し、組合員に主任手当の拠出を求めないよう、一層の要請を行う必要がある。

①
②
③
④

・主任手当の拠出について、県教育委員会が一層の周知・徹底を図る必要がある。

①
②
③
④

とてもそう思う

とてもそう思う

〇主任手当の趣旨の徹底を図る上で、以下のことが必要だと思いますか。

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

31
19

0
0

①

②

③

④

高等学校

37
11

2
0

①

②

③

④

高等学校

33
15

2
0

①

②

③

④

高等学校
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【企画立案の場としての運営委員会の活用推進の徹底】

〇運営委員会は、どの程度の頻度で開催していますか。

①
②
③
④

〇運営委員会１回当たりの所要時間は、どれくらいですか。

①
②
③
④
⑤

〇職員会議は、どの程度の頻度で開催していますか。

①
②
③
④
⑤

〇職員会議１回当たりの所要時間は、どれくらいですか。

①
②
③
④
⑤
⑥

３０分未満

３０分～１時間

職員会議は設けていない

１時間～１時間半

１時間半～２時間

２時間以上

その他

１時間～１時間半

１時間半～２時間

２時間以上

月１回

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

○運営委員会の開催状況は、「週１回」が も多く、次いで「月１回」となっており、１回当たりの所要時間
は、「３０分から１時間半」がほとんど。
○職員会議はの開催状況は、「月１回」が大半で、１回当たりの所要時間は「３０分から１時間半」が大
半。
○運営委員会の議題は、半数程度の学校が「次の回の議題を示している」としているが、「年間を通して
示している」学校も数校ある。
○運営委員会の司会は、ほとんどの学校で副校長・教頭が行っている。
○約９割の教務主任が、運営委員会に提案を行うことが、毎回、或いは、しばしばある。
○運営委員会があることにより、「教職員の意見や提案を把握しやすい」ことや「主要主任等の学校運営
への参画意識が高まる」などの効果がある。
○運営委員会や職員会議について特に必要なことは、「運営委員会で主要主任等が提案する機会を増
やす」ことと校長は考えている。

週１回

２週に１回程度

月１回

その他

３０分未満

３０分～１時間

週１回

職員会議は設けていない

２週に１回程度

27
6

17
0

①

②

③

④

高等学校

1
29

20
0
0

①

②

③

④

⑤

高等学校

0
0

49
1
0

①

②

③

④

⑤

高等学校

1
24
23

2
0
0

①

②

③

④

⑤

⑥

高等学校
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〇運営委員会で扱う議題や議題案を予め示していますか。

①
②
③
④
⑤
⑥

〇運営委員会は誰が司会をしていますか。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

〇運営委員会に、教務主任として提案を行うことがありますか。（教務主任）

①
②
③
④
⑤

〇運営委員会があることにより、以下の様な効果や影響があると思いますか。
・教職員の意見や提案を把握しやすい。

①
②
③
④

・主要主任等の学校運営への参画意識が高まる。

①
②
③
④

年間を通して示している

学期を通して示している

毎月示している

とてもそう思う

しばしばある

時々ある

ほとんどない

ない

次の回の議題を示している

その他

示していない

そう思わない

校長

あまりそう思わない

教頭

主幹教諭

指導教諭

教務主任

その他

副校長

その他の主任

ある程度そう思う

毎回ある

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

35
14

1
0

①

②

③

④

高等学校

3
0

14
27

2
4

①

②

③

④

⑤

⑥

高等学校

0
4

45
0
0
1
0
0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

高等学校

35
15

0
0

①

②

③

④

高等学校

26
18

6
0
0

①

②

③

④

⑤

高等学校
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〇運営委員会や職員会議について、以下のことが必要だと思いますか。
・運営委員会で主要主任等が提案する機会を増やす必要がある。

①
②
③
④

とてもそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度そう思う

30
19

1
0

①

②

③

④

高等学校
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【目標の共有による家庭や地域との協働の徹底】

〇重点目標や達成指標、重点的取組内容について、保護者や地域住民と話し合う機会がありますか。

①
②
③
④

①
②
③
④

〇学校の生徒指導上の課題について、保護者や地域住民と話し合う機会がありますか。

①
②
③
④

〇保護者や地域住民が、学校で児童生徒や授業の様子を見ることがどれくらいありますか。

①
②
③
④
⑤

○学校が保護者地域住民と話しあう下記内容についての機会は、「時々ある」が７割程度。
  ・重点目標や達成指標、重点的取組内容について
  ・全国や県内における学校全体の成績の水準について
  ・学校の生徒指導上の課題について
○保護者や地域住民が、学校で生徒や授業の様子を見る頻度は、「年に数回」が も多い。
○学校の目標の達成のために、家庭や地域と協働する上で特に必要なことは、「保護者や地域住民
と連携することについての教職員の意識を高める」ことや「保護者や地域住民に生徒や授業の様子
をもっと見てもらい、学校への関心を高めてもらう」ことと校長は考えている。

よくある

時々ある

ほとんどない

ない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

よくある

時々ある

ほとんどない

ない

ない

年に数回

学期に数回

時々ある

ほとんどない

毎日

〇全国や県内における学校全体の成績の水準について、保護者や地域住民と話し合う機会がありますか。

月に数回

毎週数回

よくある

3
28

17
2

①

②

③

④

高等学校

7
35

8
0

①

②

③

④

高等学校

4
40

6
0

①

②

③

④

高等学校

33
15

2
0
0

①

②

③

④

⑤

高等学校
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〇学校の目標の達成のために、家庭や地域と協働する上で、以下のことが必要だと思いますか。
・保護者や地域住民と連携することについての教職員の意識を高めることが必要である。

①
②
③
④

・保護者や地域住民に生徒や授業の様子をもっと見てもらい、学校への関心を高めてもらうことが必要である。

①
②
③
④ そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

29
20

1
0

①

②

③

④

高等学校

27
21

2
0

①

②

③

④

高等学校
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【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上（授業観察・指導）】

〇校長として、どれくらいの頻度で授業観察を行っていますか。または、行う予定ですか。

①
②
③
④
⑤
⑥

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④

①
②
③
④ 行っていない

〇教務主任として他の教員の授業観察を行ない、必要に応じて指導･助言を行っていますか。（教務主任）

行っている

ある程度行っている

あまり行っていない

ほぼ毎日

週に２～３日程度

月に数日程度

〇校長として、どれくらいの頻度で教員に対し授業での指導内容に関する具体的な指導を行っていますか。ま
たは、行う予定ですか。

学期に数日程度

年間に数日程度

ほとんど行っていない

○校長の授業観察の頻度は、「月に数日程度」が も多く、次いで「週に２～３日程度」となっている。
○校長の教員に対する授業での指導内容に関する具体的な指導の頻度は、「月に数回」が も多
い。
○校長が各教科会議の実施回数や内容を把握し、同会議が教科の指導力向上につながるよう適切
な指導・助言を「あまり行っていない」とする学校がかなりある。
○他の教員の授業観察を行い、必要に応じて指導・助言を「行っている」、「ある程度行っている」とす
る教務主任が、「あまり行っていない」「行っていない」とする教務主任より少ない。他方、ほとんどの
教務主任が、学校の要として授業改善のための企画・運営を行っていると回答。

ある程度行っている

あまり行っていない

年間数回

行っていない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

〇各教科会議の実施回数や内容を把握し、同会議が教科の指導力向上につながるよう適切な指導・助言を
行っていますか。

月に数回

学期に数回

週に数回

毎日

行っている

5
13

21
8

3
0

①

②

③

④

⑤

⑥

高等学校

2
4

17
15

12

①

②

③

④

⑤

高等学校

11
26

13
0

①

②

③

④

高等学校

3
11

24
12

①

②

③

④

高等学校
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①
②
③
④

あまり行っていない

行っていない

〇学校の要として他の分掌や学年と連携をとり、授業改善のための企画･運営を行っていますか。（教務主任）

十分行っている

ある程度行っている

9
35

3
3

①

②

③

④

高等学校
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【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上（思考力・判断力・表現力や学習意欲の向上）】

①
②
③
④

①
②
③
④

①
②
③
④

そう思わない

○言語活動を通じて、思考力・判断力・表現力を育成する授業に、全ての教員が取り組んでいるか
について「とてもそう思う」とする学校は数校、「ある程度そう思う」とする学校は４分の３。
○生徒の考える意欲や学ぶ意欲を引き出す授業に、全ての教員が取り組んでいるかについて「とて
もそう思う」とする学校は数校、「ある程度そう思う」とする学校は４分の３。
○生徒の進路志望の達成と思考力・判断力・表現力を育成する授業改善は、密接につながっている
かについて「とてもそう思う」とする学校は６割程度、「ある程度そう思う」とする学校は４割程度。

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

〇生徒同士を話し合わせる、発表させるなどの言語活動を通じて、思考力・判断力・表現力を育成する授業に、
全ての教員が取り組んでいると思いますか。

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

とてもそう思う

〇一方的に教え込むのではなく、生徒の考える意欲や学ぶ意欲を引き出す授業に、全ての教員が取り組んで
いると思いますか。

とてもそう思う

ある程度そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

あまりそう思わない

そう思わない

〇生徒の進路志望の達成と思考力・判断力・表現力を育成する授業改善は、密接につながっていると思います
か。

3
38

9
0

①

②

③

④

高等学校

5
39

6
0

①

②

③

④

高等学校

29
19

1
1

①

②

③

④

高等学校
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【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上（研究協議や研修の実施）】

①
②
③
④

あまり設定していない

設定していない

○教科の枠を超えた授業力向上のための研修会等、全ての教員に共通する課題の解決につながる
研修の機会の設定については、「設定している」学校が６割程度、「ある程度している」学校が３割程
度。

〇教科の枠を超えた授業力向上のための研修会等、全ての教員に共通する課題の解決につながる研修の機
会を設定していますか。

設定している

ある程度設定している

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

32
14

2
2

①

②

③

④

高等学校
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【組織的な生徒指導の取組】

〇学校全体で、いじめの早期発見・早期対応に取り組めていると思いますか。

①
②
③
④

〇不登校の予兆があった際、全ての教員が統一された対応を行うことができていると思いますか。

①
②
③
④

○学校全体で、いじめの早期発見・早期対応に取り組めているかについて「とてもそう思う」とする学
校は７割程度
○不登校の予兆があった際、全ての教員が統一された対応を行うことができているかについて「とて
もそう思う」とする学校は４割程度。

とてもそう思う

あまりそう思わない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

35
15

0
0

①

②

③

④

高等学校

22
26

2
0

①

②

③

④

高等学校
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【教職員の健康管理】

〇衛生委員会等の活動を中心に、教職員の健康管理の充実に組織的に対応していると思いますか。

①
②
③
④

あまりそう思わない

そう思わない

○教職員の健康管理の充実に組織的に対応しているかについて「とてもそう思う」とする学校が３割
程度、「ある程度そう思う」とする学校が７割程度。

とてもそう思う

ある程度そう思う

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

26
22

2
0

①

②

③

④

高等学校
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【県教育委員会の推進方策について】

〇大分の教育は、より良くなってきていると思いますか。

①
②
③
④

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

○９割の校長が「大分の教育は、より良くなってきていると思う」と回答。

○上記理由（自由記述による回答を集約）
（目標達成に向けた組織的な学校運営）
・芯の通った学校組織の運営により、それぞれ小・中・高等学校が向かう方向が明確になり
つつあるため。
・芯の通った学校組織の取組が小中学生の学力・体力の向上につながり成果を上げており、
このことが高校での授業改善や特別活動の充実を後押ししている。中高の連携を一層推進す
る環境が整った。
　など、目標達成に向けた組織的な学校運営により、教職員の意識改革や学校改善が図られ
ているという趣旨の回答（２１校）。
（学力・体力の向上）
・学力・体力のアップが図られるなど教育活動が有効に機能しつつある。その一方で心の知
徳体の総合的な人間力向上等が課題である。
・現在の目標である学力や体力は着実の向上したいると思う。しかし、生徒につけるべき学
力観や進路指導について根本的に考える必要があると思う。
　など、各種学力調査の結果や体力・運動能力調査の結果が向上しているという趣旨の回答
（８校）。

○今後、目標達成に向けた組織的な取組を一層進めるに当たって、県教育委員会に期待すること
（自由記述による回答）
・主任制等（主任教諭、指導教諭も含め）の職階制による役割の明確化と人事給与に色濃く
反映すべきと考える。そのことにより意欲も喚起できる。また、校長の裁量権を強化しない
と教職員への指導の徹底が難しい。
・現場との意思疎通、教育課題の共有化。現場は意外に今求められる学力観に対する認識が
進んでいない面がある。適切な形で情報が提供され、研修機会が提供されることを望む。
・教職員評価システムを軸に、各校の目標管理、評価、改善の取組が効果的に行われるよう
一層の指導を期待したい。
・主任制度等、組織性を高めるための体制構築の支援。管理職・主要主任等が学校運営に取
り組む時間の確保ができるための会議や調査の精選。
・目標達成に向けた組織的な取り組みが、生徒の育成や学校の活性化には、一層重要である
ことの教職員への啓発や研修の充実が一層図られることを期待する。
・教育センター等の研修を、より充実したものにしてもらいたい。　など

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

7
39

4
0

①

②

③

④

高等学校
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＜特別支援学校＞

【学校評価を活用した、学校の課題に直結した目標や取組の設定と短期の改善の徹底】

〇学校の重点目標は、いくつありますか。

①
②
③
④
⑤

〇達成指標は、数値化するなど、検証可能なものにしていますか。

①
②
③
④

〇取組指標は、「誰が」「何を」「どれくらいの頻度で」という、具体的で検証可能な内容にしていますか。

①
②
③
④

〇重点目標達成に向けたＰＤＣＡサイクルを、どのようなスパンで行っていますか。

①
②
③ 年回４回以上

ある程度している

あまりしていない

していない

あまりしていない

していない

年間３回未満

年間３回

している

ある程度している

○全ての学校で重点目標を「３つ以下」としている。
○全ての学校で達成指標を数値化するなど、検証可能なものに「している」、或いは「ある程度してい
る」としている。全ての学校で取組指標を具体的で検証可能な内容に「している」、或いは「ある程度
している」としている。
○ほとんどの学校でPDCAサイクルを年間３回以上のスパンで行っている。
○重点目標や達成指標、重点的取組内容の設定及び検証・改善は、校長、教頭と共に教務主任、
その他の主任が中心となって進めている。
○PDCAサイクルにより学校改善を進める上で特に必要なことは、「学校の課題と重点目標を一層一
致させる」こと、「取組指標の設定をより適切なものとする」こと、「PDCAサイクルを活用した学校改善
の重要性について、教職員の意識を高める」ことと校長は考えている。

している

１つ

２つ

３つ

４つ

５つ以上

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

5
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0
0

①

②

③

④

特別支援学校

4
12

0
0

①

②

③

④

特別支援学校

2
13

1

①

②

③

特別支援学校

0
1

15
0
0

①

②

③

④

⑤

特別支援学校
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①
②
③
④
⑤

・学校の課題と重点目標を一層一致させる必要がある。

①
②
③
④

・取組指標の設定をより適切なものとする必要がある。

①
②
③
④

・ＰＤＣＡサイクルを活用した学校改善の重要性について、教職員の意識を高める必要がある。

①
②
③
④

〇重点目標や達成指標、重点的取組内容の設定及び検証・改善は、誰が中心に進めていますか。
※複数回答可

〇重点目標や達成指標、重点的取組内容の設定を活用したＰＤＣＡサイクルにより、学校改善を進める上で、以
下のことが必要だと思いますか。

校長

教頭

教務主任

その他の主任

そう思わない

とてもそう思う

その他

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

16
15
16
16

1

①

②

③

④

⑤

特別支援学校

14
2

0
0

①

②

③

④

特別支援学校

15
1

0
0

①

②

③

④

特別支援学校

14
2

0
0

①

②

③

④

特別支援学校
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【教職員評価システムに基づく、全教職員への目標の徹底と個人目標への連鎖の徹底】

〇学校の重点目標、各分掌等の目標、各教職員の自己目標がどれくらい連動していると思いますか。

①
②
③
④

①
②
③
④

①
②
③
④

①
②
③
④

〇目標管理面談や中間申告の際、必要に応じて修正させるなど、各教職員の自己目標について、指導・助言を
行っていますか。

・教職員評価システムを機能させるため、学校の重点目標や達成指標、重点的取組内容を、より適切に設定す
る必要がある。

そう思わない

あまり行っていない

行っていない

ある程度行っている

〇教職員評価システムを活用するに当たって、以下のことが必要だと思いますか。

〇分掌に所属する教職員の目標設定に対して、指導・助言を行っていますか。（教務主任）

○過半数の学校で、学校の重点目標、各分掌の目標、各教職員の自己目標の連動は、「ある程度
連動している」としている。
○全ての校長が各教職員の自己目標についての指導・助言を行っている。
○教務主任による、自らの分掌に属する教職員の目標設定への関わりは、学校によって差が大き
い。
○教職員評価システムを活用するに当たって特に必要なことは、「教職員評価システムを機能させる
ため、学校の重点目標や達成指標、重点的取組内容を、より適切に設定する」ことや「学校の重点目
標や達成指標、重点的取組内容を教職員に一層浸透させる」ことと校長は考えている。

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

行っている

しっかり連動している

ある程度連動している

あまり連動していない

連動していない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

行っている

ある程度行っている

あまり行っていない

行っていない

7
9

0
0

①

②

③

④

特別支援学校
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0
0
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①

②

③

④

特別支援学校

13
2

1
0

①

②

③

④

特別支援学校

2
8

3
3

①

②

③

④

特別支援学校
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・学校の重点目標や達成指標、重点的取組内容を教職員に一層浸透させることが必要である。

①
②
③
④ そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

とてもそう思う

14
2

0
0

①

②

③

④

特別支援学校
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【主要主任等の役割の一層の充実と主任手当の趣旨の徹底】

〇主要主任等は、与えられた役割を果たしていますか。

①
②
③
④

〇自校で教務主任として担う役割は明確ですか。（教務主任）

①
②
③
④

〇教務主任としての役割を果たせていると思いますか。（教務主任）

①
②
③
④

〇教務主任としての職務にやりがいを感じていますか。（教務主任）

①
②
③
④

とても感じている

ある程度感じている

あまり感じていない

感じていない

ある程度果たせている

果たせている

あまり果たせていない

果たせていない

明確である

ある程度明確である

あまり明確ではない

明確でない

果たしている

ある程度果たしている

あまり果たせていない

果たせていない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

○校長は、主要主任等が、与えられた役割を少なくともある程度果たしていると考えている。
○教務主任は、自らの役割はかなり明確であり、その役割をある程度果たせていると考えている。ま
た、全ての教務主任が職務にやりがいを感じている。
○主要主任等が学校の運営方針や運営委員会での協議事項等を教職員に周知する機会や、教職
員の考えを集約の上管理職に伝える機会は、全ての学校で「よくある」「時々ある」とされており、ミド
ルアップダウンマネジメントがある程度定着している。
○平成２４年からの「芯の通った学校組織」の取組を通じた主要主任等の意識に変化については、
「自らの分掌等をとりまとめ、推進する意識が高まった」、「校長の学校運営方針を理解し、他の教職
員に周知する意識が高まった」、「学校運営への参画意識が高まった」とする学校が多い。
○主要主任等の役割の一層の充実を図る上で特に必要なことは、「主任制度の必要性に対する教
職員の一層の理解」や「主要主任等が役割を果たせるよう、業務の割り振りを一層工夫する」ことと校
長は考えている。
○主任手当の趣旨の徹底を図る上で特に必要なことは、「主任制度自体の一層の定着」や「県教育
委員会から職員団体に対し、組合員に主任手当の拠出を求めないよう、一層の要請を行う」ことと校
長は考えている。
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③
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〇主要主任等が学校の運営方針や運営委員会での協議事項等を、教職員に周知する機会はありますか。

①
②
③
④

〇主要主任等が教職員の考えを集約の上、管理職に伝える機会はありますか。

①
②
③
④

・自らの分掌等をとりまとめ、推進する意識が高まった。

①
②
③
④

・校長の学校運営方針を理解し、他の教職員に周知する意識が高まった。

①
②
③
④

・学校運営への参画意識が高まった。

①
②
③
④

ある程度そう思う

とてもそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

ない

よくある

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

よくある

そう思わない

あまりない

ない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

〇平成２４年からの「芯の通った学校組織」の取組を通じて、主要主任等の意識に以下のような変化があったと
思いますか。

時々ある

時々ある
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特別支援学校
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・主任制度の必要性に対する教職員の一層の理解が必要である。

①
②
③
④

・主要主任等が役割を果たせるよう、業務の割り振りを一層工夫する必要がある。

①
②
③
④

・主任制度自体の一層の定着が必要である。

①
②
③
④

・県教育委員会から職員団体に対し、組合員に主任手当の拠出を求めないよう、一層の要請を行う必要がある。

①
②
③
④

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

とてもそう思う

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

〇主任手当の趣旨の徹底を図る上で、以下のことが必要だと思いますか。

あまりそう思わない

そう思わない

〇主要主任等の役割の一層の充実を図る上で、以下のことが必要だと思いますか。

14
1
1

0

①

②

③

④

特別支援学校

11
5

0
0

①

②

③

④

特別支援学校

8
8

0
0

①

②

③

④

特別支援学校

10
5

1
0

①

②

③

④

特別支援学校
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【企画立案の場としての運営委員会の活用推進の徹底】

〇運営委員会は、どの程度の頻度で開催していますか。

①
②
③
④

〇運営委員会１回当たりの所要時間は、どれくらいですか。

①
②
③
④
⑤

〇職員会議は、どの程度の頻度で開催していますか。

①
②
③
④
⑤

〇職員会議１回当たりの所要時間は、どれくらいですか。

①
②
③
④
⑤
⑥

〇運営委員会で扱う議題や議題案を予め示していますか。

①
②
③
④
⑤
⑥

職員会議は設けていない

年間を通して示している

学期を通して示している

毎月示している

職員会議は設けていない

１時間～１時間半

１時間半～２時間

２時間以上

１時間半～２時間

２時間以上

次の回の議題を示している

その他

示していない

月１回

その他

３０分未満

３０分～１時間

○運営委員会の開催状況は、「月１回」が も多く、１回当たりの所要時間は、「３０分から１時間」が も
多い。
○職員会議はの開催状況は、「月１回」が も多く、１回当たりの所要時間は「３０分から１時間」がほとん
ど。
○運営委員会の議題は、「毎月示している」学校が半数で、「年間・学期を通して示している」学校も５校
ある。
○運営委員会の司会は、全ての学校で教頭（副校長含む）が行っている。
○全ての教務主任が、運営委員会に提案を行うことが、毎回、或いは、しばしばある。
○運営委員会があることにより、「校長がリーダーシップを発揮しやすくなった」ことや「教職員の意見や
提案を把握しやすくなった」ことなどの効果がある。
○運営委員会や職員会議について特に必要なことは、「運営委員会を一層定期的に開催する」ことや「運
営委員会で主要主任等が提案する機会を充実する」ことと校長は考えている。

週１回

２週に１回程度

月１回

その他

３０分未満

３０分～１時間

週１回

２週に１回程度

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

１時間～１時間半

1
3

12
0

①

②

③

④

特別支援学校

0
9

2
5

0

①

②

③

④

⑤

特別支援学校

0
0

13
3

0

①

②

③

④

⑤

特別支援学校

0
15

1
0
0
0

①

②

③

④

⑤

⑥

特別支援学校

4
1

8
3

0
0

①

②

③

④

⑤

⑥

特別支援学校
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〇運営委員会は誰が司会をしていますか。

①
②
③
④
⑤

〇運営委員会に、教務主任として提案を行うことがありますか。（教務主任）

①
②
③
④
⑤

〇運営委員会があることにより、以下の様な効果や影響があると思いますか。
・校長としてのリーダーシップを発揮しやすくなった。

①
②
③
④

・教職員の意見や提案を把握しやすくなった。

①
②
③
④

〇運営委員会や職員会議について、以下のことが必要だと思いますか。
・運営委員会を一層定期的に開催する必要がある。

①
②
③
④

・運営委員会で主要主任等が提案する機会を充実する必要がある。

①
②
③
④

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

とてもそう思う

教務主任

その他の主任

その他

教頭

毎回ある

しばしばある

時々ある

ほとんどない

ない

あまりそう思わない

そう思わない

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

校長

9
4

3
0

①

②

③

④

特別支援学校

8
7

1
0

①

②

③

④

特別支援学校

0
16

0
0
0

①

②

③

④

⑤

特別支援学校

13
2

1
0

①

②

③

④

特別支援学校

11
5

0
0

①

②

③

④

特別支援学校

14
2

0
0
0

①

②

③

④

⑤

特別支援学校
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【目標の共有による家庭や地域との協働の徹底】

〇重点目標や達成指標、重点的取組内容について、保護者や地域住民と話し合う機会がありますか。

①
②
③
④

①
②
③
④

〇学校の生徒指導上の課題について、保護者や地域住民と話し合う機会がありますか。

①
②
③
④

〇保護者や地域住民が、学校で幼児児童生徒や授業の様子を見ることがどれくらいありますか。

①
②
③
④
⑤

よくある

月に数回

毎週数回

よくある

時々ある

ほとんどない

ない

ない

年に数回

学期に数回

時々ある

ほとんどない

毎日

○学校が保護者地域住民と話しあう下記内容についての機会は、「時々ある」が６割程度。
  ・重点目標や達成指標、重点的取組内容について
  ・全国や県内における高等部生徒の一般就労率の水準等就労に関することについて
  ・学校の生徒指導上の課題について
○保護者や地域住民が、学校で生徒や授業の様子を見る頻度は、「学期に数回」が も多い。
○学校の目標の達成のために、家庭や地域と協働する上で特に必要なことは、「保護者や地域住民
と連携することについての教職員の意識を高める」ことや「保護者や地域住民に幼児児童生徒や授
業の様子をもっと見てもらい、学校への関心を高めてもらう」ことだと校長は考えている。

よくある

時々ある

ほとんどない

ない

〇全国や県内における高等部生徒の一般就労率の水準等就労に関することについて、保護者や地域住民と話
し合う機会がありますか。

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

2
7
7

0

①

②

③

④

特別支援学校

1
10

5
0

①

②

③

④

特別支援学校

0
11

5
0

①

②

③

④

特別支援学校

6
9

1
0
0

①

②

③

④

⑤

特別支援学校
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〇学校の目標の達成のために、家庭や地域と協働する上で、以下のことが必要だと思いますか。
・保護者や地域住民と連携することについての教職員の意識を高めることが必要である。

①
②
③
④

①
②
③
④

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

とてもそう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

ある程度そう思う

・保護者や地域住民に児童生徒や授業の様子をもっと見てもらい、学校への関心を高めてもらうことが必要で
ある。

そう思わない

13
3

0
0

①

②

③

④

特別支援学校

14
2

0
0

①

②

③

④

特別支援学校
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【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上（授業改善）】

〇校長として、どれくらいの頻度で授業観察を行っていますか。または、行う予定ですか。

①
②
③
④
⑤
⑥

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④ 行っていない

〇教務主任として他の教員の授業観察を行ない、必要に応じて指導･助言を行っていますか。（教務主任）

行っている

ある程度行っている

あまり行っていない

○校長の授業観察の頻度は、「ほぼ毎日」あるいは「週に２～３日程度」がほとんど。
○校長の教員に対する授業での指導内容に関する具体的な指導の頻度は、「週に数回」が も多
い。
○他の教員の授業観察を行い、必要に応じて指導・助言を「行っている」、「ある程度行っている」とす
る教務主任が、「あまり行っていない」「行っていない」とする教務主任より少ない。

年間数回

月に数回

学期に数回

週に数回

毎日

ほぼ毎日

週に２～３日程度

月に数日程度

〇校長として、どれくらいの頻度で教員に対し授業での指導内容に関する具体的な指導を行っていますか。ま
たは、行う予定ですか。

学期に数日程度

年間に数日程度

ほとんど行っていない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

7
6

3
0
0
0

①

②

③

④

⑤

⑥

特別支援学校

0
6

3
4

3

①

②

③

④

⑤

特別支援学校

0
5

8
3

①

②

③

④

特別支援学校
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【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上（校内研究）】

〇校内研究をどれくらいの頻度で行っていますか。

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④
⑤

〇校内研究は誰が中心となって推進していますか。※複数回答可

校長

教頭

教務主任

研究主任

その他

○校内研究の状況は以下のとおり。
  ・開催頻度は、「１月に２～３回」が も多い。
　・１回の所要時間は「３０分～１時間」が も多い。
　・研究主任がも中心となって推進している学校がほとんど。
　・ほぼ毎回ほとんどの教員が参加している学校がほとんど。
○校内研究のテーマは、①「障がいの状態等を踏まえた指導方法の改善」、②「各教科等の指導内
容の改善」、③「自立活動の指導計画の改善」の順に多い。
○昨年度の校内研究の成果を本年度の教育課程編成に「しっかり反映した」学校が３割程度、「ある
程度反映した」学校が６割程度。

１月に１回未満

１月に１回

１月に２～３回

１月に４回

１月に５回以上

〇校内研究の１回の所要時間は平均してどれくらいですか。

３０分未満

３０分～１時間

１時間～１時間半

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

１時間半～２時間

２時間以上

2
4

3
16

3

①

②

③

④

⑤

特別支援学校

0
3

11
2

0

①

②

③

④

⑤

特別支援学校

0
14

2
0
0

①

②

③

④

⑤

特別支援学校
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①

②

③

〇本年度の校内研究のテーマを教えてください。※複数回答可

①
②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

〇昨年度の校内研究の成果を本年度の教育課程編成に反映しましたか。

①
②
③
④

〇校内研究に参加する教員の範囲を教えて下さい。

ほぼ毎回、ほとんどの教員が参加

ほとんどの教員が参加することもあれ
ば、一部の教員のみ参加することもあ
る

ほぼ毎回、一部の教員のみが参加

指導計画の改善

ある程度反映した

あまり反映しなかった

反映しなかった

重複障がい学級の児童生徒に対する
授業改善

キャリア教育の考えを取り入れた教育
課程の改善

その他

しっかり反映した

各教科等の指導内容の改善

障がいの状態等を踏まえた指導方法
の改善

自立活動の指導計画の改善

教材の開発

14

2

0

①

②

③

特別支援学校

7
10

14
9

7
6
7

3

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

特別支援学校

5
9

1
1

①

②

③

④

特別支援学校
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【組織的な生徒指導の取組】

〇学校全体で、いじめの早期発見・早期対応に取り組めていると思いますか。

①
②
③
④

〇不登校の予兆があった際、全ての教員が統一された対応を行うことができていると思いますか。

①
②
③
④ そう思わない

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

○学校全体で、いじめの早期発見・早期対応に取り組めているかについて「とてもそう思う」とする学
校は６割程度。
○不登校の予兆があった際、全ての教員が統一された対応を行うことができているかについて「とて
もそう思う」とする学校は３割程度。

とてもそう思う

あまりそう思わない

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

9
7

0
0

①

②

③

④

特別支援学校

5
11

0
0

①

②

③

④

特別支援学校
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【教職員の健康管理】

〇衛生委員会等の活動を中心に、教職員の健康管理の充実に組織的に対応していると思いますか。

①
②
③
④

あまりそう思わない

そう思わない

○教職員の健康管理の充実に組織的に対応しているかについて「とてもそう思う」とする学校が４分
の３、「ある程度そう思う」とする学校が４分の１。

とてもそう思う

ある程度そう思う

※「教務主任」の回答については（）書きで質問項目に記載している。表記のないものは全て「校長」の回答である。

12
4

0
0

①

②

③

④

特別支援学校
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【県教育委員会の推進方策について】

〇大分の教育は、より良くなってきていると思いますか。

①
②
③
④

○ほとんどの校長が「大分の教育は、より良くなってきていると思う」と回答。

○上記理由（自由記述による回答を集約）
（目標達成に向けた組織的な学校運営）
・教育委員会の進めている組織的な学校組織･教育の推進が各学校において順調に浸透してい
ると考えている。特別支援教育も生徒の実態やニーズに添った教育の実践展開ができている
と思う
・教職員の資質の向上に対しての取組が確実に推進されている。また、学校全体が組織的な
体型と変わり、より円滑な学校運営が図られるようになってきた
・芯の通った学校組織の導入後、教職員に重点目標が浸透し、各主任間の連携がスムーズに
なってきた。学校改善への意識も高まっている。
　など、目標達成に向けた組織的な学校運営により、教職員の意識改革や学校改善が図られ
ているという趣旨の回答（１０校）。

○今後、目標達成に向けた組織的な取組を一層進めるに当たって、県教育委員会に期待すること
（自由記述による回答）
・最終的には、校長の学校運営に関する意識が大きいと思う。学校の説明責任を果たすこと
ができるよう校長としての資質向上を図るための助言をお願いする。
・教員の専門性の向上等喫緊の課題を解決するため、教員のニーズに合った研修を企画す
る。又、研修を担当する指導主事が力量を高められるよう環境を整備する。最新情報提供の
ための講師招聘にかかる予算措置を切望。
・組織マネジメントや学校運営方法などについて、校長や教頭の研修に加えて、主要分掌主
任への研修体制をさらに推進・強化してもらいたい。
・「芯の通った学校組織」バージョン２の作成を望む。　など

あまりそう思わない

そう思わない

とてもそう思う

ある程度そう思う

8
7

1
0

①

②

③

④

特別支援学校
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保護者の回答結果（概要）
（※小学校・中学校・高等学校・特別支援学校のPTA会長対象）

【学校・家庭・地域間の目標や取組の共有等について】

○ ほとんどの保護者は、学校の重点目標、達成指標、重点的取組内容を知っていると回答。

○ 保護者は、自分の子どもの学校での生活の様子や学力・体力の状況と同じくらい、学校
の重点目標や重点的取組、学校全体の学力・体力の状況等を知りたいと思っている。

○ 学校の重点目標や学力・体力の状況、生徒指導上の課題等について、学校と話し合う機
会が「よくある」或いは「時々ある」とする保護者が、
・ 小学校・中学校・特別支援学校：約９割
・ 高等学校：約７割

○ 学校の情報を入手したいと思う方法は、「教職員から直接」や「学校便り」が多く、次に
「ホームページ」が多い。

○ 保護者や地域住民が学校で児童生徒や授業の様子を見る頻度について、最も多い回答は、
・ 小学校・中学校・特別支援学校：学期に数回
・ 高等学校：年に数回

○ ほとんどの保護者が、学校の各教職員の言ってることや子どもへの接し方が、「とても」
或いは「ある程度」統一されていると回答。

○ ほぼ全ての保護者が、学校の目標の達成に向けた具体的な協力を求められた場合、協力
すると回答。

○ 学校から、学校の課題を解決するため具体的な協力を求められることがあるかについて、
「ほとんどない」或いは「ない」とする保護者が、
・ 小学校・中学校：約１割
・ 高等学校・特別支援学校：約３割

○ 「芯の通った学校組織」の取組を知っているかについては、以下の通り。
・ よく知っている：小学校約４割､中学校約４割､高等学校約４割､特別支援学校約１割
・ 聞いたことはある：小学校約５割､中学校約４割､高等学校約３割､特別支援学校約７割

【学校教育全般について】

○ ほとんどの保護者が、「子どもは、将来の夢や目標を持ってがんばっていると思う」と回答。

○ ほとんどの保護者が、「学校は、子どもたちの力や豊かな心を育成していると思う」と回答。

○ ８割の保護者が、「大分の教育は、より良くなってきていると思う」と回答。その主な理由
は、以下の通り。
・ 学力テストや体力テストの結果がだんだんよくなってきている（１０８校）。
・ 以前に比べて、学校全体が協力して取り組んでいる姿がよくわかる（９５校）。
・ 学校が地域、ＰＴＡと連携を取る努力をしていると思う（７４校）。
・ 先生の頑張っている姿を多く見たり、子どもが学校に行くことを楽しみにしている

（６２校）。
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市町村教育委員会の回答結果（概要）

【学校評価を活用した、学校の課題に直結した目標や取組の設定と短期の改善の徹底】

○ 全ての教委が、
・ 重点目標等の焦点化、検証可能な達成指標の設定など、学校評価について指導。
・ 「学校評価の手引き」（平成２５年１月）に基づく提案により、学校改善が進んだと回答。

【教職員評価システムに基づく、全教職員への目標の徹底と個人目標への連鎖の徹底】

○ 全ての教委が、
・ 重点目標、各分掌等の目標、各教職員の目標の連動について指導。
・ 「教職員評価システム実施手引き」（平成２５年４月）に基づく提案により、学校改善が進んだと回答。

【主要主任等の役割の一層の充実と主任手当の趣旨の徹底】

○ 全ての教委が、
・ 主任の承認に際し、主要主任等に主任制度及び主任手当の趣旨が徹底されるよう、管理職や主
要主任等を指導。

・ 「芯の通った学校組織」の取組を通じて、主要主任の学校運営への意識が高まったかについて
「とてもそう思う」と１２教委が回答。一方、「自らの分掌等の教職員に指導・助言を行う意識
が高まった」、「自らの分掌等の教職員の意見をとりまとめ、管理職に提案する意識が高まった」
と回答したのは７教委。

【企画立案の場としての運営委員会の活用推進の徹底】

○ 運営委員会について指導している教委から指導していない教委まで、ばらつきがある。
○ 運営委員会を設けた効果については、「主要主任等の学校運営への参画意識が高まった」とする
教委が最も多く、１２教委。

【目標の共有による家庭や地域との協働の徹底】

○ 保護者や地域住民に対し、学校の重点目標や学力・体力の結果等をどう知らせているか、また、
それらについてどれくらい学校・家庭・地域で話し合う機会があるかを「よく把握している」とす
る教委より、「ある程度把握している」とする教委の方が多い。

【目標達成に向けた組織的な学力・体力向上】

○ 校長の授業観察や、学校の重点目標に結びついた校内研究の推進を、全ての教委が指導。
○ 教委が重視している授業改善のポイントで多いのは、以下の５つ。

① １時間の展開の在り方（目当て・課題－展開－まとめ、つかむ－広げる・深める－まとめる等）：１３
② 単元展開の在り方（探究型・問題解決型・単元を貫く言語活動等の重視等）：９
③ めあてや課題の質：８
④ 習熟の程度に応じた指導支援の在り方：８
⑤ 構造的な板書やノート指導の在り方：７
※ 他方、「評価基準や評価方法」、「まとめや振り返りの在り方」を重視している教委はない。

○ 全ての教委が、校内研究のテーマの実態を把握していると回答。

【県教育委員会の推進方策について】

○ 学校の組織力の向上、組織的な学力・体力等の向上を進める上で、最も求められている方策は、
主幹教諭の配置（１７教委）。

○ 教育センター等による学校マネジメント研修、教育事務所による学校訪問は、ほぼ全教委が、「役
に立っている」と回答。

○ 全ての教委が「大分の教育はより良くなっている」と回答。その主な理由は、以下の通り。
・ 目標達成に向けた組織的な学校運営により、教職員の意識改革や学校改善が図られている(12)。
・ 各種学力調査の結果や体力・運動能力調査の結果が向上してきている（７）。

○ 今後、市町村教委が県教委に期待する主な内容は、以下の通り。
・ 教職員配置の充実や教職員人事の改善（１２）
・ 研修の充実や学校の好事例の共有（３）
・ 会議・研修の精選（３）
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H25の取組

小中学校フッ化物洗口推進事業

学校におけるむし歯予防の手引（H25.3)

・12歳児一人平均むし歯本数全国ワースト3位

・市町村により格差がある

・フッ化物洗口実施校：姫島村立姫島小学校･姫島中学校

むし歯予防の３本柱

○歯みがき指導

○食に関する指導

○フッ化物の活用
大分県むし歯予防対策研究会

大分県教育委員会

・全市町を訪問。首長、教育長と直接意見交換

→最も大事なことは、丁寧な説明（安全性、有効性）

これまでの状況

大分県歯と口腔の健康づくり推進条例（H25.12)

第11条 基本施策の推進

六 幼児期及び学齢期におけるフッ化物洗口等科学的根拠に基づく虫歯予防対策

１ 普及啓発
（１）研修講座（保護者向け）

県歯科医師会・薬剤師会及び県PTA連合会

と連携し開催

①郡市PTA連合会(16)ごとに開催される研修会

での講演

②県教委主催の「教育の日」、「県民ﾌｫｰﾗﾑ」等

での講演、情報提供

（２）歯の健康に関する情報提供

①普及啓発DVD作成

②保護者・教職員向けリーフレット

（３）指導助言

学校での実施プロセス（啓発、研修会等）に

おける県歯科医師会、薬剤師会と協働した

技術的・専門的な指導助言

２ 物資の提供 ※健康対策課予算を活用

（口腔保健推進事業：国庫10/10 ）

（１）フッ化物の洗口液などフッ化物洗口を行う際

に必要なものを提供

フッ化物洗口実施状況（H26.8月末現在）

姫島村：姫島小学校、姫島中学校

杵築市：立石小学校（モデル校：２学期～）

中津市：児童生徒へ受診券配布

（洗口液の提供）

津久見市：小中全校一斉実施に向け準備中

国東市・別府市：検討会を設立

特別支援学校：佐伯支援学校（H25.9～）

大分支援学校（H26.2～）

日田支援学校（H26.6～）

竹田支援学校（H26.7～）

新生支援学校（準備中）
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都道府県別12歳児一人平均むし歯本数

出典：平成25年度学校保健統計調査（H26.3.29公表）
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市町村別12歳児一人平均むし歯本数の推移

H25年度定期健康診断調査票（体育保健課まとめ）
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山香農業高校教諭によるFacebookへの不適切な書き込みについて

平成２６年９月２日

教育人事課

○内 容 Facebookへの不適切な書き込み

○当該職員 大分県立山香農業高等学校 教諭 男性（４０歳代）

○行為の概要 当該職員のFacebookに

①在日韓国人女性フリージャーナリストがインターネット

上の記載で精神的な苦痛を受けたとして「在日特権を許さ

ない市民の会」などに損害賠償を求める訴訟を起こしたニ

ュースに対し、「極左・極右と取り巻き連中が殺し合って、

双方消えてしまえば日本からゴミが排除されて大変美しい

国になると思うのですが。」と書き込みした。

②ある国会議員の行動に関し、「慰安婦捏造の件でさっさと

国会で証人喚問して外患誘致罪で死刑にして下さい」と書

き込みした。

○これまでの経緯

２６年８月１８日（月）教諭による不適切な書き込み

８月２０日（水）学校への外部からの苦情電話及びメールにて

発覚

苦情を受け、本人に事実確認

学校から県教委に速報

本人がFacebookに謝罪文掲載

８月２１日（木）職員朝礼で職員へ説明

ＰＴＡ会長への説明

ＰＴＡ役員会開催

８月２２日（金）生徒へ説明及び謝罪

保護者へお詫び文書を送付

○処分 事実関係を精査の上、適正に対応する
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